








 

図-8 安倍川における宅地と堤防の形状の変化 
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図-9 安倍川における土地利用の変遷 

 

４．結論 
 現状霞堤は治水技術としての立ち位置が曖昧になって

しまっていると考えられる．地域によって霞堤の扱いが

まちまちであるばかりでなく，同一河川の中でも閉鎖状

況や周辺の開発状況が異なっている．このような状況に

おいては，霞堤の本来の治水機能が十分に発揮されない

ばかりか，霞堤の存在が周辺に悪影響を及ぼすという事

態になりかねない．地域に根ざし地域を守ってきた伝統

的治水技術である霞堤について，各自治体が閉鎖するか，

保全し利用するかの方針を明確にするとともに，自治体

や河川管理者をはじめ，流域に住む人々全ての協力のも

とその方針に伴った土地利用と，霞堤とのつきあい方を

考えることが必要となる． 

 本研究においては各年代の地形図を参照して，GIS 上

に手動で宅地をなぞるという手法をとった．そのため，

地形図の精度やなぞる過程における誤差が生じていると

考えられることから，より正確な分析のために，航空写

真の利用などが検討される．また，霞堤の影響が大きい

範囲として，半径 1kmのバッファを仮想的に利用したが，

地形を正確に反映したシミュレーションを活用すること

で，より詳細な分析を行うことができると考えられる． 
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ABSTRACT 
 

Historically many areas in Japan have been repeatedly affected by river flooding due to the geographical 
conditions in Japan. The basins of these rivers have developed their own traditional flood control methods. Open 
Levees are one of these technologies, though they are diminishing with the development of modern flood control 
technology. Based on this social background, this paper discusses how the land use around the open levees has 
changed in three rivers as case studies. This study found that the tendency of change in the use of the open levees in 
each regional characteristic and the possibility of dysfunction in the open levees. 
 

Keywords：Open Levees, Land Use, River Basin Management 
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防災実践における水平展開のメカニズムに関する実証的な検討 
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和文要約 
 
本研究は、防災実践の水平展開のメカニズムについて考察したものである。水平展開とは、防災

活動を推進する際に頻繁に用いられる用語だが、この概念を理論的に検討した先行研究は僅少であ

る。本研究では、高知県四万十町・興津地区と高知県黒潮町・熊野浦地区などで行われている家具

固定の防災活動を例に分析し、水平展開が起こるメカニズムを明らかにした。その結果、熊野浦地

区の住民は、興津地区の住民が行った家具固定の事例の写真を見たことをきっかけに、家具固定を

推進したことがわかった。つまり、家具固定を促進するためには、家具固定についての科学的な必

要性を説明するだけではなく、地域特性が似ている地区の防災活動を共有することが重要であるこ

とが明らかになった。本研究の結果をふまえて、水平展開はエミュレーション学習と威光模倣によ

って駆動していることがわかった。 
 
 

キーワード：防災実践、水平展開、模倣、アクションリサーチ、家具固定 
 
 

１．水平展開に関する研究概況 
ある地域の先進的な実践を別の地域でも展開する試み

は、水平展開という言葉で推奨され、防災実践において

も重要視されている。例えば、平成 30 年度防災白書でも、

「（先進的な防災実践に関する）情報を地区内外に水平展

開することで、減災・予防意識が伝播的に醸成されてい

く」と明記されている（内閣府, 2018）。また、Google Scholar 
の検索機能を用いて、論文のタイトルや本文に「防災＋

水平展開」というキーワードを含む研究数の遷移を調査

したところ、防災・減災の研究領域で水平展開という用

語を使った研究は、年々増加している（図-1）。このよう

に水平展開とは、防災実践を推進する上で重要なキーワ

ードになっているが、この言葉の背景にはいかなる理論

やメカニズムが駆動しているのだろうか。防災実践や防

災教育における水平展開をテーマにした既往研究を改め

てレビューしたところ、学校防災教育の水平展開を行う

ために必要となる研究者と学校教員との連携のあり方を

検討した石原の研究（石原, 2017）をはじめ水平展開とい

う言葉を本文中に用いた研究はあったものの、防災実践

を他の地域で行うこと・広げていくことを水平展開とい

う言葉で表現し、防災実践の記録的な記述（例えば、A 地

区とB地区で防災実践を行ったという記録を記述するた

めに水平展開という言葉を用いたもの）や今後の展望（例

えば、C という防災実践を他の地区でも適用していきた

いという今後の展望を述べるために水平展開という言葉

を用いたもの）について表現するだけで、水平展開とい

う概念の背景にある理論や水平展開が駆動する心理的・

社会的な条件を考察したものは僅少であった。つまり、

水平展開という言葉は取り組みの裾野を広げた（広げて

いく）というフラットな意味で実用的な場面で多用され

図-1 Google Scholarの検索機能で 

本文中に「防災＋水平展開」のキーワードを含む研究数
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ているものの、その実、防災実践における水平展開とは

いかなる理論に支えられた概念であるかを学術的に深堀

りできていないのが現状である。そこで本研究では、水

平展開がどのようなメカニズムで起こりうるのか明らか

にするために、防災実践の事例を分析した。 
ここで鍵概念となるのが、模倣という概念である。水

平展開とは、ある地域の事例を他の地域が模倣する試み

のことであり、模倣とは水平展開の中核的な概念である。

そのため、模倣の機制を論考することは、水平展開のメ

カニズムを探求することにつながる。 
模倣すること、すなわち、真似ることとは、「学ぶ（ま

ねぶ）」ことと同源と広辞苑（第 7 版）で示されていると

おり、学ぶと真似るはほぼ同じ意味だったとされている

（新村, 2018）。語源に象徴されるように、模倣とは人間

の学習に関するキーワードとして、様々な研究領域に示

唆を与えてきた。例えば、認知科学の分野では、模倣は

人間の学習、とりわけ人間の発達に大きな影響を与えて

いるという研究成果が蓄積されており、新生児の発達に

おいて模倣することは欠かすことができない要素で、新

生児を対象とした様々な実験結果からも模倣は他者の意

図を学習する上で重要な役割を果たしている（Nagell et 
al., 1993; Gergely et al., 2002）。 
代表的な研究として、18 ヶ月児を対象としたメルツォ

フの実験では、幼児を 2 つのグループに分けて、それぞ

れ異なる大人の動作を見せた（Meltzoff, 1995）。1 つ目のグ

ループでは、対象物を使って意図した目標を達成する場

面（結合している物を 2 つに引き離そうとする動作を見

せ、実際に引き離した場面）を見せ、2 つ目のグループで

は、意図した目標を達成し損なう場面（結合している物

を 2 つに引き離そうとする動作を見せ、実際に引き離せ

なかった場面）を見せた。つまり、後者のグループの幼

児は、目標となる場面を見ていないことになる。それに

も関わらず、どちらのグループの幼児も、結合した物を

2 つに引き離す目標の動作を再演したのである。2 つ目の

グループの幼児は、意図した目標を失敗することを再現

したわけではなく、その行動が結果として得ようとして

いた目標を達成したのだ。この実験の結果から、幼児は

大人の行動の模倣を通じて他者の意図を学習したといえ

る。 
認知科学の分野では、行為を模倣する中で、行為がも

たらす結果に注目して、その結果を自らも得ようと試み

始めることを、「エミュレーション学習（emulation 
learning）」と呼び、メルツォフの実験はエミュレーション

学習を検証したものである（Tomasello et al., 2005）。佐伯

（2012）の表現を援用すると、エミュレーション学習は、

他者の意図を理解し他者ができることを自分もできるよ

うに自己流に模倣しようとすることである。 
また、文化心理学の領域では、模倣は人間の進化を支

えた一要素であると分析した研究も存在する。トマセロ

らは、人間の進化を支えてきたのは文化の創出とその伝

承にあるとし、それを可能にするのは他者の意図の理解

とその共有にあると指摘している（Tomasello et al., 2005）。
新生児が模倣によって他者の意図を学習していくエミュ

レーション学習は、まさに文化の創出とその伝承をして

いく第一歩だといえる。 
さらに、模倣は社会学的な視点からも分析されている。

例えば、モースは「ハビトス（habitus）」と呼ばれる特定

の文化固有の身のふるまい方を伝承するには、個人間の

模倣だけではなく、自分が信頼している人が成功した行

為を目の当たりにして模倣する「威光模倣（imitation 
prestigieuse）」が作用していると指摘している（モース, 
1978）。つまり、ハビトスの伝承を個別的な行為としての

み捉えるのではなく、社会・集団的な行為として解釈し

ており、模倣の対象と自身の関係性の近さや深さに、伝

承を促進する要諦があると分析しているのである。同様

の指摘は宮台（2008）も行っており、人を学びに駆り立

てる動機として、分かる喜び（理解動機）、勝つ喜び（競

争動機）と並んで、自分が尊敬する人のふるまいを真似

る喜び（感染動機）があると考察している。威光模倣、

感染動機ともにエミュレーション学習を引き起こす社会

的な条件を分析する上で重要な視座であり、模倣する対

象との関係性も模倣行動に影響するといえる。 
以上、様々な研究領域における模倣に関する既往研究

は、水平展開のメカニズムを分析する重要な補助線とな

る。水平展開を駆動させるためには、「エミュレーション

学習」によって、他者ができることを自分もできるよう

に自己流に模倣することが必要である。なぜならば、あ

る地域の防災実践を他地域でも行うためには、他地域の

住民が自分なりの模倣をしようと学習することが不可欠

だからである。さらに、そのエミュレーション学習を促

進させるには、自分が信頼している人が成功した行為を

目の当たりにして模倣する「威光模倣」に注目すること

も肝要である。つまり、水平展開の様相を分析する際に

は、無特徴な属性の個人間における模倣のみを想定する

のではなく、互いの関係性が深く、生活文化の紐帯が強

い集団間で起こる模倣行為に留意する必要があるという

ことである。 
これらのことから、エミュレーション学習と威光模倣

の両者の要素に注目しつつ、防災活動の様相を分析する

ことによって、水平展開をめぐるグループ・ダイナミク

スの機制を明らかできる可能性がある。そこで、本研究

では、エミュレーション学習と威光感染の模倣の仕組み

が、防災実践の水平展開を駆動させるのではないかとい

う仮説を立てて、防災実践の事例分析を行った。 
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ているものの、その実、防災実践における水平展開とは

いかなる理論に支えられた概念であるかを学術的に深堀

りできていないのが現状である。そこで本研究では、水

平展開がどのようなメカニズムで起こりうるのか明らか

にするために、防災実践の事例を分析した。 
ここで鍵概念となるのが、模倣という概念である。水

平展開とは、ある地域の事例を他の地域が模倣する試み

のことであり、模倣とは水平展開の中核的な概念である。

そのため、模倣の機制を論考することは、水平展開のメ

カニズムを探求することにつながる。 
模倣すること、すなわち、真似ることとは、「学ぶ（ま

ねぶ）」ことと同源と広辞苑（第 7 版）で示されていると

おり、学ぶと真似るはほぼ同じ意味だったとされている

（新村, 2018）。語源に象徴されるように、模倣とは人間

の学習に関するキーワードとして、様々な研究領域に示

唆を与えてきた。例えば、認知科学の分野では、模倣は

人間の学習、とりわけ人間の発達に大きな影響を与えて

いるという研究成果が蓄積されており、新生児の発達に

おいて模倣することは欠かすことができない要素で、新

生児を対象とした様々な実験結果からも模倣は他者の意

図を学習する上で重要な役割を果たしている（Nagell et 
al., 1993; Gergely et al., 2002）。 
代表的な研究として、18 ヶ月児を対象としたメルツォ

フの実験では、幼児を 2 つのグループに分けて、それぞ

れ異なる大人の動作を見せた（Meltzoff, 1995）。1 つ目のグ

ループでは、対象物を使って意図した目標を達成する場

面（結合している物を 2 つに引き離そうとする動作を見

せ、実際に引き離した場面）を見せ、2 つ目のグループで

は、意図した目標を達成し損なう場面（結合している物

を 2 つに引き離そうとする動作を見せ、実際に引き離せ

なかった場面）を見せた。つまり、後者のグループの幼

児は、目標となる場面を見ていないことになる。それに

も関わらず、どちらのグループの幼児も、結合した物を

2 つに引き離す目標の動作を再演したのである。2 つ目の

グループの幼児は、意図した目標を失敗することを再現

したわけではなく、その行動が結果として得ようとして

いた目標を達成したのだ。この実験の結果から、幼児は

大人の行動の模倣を通じて他者の意図を学習したといえ

る。 
認知科学の分野では、行為を模倣する中で、行為がも

たらす結果に注目して、その結果を自らも得ようと試み

始めることを、「エミュレーション学習（emulation 
learning）」と呼び、メルツォフの実験はエミュレーション

学習を検証したものである（Tomasello et al., 2005）。佐伯

（2012）の表現を援用すると、エミュレーション学習は、

他者の意図を理解し他者ができることを自分もできるよ

うに自己流に模倣しようとすることである。 
また、文化心理学の領域では、模倣は人間の進化を支

えた一要素であると分析した研究も存在する。トマセロ

らは、人間の進化を支えてきたのは文化の創出とその伝

承にあるとし、それを可能にするのは他者の意図の理解

とその共有にあると指摘している（Tomasello et al., 2005）。
新生児が模倣によって他者の意図を学習していくエミュ

レーション学習は、まさに文化の創出とその伝承をして

いく第一歩だといえる。 
さらに、模倣は社会学的な視点からも分析されている。

例えば、モースは「ハビトス（habitus）」と呼ばれる特定

の文化固有の身のふるまい方を伝承するには、個人間の

模倣だけではなく、自分が信頼している人が成功した行

為を目の当たりにして模倣する「威光模倣（imitation 
prestigieuse）」が作用していると指摘している（モース, 
1978）。つまり、ハビトスの伝承を個別的な行為としての

み捉えるのではなく、社会・集団的な行為として解釈し

ており、模倣の対象と自身の関係性の近さや深さに、伝

承を促進する要諦があると分析しているのである。同様

の指摘は宮台（2008）も行っており、人を学びに駆り立

てる動機として、分かる喜び（理解動機）、勝つ喜び（競

争動機）と並んで、自分が尊敬する人のふるまいを真似

る喜び（感染動機）があると考察している。威光模倣、

感染動機ともにエミュレーション学習を引き起こす社会

的な条件を分析する上で重要な視座であり、模倣する対

象との関係性も模倣行動に影響するといえる。 
以上、様々な研究領域における模倣に関する既往研究

は、水平展開のメカニズムを分析する重要な補助線とな

る。水平展開を駆動させるためには、「エミュレーション

学習」によって、他者ができることを自分もできるよう

に自己流に模倣することが必要である。なぜならば、あ

る地域の防災実践を他地域でも行うためには、他地域の

住民が自分なりの模倣をしようと学習することが不可欠

だからである。さらに、そのエミュレーション学習を促

進させるには、自分が信頼している人が成功した行為を

目の当たりにして模倣する「威光模倣」に注目すること

も肝要である。つまり、水平展開の様相を分析する際に

は、無特徴な属性の個人間における模倣のみを想定する

のではなく、互いの関係性が深く、生活文化の紐帯が強

い集団間で起こる模倣行為に留意する必要があるという

ことである。 
これらのことから、エミュレーション学習と威光模倣

の両者の要素に注目しつつ、防災活動の様相を分析する

ことによって、水平展開をめぐるグループ・ダイナミク

スの機制を明らかできる可能性がある。そこで、本研究

では、エミュレーション学習と威光感染の模倣の仕組み

が、防災実践の水平展開を駆動させるのではないかとい

う仮説を立てて、防災実践の事例分析を行った。 

 
２．家具固定をめぐる水平展開 
（１）本研究で対象とするフィールド 
本研究は、高知県高岡郡四万十町・興津地区（以下、

興津地区と表記）と高知県幡多郡黒潮町・熊野浦地区（以

下、熊野浦地区と表記）を対象に、家具固定の防災実践

についての分析を行った（図-2）。 
興津地区は人口 799 人（2019年 9 月 30 日時点）、熊野

浦地区は人口 50 人（2021 年 4 月 1 日時点）の集落で、

両地区の高齢化率は 60%を超えている。両地区の主要産

業は農業と漁業で、高知県西部の太平洋沿岸地域に位置

している。なお、興津地区と熊野浦地区は地理的に近接

しており、古くから双方の地区で住民の行き来があった

ために地域特性や風習が類似している。 
2012年3月に内閣府から発表された南海トラフ地震の

想定によると、両地区では最大で 30 メートル以上の津波

と震度 7 の地震が来襲すると予想されており、津波地震

防災の必要性が高い地域である（内閣府, 2012）。筆者ら

の研究室では、両地区で多様な防災・減災のアクション

リサーチを継続的に展開している（孫ら, 2012; 孫ら, 
2014; 千々和ら, 2017; Sugiyama et al., 2020; Yamori et al., 
2020）。例えば、興津地区では 2011 年から「個別避難」

と呼ばれる津波避難を個別的に記録し課題を検証する試

みや防災マップ作成を通じた地域防災の取り組みなどを

行い、熊野浦地区では 2015 年からコミュニティ単位の防

災計画「地区防災計画」の策定を行い災害時の孤立対策

や要配慮者支援の方策などを検討し、両地区の防災実践

に筆者らは防災アドバイザーとして携わった。本研究で

は、その中でも家具固定の防災実践に注目して事例分析

を行った。 
（２）本研究で対象とする防災実践 
本研究で分析の対象とする家具固定は、内閣府の世論

調査（内閣府, 2013）によると 40.7%の世帯で行われてい

るものの、「面倒だから」や「お金がかかるから」、「家具

固定する方法がわからないから」といった理由で過半数

の世帯で行われていないのが現状である。東京消防庁ら

の調査（2005）では、地震による負傷者の 30%から 50%
が家具類の転倒、落下物による負傷とされており、憂慮

すべき状況にあるといえる。 
そうしたなか、名古屋市を中心とした高齢者世帯に各

戸訪問して家具固定を住民に代わって実施する「かぐて

んぼう隊」の活動が行われている。児玉ら（2010）は、

「かぐてんぼう隊」の活動によって、自助の活動と見な

されてきた家具固定の実践は、地域ぐるみで取り組むこ

とによって効果的に推進されると分析した。 
筆者らの研究室では 2015 年以降、「かぐてんぼう隊」

と類似するアプローチで、興津地区にて家具固定の補助

をする地域実践を地域住民や四万十町役場、地元企業と

協力して実施し、その結果、60 世帯以上の住宅の家具固

定をすることができた（図-3）。なお、図-3は興津地区の

取り組みを熊野浦地区の住民に紹介した時に実際に使用

した写真である。 
その事例を、2016 年 1 月に、興津地区と地理的に隣接

する熊野浦地区にて、興津地区で家具固定をしている様

子を撮影した写真（図-3）を用いて紹介をしたところ、

熊野浦地区で家具固定が必要な世帯の全戸で、家具固定

を実施することができた（図-4）。筆者は、この現象に注

目し、アクションリサーチによってその要因を分析した。

図-2 四万十町・興津地区と黒潮町・熊野浦地区の位置 

図-3 興津地区の住宅に家具固定をしている様子 
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アクションリサーチとは、社会が抱えている様々な課題

に対して、研究者と一緒に個々の問題の当事者が自身の

解決策を考え、その解決策の有効性について検証し、検

証結果をもとにして、自身の解決策を修正し改善してい

くことで問題解決を目指す調査活動手法のことである

（Lewin, 1946; 草郷, 2007）。本研究では、インタビュー調

査や防災実践の過程を記録したフィールドノートで収集

したデータをもとに分析を重ねた。なお、データを収集

する際には、対象者に口頭にて調査結果の利用方法やプ

ライバシー保護に配慮する旨を説明し同意を取得した。 
例えば、興津地区から熊野浦地区に家具固定の防災実

践が水平展開した要因をインタビュー調査によって分析

した。本研究では、2016 年以降に家具固定を行った各世

帯の代表者 1 人、計 13 人（平均年齢：67.2 歳、男性 7 名、

女性 6 名）に対して個別的に、1 人につき約 10 分の半構

造的なインタビュー調査を 2016 年 8 月に行った。質問項

目は、「今回、家具固定をするよりも前に、家具固定の必

要性を認知していましたか」「今回、家具固定をするより

も前に、家具固定の実施を呼びかけるメディアを見たこ

とがありますか。もしある場合は、どのような媒体で視

聴しましたか」「今回、家具固定をしようと思った理由は

何ですか」である。加えて、2016 年 1 月に興津地区の写

真を熊野浦地区の住民に提示した会合の際のフィールド

ノートや、2016 年 7 月～8 月に家具固定を行った際のフ

ィールドノートも参考に、熊野浦地区で生じた水平展開

のグループ・ダイナミクスを分析した。 
なお、詳細は 4 章で後述するが、熊野浦地区で 2016 年

に家具固定を行ったことをきっかけに、現在に至るまで

黒潮町内の複数の地区で家具固定の防災実践が行われた。

過去 5 年間にわたる家具固定の防災実践の出発点となっ

た 2016 年のデータを改めて分析することで、黒潮町内で

展開された防災実践の水平展開の機制を分析することが

できると考えた。 
 
３．収集したデータ分析の結果 
本章ではまず 2016 年 8 月に実施したインタビュー結

果について記述し、その後、そのインタビュー結果を補

足するために、フィールドノートによる分析結果を報告

する。最後に、収集したデータに対して想定できる疑問

をまとめ、それらの疑問に応答する。 
（１）インタビューの結果 
インタビュー調査の結果を、大きくわけて 3 点報告す

る。1 点目は、防災実践以前における家具固定の必要性

に関する認知の結果である。「今回、家具固定をするより

も前に、家具固定の必要性を認知していましたか」とい

う質問でインタビュー調査を行った。その結果、約 84.6%
の住民が以前から家具固定の必要があると認識していた

ものの、家具固定をしてこなかったことがわかった（図

-5）。つまり、熊野浦地区の住民は、防災教育が不十分で、

災害に対する危機意識が低かったために家具固定をしな

かった訳ではないことが明らかになった。この結果は、

リスク認知が十分でも必ずしも防災行動に直結するとは

限らないというRisk Perception Paradoxに関する既往研究

（Wachinger et al., 2013）とも合致している。 
2 点目は、防災実践以前における家具固定に関する啓

発メディアの視聴経験の有無の結果である。「今回、家具

固定をするよりも前に、家具固定の実施を呼びかけるメ

ディアを見たことがありますか。もしある場合は、どの

ような媒体で視聴しましたか」という質問で、複数のメ

ディアを回答しても良い前提でインタビュー調査を行っ

た。その結果、約76.9%の住民がテレビと回答し、約38.5%
の住民がチラシと回答し、防災実践よりも前に家具固定

図-4 熊野浦地区の住宅に家具固定をしている様子 

図-5 防災実践以前における 

家具固定の必要性に関する認知 

 

図-6 防災実践以前における 

家具固定に関する啓発メディアの視聴経験の有無 
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アクションリサーチとは、社会が抱えている様々な課題

に対して、研究者と一緒に個々の問題の当事者が自身の

解決策を考え、その解決策の有効性について検証し、検

証結果をもとにして、自身の解決策を修正し改善してい

くことで問題解決を目指す調査活動手法のことである

（Lewin, 1946; 草郷, 2007）。本研究では、インタビュー調

査や防災実践の過程を記録したフィールドノートで収集

したデータをもとに分析を重ねた。なお、データを収集

する際には、対象者に口頭にて調査結果の利用方法やプ

ライバシー保護に配慮する旨を説明し同意を取得した。 
例えば、興津地区から熊野浦地区に家具固定の防災実

践が水平展開した要因をインタビュー調査によって分析

した。本研究では、2016 年以降に家具固定を行った各世

帯の代表者 1 人、計 13 人（平均年齢：67.2 歳、男性 7 名、

女性 6 名）に対して個別的に、1 人につき約 10 分の半構

造的なインタビュー調査を 2016 年 8 月に行った。質問項

目は、「今回、家具固定をするよりも前に、家具固定の必

要性を認知していましたか」「今回、家具固定をするより

も前に、家具固定の実施を呼びかけるメディアを見たこ

とがありますか。もしある場合は、どのような媒体で視

聴しましたか」「今回、家具固定をしようと思った理由は

何ですか」である。加えて、2016 年 1 月に興津地区の写

真を熊野浦地区の住民に提示した会合の際のフィールド

ノートや、2016 年 7 月～8 月に家具固定を行った際のフ

ィールドノートも参考に、熊野浦地区で生じた水平展開

のグループ・ダイナミクスを分析した。 
なお、詳細は 4 章で後述するが、熊野浦地区で 2016 年

に家具固定を行ったことをきっかけに、現在に至るまで

黒潮町内の複数の地区で家具固定の防災実践が行われた。

過去 5 年間にわたる家具固定の防災実践の出発点となっ

た 2016 年のデータを改めて分析することで、黒潮町内で

展開された防災実践の水平展開の機制を分析することが

できると考えた。 
 
３．収集したデータ分析の結果 
本章ではまず 2016 年 8 月に実施したインタビュー結

果について記述し、その後、そのインタビュー結果を補

足するために、フィールドノートによる分析結果を報告

する。最後に、収集したデータに対して想定できる疑問

をまとめ、それらの疑問に応答する。 
（１）インタビューの結果 
インタビュー調査の結果を、大きくわけて 3 点報告す

る。1 点目は、防災実践以前における家具固定の必要性

に関する認知の結果である。「今回、家具固定をするより

も前に、家具固定の必要性を認知していましたか」とい

う質問でインタビュー調査を行った。その結果、約 84.6%
の住民が以前から家具固定の必要があると認識していた

ものの、家具固定をしてこなかったことがわかった（図

-5）。つまり、熊野浦地区の住民は、防災教育が不十分で、

災害に対する危機意識が低かったために家具固定をしな

かった訳ではないことが明らかになった。この結果は、

リスク認知が十分でも必ずしも防災行動に直結するとは

限らないというRisk Perception Paradoxに関する既往研究

（Wachinger et al., 2013）とも合致している。 
2 点目は、防災実践以前における家具固定に関する啓

発メディアの視聴経験の有無の結果である。「今回、家具

固定をするよりも前に、家具固定の実施を呼びかけるメ

ディアを見たことがありますか。もしある場合は、どの

ような媒体で視聴しましたか」という質問で、複数のメ

ディアを回答しても良い前提でインタビュー調査を行っ

た。その結果、約76.9%の住民がテレビと回答し、約38.5%
の住民がチラシと回答し、防災実践よりも前に家具固定

図-4 熊野浦地区の住宅に家具固定をしている様子 
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に啓発メディアを見たことがないと回答した住民はいな

かった（図-6）。具体的には、テレビと回答した全ての住

民が、NHK 高知で放送されていた「南海地震ひとくちメ

モ」という 5 分程度のコーナー番組を視聴していた。こ

のコーナーは短時間の番組ではあるが、ほとんど毎日放

送されていたため多くの住民の目に届いたものと思われ

る。また、チラシと回答した全ての住民は、黒潮町役場・

情報防災課が作成した家具転倒防止を呼びかけるチラシ

を目にしたことがあった。このため、熊野浦地区ではマ

スメディアや行政による防災啓発は十分に行われていて、

その啓発の内容も住民に正確に伝わっていたといえる。 
3 点目は、家具固定を実施した理由に関する結果であ

る。「今回、家具固定をしようと思った理由は何ですか」

という質問で、半構造的なインタビュー調査を行った。

なお、この質問でも複数の理由を回答しても良いものと

した。その回答内容を分類した結果、約 76.9%の住民が

2016年1月に興津地区で行っている家具固定の事例を写

真で見たことをきっかけに家具固定を行ったと回答した

（図-7）。また、約 15.4%の住民はまわりの住民から薦め

られたことをきっかけに家具固定を行っていた。さらに、

1名だけではあったが1946年に発生した昭和南海地震の

時の経験を思い出したことをきっかけに家具固定を行っ

たと回答した住民もいた。なお、この質問に対して複数

の理由を述べた住民は 2 人（まわりの人から薦められた

からという理由と興津地区の写真を見たからと回答した

住民が 1 人、昭和南海地震の時の経験を思い出したから

という理由と興津地区の写真を見たからと回答した住民

が 1 人）いた。 
この項目は、本研究の核心、つまり防災実践の水平展

開の機制を明らかににする上で重要な観点である。その

ため、各分類におけるインタビューでの具体的な発言内

容を列挙する。 
まず、興津地区の防災実践の写真を見たことをきっか

けに家具固定したと回答内容をカテゴライズした住民の

具体的な回答内容を紹介する。なお、複数の理由を回答

した住民の回答内容は後述する。「興津で家具固定をしち

ゅう写真は、家の写真を見てひと目で興津だとわかった。

うちも似たような作りの家やき親しみが持てて、ほんな

らうちでも家具固定やろうかという気になったな（50 代

男性）」「もし見してもろうた写真が、東京のどっかの家

の家具固定とか、何かの研究所の家具固定の写真やった

ら、今回家具固定をしようと思わざった。興津の写真や

きうちにも関係あることと思えて家具固定をしようと思

うた（60 代男性）」「隣町の事例で、自分も知っちゅう人

が家具固定をやったなら、自分も真似して家具固定でき

る思うて家具固定をやりました（60 代女性）」「興津の写

真ぱっと見て、あ、これ誰の家かってわかったような気

がした。それで妙な親近感をもって家具固定しょうかな

と（60 代男性）」「いつかは家具固定しないといけないと

思っていたのだけど、いまいち踏み出せないっていうか。

それで写真を見していただいて、ああ、こやってできる

んだって腑に落ちました（60 代女性）」「写真だとわかり

やすいし、家具固定って今まで言われちょったけんど、

どうしたらええか正直わからんやった。うちはボロ家や

き、まあええかって思ってました。やけんど、うちんく

とおんなじような興津の家でも家具固定しちょって。興

津の写真でイメージできるようになりました。それで今

回手を上げさせてもらいました（50 代女性）」「家を新し

ゅうしてクローゼットとかあるし、大丈夫かなって思う

ちょったけんど、写真を見してもろうて、やっぱりうち

もやろう思いました（70 代男性）」「家具固定って力がい

るろ。わし、みかん畑しちゅうき、まだまだ元気やけん

ど、おっくうで。興津の人を見て熊野浦も頑張らん思う

たわ（60 代男性）」といった理由を述べた。 
次に、まわりの人に薦められたことをきっかけに家具

固定したと回答した 1 人の住民の回答は、「周りの方が、

あんたも家具固定した方がええよって言うてくれたき。

じゃあうちも家具固定しよう思いました（70 代女性）」

といった内容だった。なお、この住民に後日確認したと

ころ、2016 年 1 月 19 日に行われた興津地区の実例を用

いた会合にこの住民は参加しておらず、その会合に参加

していた別の住民から家具固定の実施を誘われていたこ

とがわかった。 
最後に、複数の理由を答えた 2 人の住民の回答を紹介

する。第一に、まわりの人に薦められたことと興津地区

の実例を見たことを家具固定のきっかけと回答した住民

は「近所で一緒に家具固定やろう言うてくれて。それで

家具固定やろう思いました。近所の人も写真ええね、わ

かりやすいねって会の後に話したことやったです（60
代・女性）」と理由を説明した。第二に、昔の記憶を思い

出したことと興津地区の実例をみたことを家具固定のき

っかけと答えた住民は「わしが小学校に入る前の時分、

南海地震が起きたんよ。そんで、熊野浦も沖からばーっ

と津波が来て。いろんなものが打ち上げられたな。佐賀

の方は家が流されたみたいだけんど。興津の写真見て、

そん頃のこと思い出いたわ。んで、写真見て、昔思い出

いて、家具固定やっぱししちょこって考えたわ（70 代男

図-7 家具固定を実施した理由 
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性）」と家具固定した理由を説明した。 
これらの結果から、体調が悪くインタビューにうまく

回答できなかった 2 人の住民を除くと、2016 年 1 月 19
日に実施した興津地区の実例を用いた家具固定を説明し

た会合に参加した住民は全員、興津地区の写真を見たこ

とをきっかけに家具固定を行っていたことがわかった。 
（２）フィールドノートの結果 
 続いて、2016 年 1 月 19 日に興津地区の写真を熊野浦

地区の住民に提示した会合についてのフィールドノート

や、2016 年 7 月～8 月に家具固定を行った際のフィール

ドノートの内容を分析する。 
 まず、2016 年 1 月 19 日に興津地区の写真を熊野浦地

区の住民に提示した会合についての筆者のフィールドノ

ートには、「興津地区の写真を紹介した時に、“ここは D
さんのうちじゃないか”“いや、E さんの家じゃないか”

というクイズ大会のようなつぶやきが聞かれた（2016 年

1月19日）（固有名詞は個人情報保護のため仮名に置換）」

と記述していた。住民が黙って役場職員の家具固定の解

説を聞いていた最中に、興津地区の写真を提示すると突

如として何人もの固有名詞が住民の口から次々に出てき

て筆者は驚いた。それだけ、熊野浦地区の住民にとって

興津地区は顔なじみの場所だということが明らかになっ

た。 
 次に、2016 年 7 月～8 月に家具固定を行った際の筆者

のフィールドノートには、「神棚を家具固定したいという

住民がいた。ネットで神棚を固定する方法を見たことは

なく、熊野浦地区の独自性を感じた（2016年8月29日）」

と記述していた。インターネットでは家具固定について

の様々なサンプルが紹介されているものの、様々な地域

で家具固定を展開するためには、地域特性に即した事例

が必要だとわかった。 
（３）想定される疑問への応答 
 本節では、収集したデータに対して想定できる疑問を

まとめ、それらの疑問に応答する。大きくわけて以下 3
点の疑問をまとめた。 

1 点目は、金銭的な補助があったために水平展開が進

展したのではないかという疑問への応答である。黒潮町

には、「家具転倒防止等対策補助事業」という補助制度が

存在し、家具固定に要した半額（1 世帯につき最大 1 万

円）を黒潮町役場から補助していた。なお、この補助制

度は 2021 年度に改正され、家具固定に要した全額（1 世

帯につき最大 3 万円）を黒潮町役場から補助するように

なっている（黒潮町役場, 2021b）。熊野浦地区で 2016 年

7～8 月に実施した家具固定の防災実践でも上記の補助

制度を活用しており、補助制度の存在は防災実践を進め

る上で大きな役割を果たした。ただし、この制度は 2007
年度に作られたが、2016 年 7～8 月に熊野浦地区で家具

固定を行うまで、熊野浦地区でこの補助制度は一度も使

われたことがなかった。このことから、少なくとも熊野

浦地区では、補助制度があっただけでは家具固定が推進

しないといえる。さらに、2016 年 7～8 月に熊野浦地区

で家具固定を行った際には、費用の半額は黒潮町役場か

ら補助されるものの、残りの半額は住民が自己負担しな

ければならなかった。2016 年 7～8 月に熊野浦地区で家

具固定を行った際の各世帯の自己負担額を調べたところ、

平均 6,569 円の自己負担をしていたことがわかった。な

お、この時、熊野浦地区では各世帯で平均 6.2 ヶ所に何

らかの家具固定を行っていた（熊野浦地区自主防災会, 
2016）。このことから、熊野浦地区の家具固定では金銭的

な負担があったとしても家具固定が進展しており、金銭

的な補助のみが、家具固定を推進した要因とは考えにく

い。 
2 点目の疑問は、筆者ら専門家の存在が水平展開を推

進させた要因になったのではないかという疑問への応答

である。熊野浦地区で行ったアクションリサーチという

研究手法は、研究者が実践当事者の住民と協働して事を

成すことを基本としているため、フィールドで生じた出

来事を分析する際に研究者を無色透明の存在として排す

ることはできない。それ故に、本研究において筆者ら専

門家の存在の影響を否定することは難しい。ただし、本

研究で取り上げた家具固定に関するアクションリサーチ

は、筆者らが熊野浦地区に関与し始めた時期に行ったも

のであり、専門家の存在が集落にまだ浸透しきっていな

かった。さらに、2016 年 1 月 19 日に家具固定の説明を

行った際には、資料の準備を筆者らが行ったものの、住

民に対する大半の説明は、地域担当職員と称する黒潮町

役場の職員が実施していた（図-8）。これらのことから、

熊野浦地区における家具固定の防災実践では、専門家の

影響は比較的弱かったと考えられる。 
3 点目は、役場職員や地元ホームセンター・電機店の

サポートによって水平展開されたのではないかという疑

問への応答である。興津地区で展開された家具固定は、

名古屋市などで行われている「かぐてんぼう隊」の取り

組みを活用したため、個々人に家具固定を任せるのでは

図-8 2016年1月19日の会合の様子（画面右の地域担当

職員が家具固定の解説を行っている様子） 
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性）」と家具固定した理由を説明した。 
これらの結果から、体調が悪くインタビューにうまく

回答できなかった 2 人の住民を除くと、2016 年 1 月 19
日に実施した興津地区の実例を用いた家具固定を説明し

た会合に参加した住民は全員、興津地区の写真を見たこ

とをきっかけに家具固定を行っていたことがわかった。 
（２）フィールドノートの結果 
 続いて、2016 年 1 月 19 日に興津地区の写真を熊野浦

地区の住民に提示した会合についてのフィールドノート

や、2016 年 7 月～8 月に家具固定を行った際のフィール

ドノートの内容を分析する。 
 まず、2016 年 1 月 19 日に興津地区の写真を熊野浦地

区の住民に提示した会合についての筆者のフィールドノ

ートには、「興津地区の写真を紹介した時に、“ここは D
さんのうちじゃないか”“いや、E さんの家じゃないか”

というクイズ大会のようなつぶやきが聞かれた（2016 年

1月19日）（固有名詞は個人情報保護のため仮名に置換）」

と記述していた。住民が黙って役場職員の家具固定の解

説を聞いていた最中に、興津地区の写真を提示すると突

如として何人もの固有名詞が住民の口から次々に出てき

て筆者は驚いた。それだけ、熊野浦地区の住民にとって

興津地区は顔なじみの場所だということが明らかになっ

た。 
 次に、2016 年 7 月～8 月に家具固定を行った際の筆者

のフィールドノートには、「神棚を家具固定したいという

住民がいた。ネットで神棚を固定する方法を見たことは

なく、熊野浦地区の独自性を感じた（2016年8月29日）」

と記述していた。インターネットでは家具固定について

の様々なサンプルが紹介されているものの、様々な地域

で家具固定を展開するためには、地域特性に即した事例

が必要だとわかった。 
（３）想定される疑問への応答 
 本節では、収集したデータに対して想定できる疑問を

まとめ、それらの疑問に応答する。大きくわけて以下 3
点の疑問をまとめた。 

1 点目は、金銭的な補助があったために水平展開が進

展したのではないかという疑問への応答である。黒潮町

には、「家具転倒防止等対策補助事業」という補助制度が

存在し、家具固定に要した半額（1 世帯につき最大 1 万

円）を黒潮町役場から補助していた。なお、この補助制

度は 2021 年度に改正され、家具固定に要した全額（1 世

帯につき最大 3 万円）を黒潮町役場から補助するように

なっている（黒潮町役場, 2021b）。熊野浦地区で 2016 年

7～8 月に実施した家具固定の防災実践でも上記の補助

制度を活用しており、補助制度の存在は防災実践を進め

る上で大きな役割を果たした。ただし、この制度は 2007
年度に作られたが、2016 年 7～8 月に熊野浦地区で家具

固定を行うまで、熊野浦地区でこの補助制度は一度も使

われたことがなかった。このことから、少なくとも熊野

浦地区では、補助制度があっただけでは家具固定が推進

しないといえる。さらに、2016 年 7～8 月に熊野浦地区

で家具固定を行った際には、費用の半額は黒潮町役場か

ら補助されるものの、残りの半額は住民が自己負担しな

ければならなかった。2016 年 7～8 月に熊野浦地区で家

具固定を行った際の各世帯の自己負担額を調べたところ、

平均 6,569 円の自己負担をしていたことがわかった。な

お、この時、熊野浦地区では各世帯で平均 6.2 ヶ所に何

らかの家具固定を行っていた（熊野浦地区自主防災会, 
2016）。このことから、熊野浦地区の家具固定では金銭的

な負担があったとしても家具固定が進展しており、金銭

的な補助のみが、家具固定を推進した要因とは考えにく

い。 
2 点目の疑問は、筆者ら専門家の存在が水平展開を推

進させた要因になったのではないかという疑問への応答

である。熊野浦地区で行ったアクションリサーチという

研究手法は、研究者が実践当事者の住民と協働して事を

成すことを基本としているため、フィールドで生じた出

来事を分析する際に研究者を無色透明の存在として排す

ることはできない。それ故に、本研究において筆者ら専

門家の存在の影響を否定することは難しい。ただし、本

研究で取り上げた家具固定に関するアクションリサーチ

は、筆者らが熊野浦地区に関与し始めた時期に行ったも

のであり、専門家の存在が集落にまだ浸透しきっていな

かった。さらに、2016 年 1 月 19 日に家具固定の説明を

行った際には、資料の準備を筆者らが行ったものの、住

民に対する大半の説明は、地域担当職員と称する黒潮町

役場の職員が実施していた（図-8）。これらのことから、

熊野浦地区における家具固定の防災実践では、専門家の
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3 点目は、役場職員や地元ホームセンター・電機店の

サポートによって水平展開されたのではないかという疑

問への応答である。興津地区で展開された家具固定は、

名古屋市などで行われている「かぐてんぼう隊」の取り

組みを活用したため、個々人に家具固定を任せるのでは

図-8 2016年1月19日の会合の様子（画面右の地域担当

職員が家具固定の解説を行っている様子） 
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４．家具固定の水平展開の連鎖 
前章では、興津地区と熊野浦地区の間で生じた水平展

開の要因について、インタビュー調査を踏まえて分析し

た。黒潮町内では、熊野浦地区で家具固定を行ったこと

をきっかけに、他の様々な地区の間でも家具固定の水平

展開の連鎖が生じた（図-9、図-10）。この背景には、熊

野浦地区の家具固定の取り組みを、2016 年 11 月 5 日に

図-9 黒潮町内で家具固定の防災実践が水平展開した地区の位置（地区名と防災実践の実施年を併記） 

図-10 家具固定の水平展開の連鎖 

図-11 第2回黒潮町地区防災計画シンポジウムで 

熊野浦地区の住民が発表している様子 
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黒潮町・佐賀地域で開催した第 2 回黒潮町地区防災計画

シンポジウム（主催：黒潮町自主防災会連絡協議会）で

熊野浦地区の住民が発表したことが影響していた（図-

11）。つまり、熊野浦地区に対して興津地区の実例を写真

で提示したように、黒潮町の他地区に対して熊野浦地区

の実例を知らしめていたのだ。熊野浦地区の住民にとっ

て、興津地区の住民は身近な存在であったように、黒潮

町の多くの住民にとって、熊野浦地区の実例は我が身に

置き換えることができる実例であったといえる。ただし、

第 2 回黒潮町地区防災計画シンポジウムが佐賀地域（黒

潮町の東部）で行われたことから、地理的に佐賀地域か

ら離れた大方地域（黒潮町の西部）の住民は熊野浦地区

の発表を見聞きすることが難しかった。そのため、熊野

浦地区の活動報告を見聞きした佐賀地域では複数の地区

で家具固定の防災実践が水平展開したものの、熊野浦地

区の発表を聞く機会がなかった大方地域では家具固定の

防災実践は全く水平展開しなかった。このことは、図-11

を参照すると一目瞭然である。 
事実、熊野浦地区の後に家具固定を行った住民が、家

具固定を行った理由として、次のような証言をしていた。

例えば「熊野浦の写真を初会でみんなで見て、これなら

家具固定できると思うた。家具固定せんといけん思うち

ょったけんど、うちでも家具固定する想像ができた（白

浜地区 60 代男性：2017 年 7 月）」「どういう風に家具固

定すりゃよいのかようわかったけんど、熊野浦が家具固

定をしちゅうき、あていらでも家具固定できると思うた

（浜町地区 60 代女性：2018 年 5 月）」「家具固定をせん

といけんことは知っちょったけんど他人事やった。近所

の人の写真を見て、自分たちも家具固定せんといけんと

思うた（横浜地区 50 代女性：2019 年 4 月）」といった発

言である。このように、家具固定をしようと思ったきっ

かけは、熊野浦地区をはじめとする身近な人が家具固定

を行ったと知ったことだとわかった。 
以上の結果から、興津地区と熊野浦地区の間で生じた

水平展開と、熊野浦地区と白浜地区、浜町地区、横浜地

区といった黒潮町の多くの地区の間で生じた水平展開の

メカニズムの根底は共通していて、エミュレーション学

習や威光模倣によって生じたものであると解釈できる。

つまり、前章での分析は、興津地区と熊野浦地区といっ

た特定の地区間で生じた例外的な現象にのみ適用できる

ものではなく、黒潮町内の様々な地区間で発生した水平

展開を説明する際にも活用できるものである。 
 

５．模倣行為による水平展開のメカニズム 
熊野浦地区で家具固定が進展した背景には、興津地区

と熊野浦地区の地域特性が似ていたことが影響し、模倣

行為による水平展開のメカニズムを考える上で、相互の

地域特性の近接性は重要な要素であるとわかった。つま

り、熊野浦地区における防災実践の水平展開において、

エミュレーション学習と威光模倣が重要な役割を果たし

ていたといえる。熊野浦地区で興津地区の防災活動に関

するエミュレーション学習が進展した背景には、冒頭で

も紹介した、自分が信頼している人が成功した行為を目

の当たりにして模倣する「威光模倣」が作用していると

考えられる。すなわち、本研究で注目した水平展開は、

防災実践を展開した地域情報抜きには成立しえなかった

ものであり、仮にどこかの実験施設やモデルルームの実

践サンプルを提示したとしても有効に作用しなかった可

能性がある。教材が日本全国、遍く地域に通用するもの

であろうと内容の一般化・標準化に気を配りすぎるあま

り、教材から地域情報を割愛してしまい防災実践にのみ

焦点化してしまうと、逆に防災教材の効用を減じさせか

ねない。むしろ、防災実践が行われた地域特性や地域情

報を潤沢に教材に盛り込むことで、地域特性が近接して

いる地域に対して親近感、すなわち威光模倣を生じさせ、

防災実践水平展開を促進させることが示唆された。この

ことは、矢守（2005）の「純粋化」と「平均化」の議論

を傍証することでわかりやすく説明できる。矢守（2005）
は、社会を捉える方法は「純粋化」と「平均化」があり、

「純粋化」とは対象や事象を極端化しデフォルメするこ

とを意味し、平均値から外れた視座のため事象を捉える

には不適切なもののように一見思われるが、有名人の似

顔絵のように「純粋化」すなわちデフォルメした顔の方

が、その有名人をわかりやすく伝えることができると指

摘している。すなわち、特徴や特異性を排した平均化よ

りも、特徴や個別性に極端に依拠した純粋化の方が、対

象や事象のことを伝えやすいのである。熊野浦地区で受

容された興津地区の防災実践の情報とは、興津地区の地

域情報と紐付き純粋化されたものであり、それ故に、熊

野浦地区で興津地区の防災実践に対する威光模倣を引き

起こす条件が整っていたと考えられ、結果的に熊野浦地

区で防災実践が水平展開したのである。 
また、熊野浦地区では興津地区の防災活動の事例を紹

介する前から各種メディアや行政から配布された広報物

を通じて家具固定の必要性を喧伝されていたにも関わら

ず、家具固定の防災実践を進めることができていなかっ

たことにも注目する必要がある。言い換えると、災害の

リスクやその対策の必要性に関する科学的な説明だけで

は、人間の行動を変容させるには不十分だと示唆された。

この結果は、リスク認知が十分でも必ずしも防災行動に

直結するとは限らないというRisk Perception Paradoxに関

する既往研究（Wachinger et al., 2013）の結果とも合致し

ている。リスク・コミュニケーションの手法の一つであ

るCAUSE モデル（Rowan, 1994）では、リスク認知や対

処行動の理解に加えて、関係者間の信頼醸成の確立をリ

スク・コミュニケーションの必須要素として想定してい

る。リスクやその対処法に対する科学的な説明だけでは

リスク・コミュニケーションは成立しないと考えている

点で、CAUSE モデルは本研究の問題意識と根底を一にし

ているが、CAUSE モデルにおける関係者間の信頼醸成と
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いる地域に対して親近感、すなわち威光模倣を生じさせ、

防災実践水平展開を促進させることが示唆された。この

ことは、矢守（2005）の「純粋化」と「平均化」の議論

を傍証することでわかりやすく説明できる。矢守（2005）
は、社会を捉える方法は「純粋化」と「平均化」があり、

「純粋化」とは対象や事象を極端化しデフォルメするこ

とを意味し、平均値から外れた視座のため事象を捉える

には不適切なもののように一見思われるが、有名人の似

顔絵のように「純粋化」すなわちデフォルメした顔の方

が、その有名人をわかりやすく伝えることができると指

摘している。すなわち、特徴や特異性を排した平均化よ

りも、特徴や個別性に極端に依拠した純粋化の方が、対

象や事象のことを伝えやすいのである。熊野浦地区で受

容された興津地区の防災実践の情報とは、興津地区の地

域情報と紐付き純粋化されたものであり、それ故に、熊

野浦地区で興津地区の防災実践に対する威光模倣を引き

起こす条件が整っていたと考えられ、結果的に熊野浦地

区で防災実践が水平展開したのである。 
また、熊野浦地区では興津地区の防災活動の事例を紹

介する前から各種メディアや行政から配布された広報物

を通じて家具固定の必要性を喧伝されていたにも関わら

ず、家具固定の防災実践を進めることができていなかっ

たことにも注目する必要がある。言い換えると、災害の

リスクやその対策の必要性に関する科学的な説明だけで

は、人間の行動を変容させるには不十分だと示唆された。

この結果は、リスク認知が十分でも必ずしも防災行動に

直結するとは限らないというRisk Perception Paradoxに関

する既往研究（Wachinger et al., 2013）の結果とも合致し

ている。リスク・コミュニケーションの手法の一つであ

るCAUSE モデル（Rowan, 1994）では、リスク認知や対

処行動の理解に加えて、関係者間の信頼醸成の確立をリ

スク・コミュニケーションの必須要素として想定してい

る。リスクやその対処法に対する科学的な説明だけでは

リスク・コミュニケーションは成立しないと考えている

点で、CAUSE モデルは本研究の問題意識と根底を一にし

ているが、CAUSE モデルにおける関係者間の信頼醸成と

は、リスクを伝達する専門家とそれを受容する非専門家

の間での信頼醸成（例えば、リスク・コミュニケーショ

ンのワークショップをする前に、双方が自己紹介をして

親近感を高めておくこと）に焦点化している（なお、関

係者間の信頼醸成は、CAUSE モデルの C：Credibility に

相当する）。本研究では、リスクへの対処行動を惹起させ

るためには、リスク・コミュニケーションの対象者とそ

の教材で取り上げる事例の関係性の近さが重要であると
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素になると考えられる。つまり、リスク・コミュニケー

ションの受け手に対する信頼醸成とは、リスク・コミュ

ニケーションの初期段階にのみ必要なものではなく、リ

スクへの対処行動を提示する段階においても意識する必

要があるのだ。本研究の知見は、既存の行動変容のモデ

ルに対して改良の余地を示しており、今後同様な視点で

論考を深めていく価値がある。 
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開していたのである。もし熊野浦地区で災害リスクに関
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６．今後の課題 
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必ずしも正の側面、つまり防災活動を促進させるもので

あるとは限らず、時として、負の側面、すなわち防災活

動を逆に減じさせてしまう可能性もある。例えば、自分

が居住しているまわりの地域が防災活動に消極的なこと

を模倣して、自分が居住している地区でもまわりの地区

に傚って防災活動を行わないでよいと考えさせてしまう

かもしれない。負の同調圧力（山本, 1983）と換言できる

ような模倣行為の負の側面があることに留意して、今後

研究を進める必要がある。 
 2 点目は、模倣の剰余価値についての分析である。大

澤（2020）は、模倣行為は、その模倣のもととなったも

のよりも過剰なものを生み出す現象「過剰模倣」を引き

起こすことに注目し、模倣行為とは単なるオリジナルの

コピーという域を超えて、新たな創造性を生み出す源泉

であると指摘している。大澤（2020）は模倣行為がもた

らす創造的な側面を、「模倣の剰余価値」という表現で論

考している。例えば、本研究の冒頭でも紹介したメルツ

ォフの実験は、一般的な解釈では、他者の意図を模倣す

るエミュレーション学習を検証したものであるが、見方

を変えると、大人の目標行動が失敗した場面を見せられ

た乳児グループがその後大人の目標行動の意図を学習し

その目標行動を再現したことは、その模倣行動の志向性

を強化し、目撃した大人の行動以上のものを模倣した、

言い換えると過剰に模倣したともいえる。模倣行為とは、

カセットテープレコーダーで元音源を繰り返しダビング

することで音質が劣化するように、行為を反復する中で

その模倣のもととなった行為の真正性や独自性を劣化さ

せるものだと捉えられることがあるが、逆に、模倣行為

を繰り返すことによってオリジナルよりも創造的な行為

を新たに創発させる可能性もあるのだ。トマセロら（2002）
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の指摘のように、人間の進化を考える上で模倣行為は欠

かせない要素であるものの、もし模倣行為がオリジナル

と同等もしくはそれ以下の価値しか生み出せないならば、

人間の進化は起きないというパラドックスが生じてしま

う。大澤（2020）の「模倣の剰余価値」の論考は、その

逆説を解消する手立てになりうる。本研究で取り上げた

事例でも、例えば、熊野浦地区の実例をうけて家具固定

を模倣した白浜地区で、「家具固定で家の中は対策できた

から、今度は家の外の対策でブロック塀の点検もしてみ

ょう（50 代男性：2017 年 7 月）」「家具を固定できても家

がつぶれたらしようないから、家の耐震化も点検だけで

も地区全員でできるように働きかけよう（60 代男性：

2017 年 7 月）」といった形で、家具固定を契機に新たな

防災活動を検討し始めていた。これらの発言は、模倣の

剰余価値に相当する可能性がある。ただし、模倣の剰余

価値に関するデータは本研究では十分に収集されておら

ず、黒潮町やその他の地域で長期的に調査を続けて検証

する必要がある。防災実践の水平展開がもたらす新たな

側面として、今後この視点からも継続的に分析を行う。 
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ABSTRACT 
 

This study analyzes horizontal expansion of disaster risk reduction practices. Horizontal expansion is a term that 
is often used to promote activities for disaster risk reduction, but it has not been examined what kind of theory can 
explain this concept. This study analyzed furniture fixation, a practice for disaster risk reduction, carried out in the 
Okitsu ward of Shimanto Town, Kochi Prefecture, and the Kumanoura ward of Kuroshio Town, Kochi Prefecture, 
with the aim of analyzing the mechanisms how horizontal expansion occurs. As a result, it was found that the residents 
of Kumanoura ward were inspired to fix furniture after seeing a photo of a case study of furniture fixation conducted 
by the residents of Okitsu ward. In other words, it was found that in order to promote furniture fixation, it is important 
to share the disaster risk reduction practices of districts with similar regional characteristics, rather than explaining the 
scientific necessity of furniture fixation. Based on the results of this study, the horizontal expansion was found to be 
driven by emulation learning and imitation prestigieuse. 
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避難と科学：偶然性と必然性を織り込む物語的研究の可能性 
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和文要約 
 
避難という出来事の本質はなにか。その研究は科学的であるべきか。国内の避難研究史をたどる

と、1960 年代の建物火災避難研究、1970 年代の水害避難研究、1980 年代の情報処理研究、そして

現在の多くの避難研究が「情報・判断・行動」という認知行動モデルを前提に避難を検討している。

そこには適切／不適切な情報が判断を準備し、正しい／間違った行動をもたらし、良い／悪い結果

に至るという「鼓型モデル」が見いだされる。だが科学的に実際に観測できるのは鼓の両端部分の

みである。「判断」は事後的に構成したものであり、実在するとは言えない。さらに鼓型モデルは偶

然性および死者との関係をめぐって解決の難しい問題を抱える。災害に投げ込まれた人間の能力と

必然性を重視する科学的研究のみでは、避難の本質を捉え得ない。そこで本稿は避難研究のもう一

つの立場として、物語的な研究の可能性を検討する。物語的な研究は、研究者と住民が偶然性を織

り込んだ共同の物語行為を通じて未来をかたちづくる営みである。 
 
 

キーワード：避難、災害情報、判断、物語、偶然性 
 
 

１．はじめに：「どうしていいかわかりません」 
明治 34 年（1901 年）、日本における女性教育の創始者

の一人である下田歌子が北海道を訪れ、「北海道教育会」

の求めに応じて札幌で連続講演を行った。その第 10 回目

の演題の一つが「避難」だった。下田は「難を避くる時

の方法とも云うべきものは中々予め講ずる事は六ヶ敷い

が、先ずあってないという事」1)と断りつつ、方法を知

っていれば「うろたえる事が少ないです」と述べ、「火災」

「風害」「震害」「水害」「盗難」に対する具体的な避難の

心得を説明してゆく。火災の場合は風向きを確かめる、

風害については日本では 2 月と 8 月に多いためあらかじ

め備えておく、水害については老人や小児をタライや板

に乗せて避難させるといったノウハウである。管見の限

りでは日本初の防災教育授業である。 
ところで「震害」については講述のトーンが異なる。 
 
地震でありますが、之れは学者が色々に研究をして

居りますが、中々予めこの兆候を知ることができませ

ぬ。〔…〕火事や風害の様な具合に予め承知して注意し

てることが地震だけは出来ませんからあわてて出ても

いけませんが静かに落ちついて居ても亦つぶされる事

がありますからどうしていいかわかりません〔…〕。凡

て非常の時には出来るだけ注意して避難の最良法を取

ってそれでも逃れられぬのは是はもはや天命というも

ので是より以上は人の力の及ぶ所ではありませぬ、只

死の後に見苦しくない様に身をたしなまねばなりませ

ぬ。（下田 1901） 
 

なかなかに真っ正直というか、「避難」の講義で「天命と

いうもの」「死の後に見苦しくない様に」と言われると、

現代の読者の多くは困惑するだろう。下田が「どうして

いいかわかりません」と述べるのは濃尾地震（1891 年）

の事例に拠るらしく、地震 2 年後に出版した教科書では

「近くは濃尾の震災の如きも、みな、其前兆あらざりし

なり。而して、其震災に遭いし者は、家に在りて、逃れ

るもあり。外に出て、免がれしもあり。または、避けん

と欲して、却って圧死し、走らずしても、又、負傷せり

〔…〕」（下田 1893）と記述している。 
「近代」以前以後を科学的方法（および産業革命と国

民国家）の導入によって区分するならば、下田は近世と

近代のちょうど中間で避難を論じている。科学的な方法

と知見を用いて自然現象の前兆把握や予測を行い、その

被害から逃れうるという捉え方をしている点で、彼女の

片足は「近代」に置かれている。現代のわたしたちとも
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共通する感覚であろう。他方、そうした予期が困難な場

合や、対策に限界がある場合については「天命」という

観念が現れる。この点については、下田のもう片足は「近

世」に立っている。 
 
２．問いの所在：避難と判断 
避難という出来事の本質は何か。その避難の研究は科

学的であるべきか。これが本稿の問いである。この問い

に対する見立てをあらかじめ述べておくと、避難研究は

科学的方法・姿勢「のみ」では行き詰まるのではないか

と考えている。避難という出来事がまさに出来事として

成立する、そのことの本質は生存の〈物語〉にある。 
急いで付け加えておくと、科学は避難研究に対して無

益であるとか、避難研究全般は非科学的だとか主張する

ものではない。ここで再考したいことは、「避難」をめぐ

るわたしたちの考え方の基盤をどこに求めるかというこ

とである。さきほど、下田歌子の片足は近代的な災害対

応観に、片足は近世的な天命論に立っていると述べた。

現代のわたしたちは、片足は下田と同様に科学という確

実な基盤のもとで研究や生活を送っている。しかしもう

片足を下田のように「天命」「死の後に見苦しくない様に」

といった観念に、あるいは「天譴論」「精神主義」（廣井

1995）に置ききることはできない。かといって両足を科

学のみに置く方針は身動きのとれない隘路に通じてゆく

のではないだろうか。なぜなら、科学は蓋然性と必然性

によって現象を抽出して社会を改善するけれども、後の

章で見るように、災害や避難という出来事を深く掘り下

げてゆくと必ず個別性と偶然性の問題が現れてくるから

である。避難をめぐる生存者の体験ないしその物語は、

その人のそのときのみの固有のものとして現れ、その出

来事全てや生存そのものを何らかの原因に帰着させるこ

とはできない。 
とすれば、避難研究の片足はたしかに科学に着地しつ

つ、もう片方の足場として、個別性と偶然性を織り込み、

なおかつ研究と実践によって有益なことへみちびくよう

な理念を探さねばならない。 
そこで本稿は、まず日本における避難研究の概略をた

どりなおし、それらの基本的な立場を検討することによ

って、上述の理念を発見することにつとめたい。この探

索行の焦点になるのは「判断」の観念である。多くの科

学的な避難研究は「情報・判断・行動」というプロセス

の存在を前提としている（3 章）。だが、その核心にある

「判断」は果たして本当に実在すると考えるべきだろう

か。避難の本質と避難研究の立ち位置をめぐる問いは、

「判断」をどのように位置づけるかという問いに行きつ

く（4 章）。最後に、避難について考えるためのもう一つ

の基盤として、〈物語〉の理念を検討する（5 章）。 
 

３．避難研究史における人間の在り方 
「避難とは、生命保護のため、危険な場所から、一時

的に迅速に遠去かることである」（戸川 1968）。避難の一

般的な定義は、ひとまず戸川喜久二のこの簡潔な表現に

尽くされている。ところで別の表現を試みれば、災害と

は自然と人間が各自の本質のもとでゆくりなく交錯する

出来事であり、避難とはその接面に押しやられた人間の

努力のかたちである、と語ることもできるかもしれない。

平常時に自然と人間は互いを区別し合っており、中間域

である「環境」で資源とことばをやりとりしている。し

かし災害時にはその中間域が失われ、自然と人間の領域

がじかに接する。人間は生死や身体といった平時には保

護され曖昧にされている本質を自然に向けて曝け出し、

その接面でもがく。 
この語り方に沿えば、避難を研究することは自然と人

間の本質を探求することでもあり、すべての避難研究は

そうした自然と人間の存在の解釈の仕方を明示的または

暗黙的に内包している。 
そこで、本章は日本の避難研究史をたどり、それぞれ

の時期・研究分野において「人間」の在り方がどのよう

に解釈されているかを探ることにする。ただし全ての研

究を網羅することはできないので、とくに各分野の草創

期の研究動向を把握することにつとめた。また、空襲や

火災など狭義の自然災害に含まれない分野も、上記の「人

間」という視点を検討できる範囲において対象とした。 
（１）避難研究前史 
本章で探ってゆくように、日本の避難研究は昭和初期

よりビル火災避難に関して本格的に始まる。しかし避難

そのものは普遍的な人間的・社会的現象であり、それ以

前にも「避難」に関する記述が存在しないわけではない。

古くは『日本三代実録』における貞観地震津波（869 年）

についての記載中に、「乗レ船不レ遑。登レ山難レ及」（船に

乗るひまもなかった。山に登ることも難しかった）との

表現がある（保立 2012）。また、『方丈記』は安元 3 年（1177
年）に平安京で生じた大火災（安元の大火、太郎焼亡）

に直面した人々の様子を「あるひは煙にむせびてたふれ

伏し、或は炎にまぐれてたちまちに死しぬ。或は又わづ

かに身一つからくして遁れたれども、資財を取り出づる

に及ばず」と描写している。また、寛文近江・若狭地震

（1662 年）を描いた『かなめいし』は、揺れに巻き込ま

れた人々の様子を次のように書き出している。 
 
さしこめたる戸障子どもをひらかんとするに つまり

てあかず これに心をとられて 気をうしなひ 又ハ

にげんとするに地かたふき 足よろめきて うちたを

れ ふしまろぶ かたハらにハ 家くづれておちかゝ

る さしものなげし鴨居にかうべを打わられ たを

るゝ小壁に 腰のほねをうちをられ 二階よりを

るゝ』ものハ おちかゝる棟木に髪のもとゞりをはさ

まれ たもとをはさみとめられ ミづからかたなわき

ざしにて 切はなちにげおりて はう／＼いのちをた

すかり〔…〕（浅井 1971） 
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科学的方法・姿勢「のみ」では行き詰まるのではないか

と考えている。避難という出来事がまさに出来事として

成立する、そのことの本質は生存の〈物語〉にある。 
急いで付け加えておくと、科学は避難研究に対して無

益であるとか、避難研究全般は非科学的だとか主張する

ものではない。ここで再考したいことは、「避難」をめぐ

るわたしたちの考え方の基盤をどこに求めるかというこ

とである。さきほど、下田歌子の片足は近代的な災害対

応観に、片足は近世的な天命論に立っていると述べた。

現代のわたしたちは、片足は下田と同様に科学という確

実な基盤のもとで研究や生活を送っている。しかしもう

片足を下田のように「天命」「死の後に見苦しくない様に」

といった観念に、あるいは「天譴論」「精神主義」（廣井

1995）に置ききることはできない。かといって両足を科

学のみに置く方針は身動きのとれない隘路に通じてゆく

のではないだろうか。なぜなら、科学は蓋然性と必然性

によって現象を抽出して社会を改善するけれども、後の

章で見るように、災害や避難という出来事を深く掘り下

げてゆくと必ず個別性と偶然性の問題が現れてくるから

である。避難をめぐる生存者の体験ないしその物語は、

その人のそのときのみの固有のものとして現れ、その出

来事全てや生存そのものを何らかの原因に帰着させるこ

とはできない。 
とすれば、避難研究の片足はたしかに科学に着地しつ

つ、もう片方の足場として、個別性と偶然性を織り込み、

なおかつ研究と実践によって有益なことへみちびくよう

な理念を探さねばならない。 
そこで本稿は、まず日本における避難研究の概略をた

どりなおし、それらの基本的な立場を検討することによ

って、上述の理念を発見することにつとめたい。この探

索行の焦点になるのは「判断」の観念である。多くの科

学的な避難研究は「情報・判断・行動」というプロセス

の存在を前提としている（3 章）。だが、その核心にある

「判断」は果たして本当に実在すると考えるべきだろう

か。避難の本質と避難研究の立ち位置をめぐる問いは、

「判断」をどのように位置づけるかという問いに行きつ

く（4 章）。最後に、避難について考えるためのもう一つ

の基盤として、〈物語〉の理念を検討する（5 章）。 
 

３．避難研究史における人間の在り方 
「避難とは、生命保護のため、危険な場所から、一時

的に迅速に遠去かることである」（戸川 1968）。避難の一

般的な定義は、ひとまず戸川喜久二のこの簡潔な表現に

尽くされている。ところで別の表現を試みれば、災害と

は自然と人間が各自の本質のもとでゆくりなく交錯する

出来事であり、避難とはその接面に押しやられた人間の

努力のかたちである、と語ることもできるかもしれない。

平常時に自然と人間は互いを区別し合っており、中間域

である「環境」で資源とことばをやりとりしている。し

かし災害時にはその中間域が失われ、自然と人間の領域

がじかに接する。人間は生死や身体といった平時には保

護され曖昧にされている本質を自然に向けて曝け出し、

その接面でもがく。 
この語り方に沿えば、避難を研究することは自然と人

間の本質を探求することでもあり、すべての避難研究は

そうした自然と人間の存在の解釈の仕方を明示的または

暗黙的に内包している。 
そこで、本章は日本の避難研究史をたどり、それぞれ

の時期・研究分野において「人間」の在り方がどのよう

に解釈されているかを探ることにする。ただし全ての研

究を網羅することはできないので、とくに各分野の草創

期の研究動向を把握することにつとめた。また、空襲や

火災など狭義の自然災害に含まれない分野も、上記の「人

間」という視点を検討できる範囲において対象とした。 
（１）避難研究前史 
本章で探ってゆくように、日本の避難研究は昭和初期

よりビル火災避難に関して本格的に始まる。しかし避難

そのものは普遍的な人間的・社会的現象であり、それ以

前にも「避難」に関する記述が存在しないわけではない。

古くは『日本三代実録』における貞観地震津波（869 年）

についての記載中に、「乗レ船不レ遑。登レ山難レ及」（船に

乗るひまもなかった。山に登ることも難しかった）との

表現がある（保立 2012）。また、『方丈記』は安元 3 年（1177
年）に平安京で生じた大火災（安元の大火、太郎焼亡）

に直面した人々の様子を「あるひは煙にむせびてたふれ

伏し、或は炎にまぐれてたちまちに死しぬ。或は又わづ

かに身一つからくして遁れたれども、資財を取り出づる

に及ばず」と描写している。また、寛文近江・若狭地震

（1662 年）を描いた『かなめいし』は、揺れに巻き込ま

れた人々の様子を次のように書き出している。 
 
さしこめたる戸障子どもをひらかんとするに つまり

てあかず これに心をとられて 気をうしなひ 又ハ

にげんとするに地かたふき 足よろめきて うちたを

れ ふしまろぶ かたハらにハ 家くづれておちかゝ

る さしものなげし鴨居にかうべを打わられ たを

るゝ小壁に 腰のほねをうちをられ 二階よりを

るゝ』ものハ おちかゝる棟木に髪のもとゞりをはさ

まれ たもとをはさみとめられ ミづからかたなわき

ざしにて 切はなちにげおりて はう／＼いのちをた

すかり〔…〕（浅井 1971） 
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逃げようとしても障子が開かず失神する、倒壊する鴨居

や壁の下敷きになる、2 階から逃げようとして屋根の棟

木に髪を挟まれ、刀で髪を切ってあやうく逃げる、など

情景を生々しく描き出している。 
 明治以降、災害時の避難の描写だけでなく、避難の実

体験から何らかの「教訓」を読み取ろうとする態度が現

れる。昭和三陸津波（1933 年）の記録誌である『三陸大

震災史』には、「地震津浪の避難に関する注意」が箇条書

きでまとめられている。同様に『南海大震災史』では、1
章を割いて「今次の地震、津浪に対する貴い体験、教訓、

避難心得」がやはり箇条書きで記述されている。 
 定性的な記述にとどまるとはいえ、これらは実際の避

難行動から何らかの教訓を抽出し、その知識が共有され

ていることで今後の災害でより良い避難行動が生じるこ

とを期待するものである。つまり避難行動の側面から災

害に対抗しようという「災害制御可能感」（片田 2020）
の姿勢が生まれ始めていると言える。他方で、これら記

録誌の記述は避難を学術的に調査・研究するものではな

い。当時、災害後に盛んに実施されたのは地質学や地震

学や火山学の研究だった。 
戦前期に「避難」を論じた文献として、今村明恒（1935）

「津波・高潮避難心得」がある。地震・津波に関する理

工学的知見と実際の事例を元にした一般向け啓蒙エッセ

イである。「津浪に対する避難は地震の場合よりも容易で

ある」「種々の副現象によりて津浪の虞れありと認めたな

らば、老幼虚弱のものは先づかような安全な高地に避難

し〔…〕健脚のものは海面を警戒し、必要に応じ、警鐘・

電話等によりて警告を発することは望ましいことであ

る」と述べ、人為的・器械的に津波接近を察知して海港

や市街地に速報する体制を整備することを提案している。

また、「浪災予防の方法として最も推奨すべきは安全な高

地へ移転することである」が、高台移転に漁師が反対す

ることが多いと言う。現在の視点から読んでも突飛な部

分の無い論考であるが、避難それ自体を学術的に解明す

べき対象とは捉えていない。 
（２）都市防空研究における「避難」 
戦前、次の戦争での都市空襲を予期して、「避難」が初

めて学術的に検討され始める。戦後日本では東京大空襲

（1945 年）に代表されるような、B-29 の大群による焼夷

弾爆撃や、広島・長崎への原爆投下が「国民の記憶」と

なっている。だが、太平洋戦争開戦以前より「空襲」は

徐々に国民の想像力に浸透しつつあった（副田2019）。 
 昭和 8 年（1933 年）8 月、関東地域一円で「第 1 回関

東地方防空大演習」が 3 日間にわたり実施された。その

様子を日本建築学会の「防火防空建築普及及促進小委員

会」が「陸軍当局の御取計いを得て」見学し、その後、

委員各自の所見を座談会で共有している。座談会では灯

火管制の効果や建物の色のほか、空襲下の住民の避難が

次のように話題に登っている。 

 
「今の避難問題、銀座の通りのように群衆がうじょう

じょして居る。あれは演習だからああであったが。若

も、本当の問題になったら果たしてどう避難をするだ

ろうか」 
「あれが実際でありますればたった1発の爆弾でも恐

らくひどい衝撃を受けるだろうと思う。右往左往に入

り乱れて逃げる者の間に、それだけ混乱を来して収拾

が付かないことになるのではないか」（井坂ほか 1933）。 
 
空襲は都市が対象となるため、群集の避難行動がパニッ

クを誘発する可能性が考えられている。 
 加藤ほか（1936）は、近い将来予想される空襲に対し

て、軍による「積極的防空」（制空権確保や高射砲の射撃

など）と、非戦闘市民による被害局限化の両輪が必要で

あると説き、後者は「防弾的都市計画、建築物の武装、

避難所の建設、避難及び応急工作」であるとする。 
このように空襲時の住民避難の問題は言及されている

ものの、精細に調査・研究された痕跡は無い。たとえば

群集避難がパニックを生起するという考えは戦後の研究

で否定されてゆくが、群集避難が「混乱を来して収拾が

付かない」ことになるのか、そうならないような避難方

法は何かといった研究は着手されていない。空襲に関す

る当時の学術的研究の多くが避難所（防空壕）の耐弾性

能などハード面に関するものであり、「人間」を対象とす

る研究については対毒ガス用に密閉した避難所に被験者

を閉じ込めて二酸化炭素濃度等の推移を観察するもの

（平山 1939）が見られる程度である。 
 その後、空襲時の避難は国家の方針として否定される。

まず防空法（1937）が建物所有者・居住者に応急防火義

務があることを定める。さらに内務省「空襲時に於ける

退去及事前避難に関する件」（1941）では「退去は一般に

之を行わしめざること」「老幼病者等に対して絶対に退去

を慫慂せざること」として、空襲時の避難を禁止してい

る。「退去に伴う混乱、人心の不安等に因る影響大なるべ

きこと」がその理由に挙げられている（内務省防空局

1942）。 
 以上のように、空襲下避難の問題は戦前に予期された

ものの、総動員体制のなかで国民は避難・生存の主体で

はなく都市防空・消火の主体として位置づけられ、避難

の問題は消滅してしまう。その結末は統計上は 25 万-38
万人の死者数として 2)、あるいは戦中世代の物語によっ

て知られるところである。 
（３）建物火災避難研究 
日本における避難研究の始点はビル火災の群集避難で

ある。その端緒が日本橋白木屋百貨店の火災（1932 年）

であったことはよく知られている。8 階建て百貨店の 4
階から出火し、焼死 1 名・墜死 13 名という人的被害を生

じた。日本で初めての高層建築火災であった。 
 この事件により問題となったのが、多数の建物内避難
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者をいかにして建物外へ避難させるかということだった。

この問題設定に対して群集流の研究がまず始まる。木

村・伊原（1937）は、建物のある出口から出ようとする

多数の人間＝群集の動きについて、「群衆の運動状態は、

其密度大なるときは、個人の意志を離れて群衆の圧力に

よって流動する」と言う。つまり避難する群集は流体に

近い物理的存在者であり、避難者はその構成原子にすぎ

ず、個別の心理や判断作用を持たない。戦後、精力的に

火災避難研究を展開した戸川（1954）は「群衆流は水流

に似ている」「水流の場合の流速・流出係数が、群衆流の

場合の群衆歩行速度・群衆流出係数に相当する」として

流体力学の応用により群集避難を解こうとする。こうし

た群集避難研究のもう一つの特徴は、避難経路が固定さ

れていることである。唯一かつ避難者全員に既知である

出口へ群集が整然と退出することが前提とされており、

避難者間の判断の差異や避難行動の多様性は存在しない。 
 しかし 1950 年代後半より現実の大規模火災の避難実

態の調査が進み、避難行動が単純な群集流に還元しえな

いことが明らかにされる。三島（1957）は鹿児島市滑川

市場火災の生存者の避難経路と遺体発見地点を調査し、

「性別並びに年令による判断力と行動性の優劣が脱出の

成否を左右」すると考える。塚本（1958）は東京宝塚劇

場上演中に生じた火災の避難者に質問紙調査を行い、避

難経路および判断の多様性と傾向、群集行動の同調性の

研究が必要であるとする。岡田（1957）は避難研究の背

景として「それが全く心理的あるいは生理的な問題でも

なく、かといって純粋に物理的な問題でもないところに

第一の困難さがあり、対象の性格よりして、所謂「実験」

を行うことができないという点は第二の困難さ」がある

と指摘する。以上のように、建物火災の避難実態の調査

を通じて、その現象を群集流という物理現象のみに還元

することも、単純な心理・生理的法則のみに還元するこ

とも困難であることが明らかにされる。 
 こうした成果を承けて、避難を複合的かつ時間推移す

る認知・行動プロセスとして捉えるという立場が要請さ

れる。戸川（1968）は早くも避難行動を「情報、判断、

行動という一連の機構で現実となるもので、どの一部に

欠陥があっても、結果にひびく」と規定する。この基本

モデルは次章で検討するように現在の避難研究にも共有

されているものである。この認知・行動プロセスを前提

として、その過程内部の機構を明らかにすることが次の

目標となる。堀内ほか（1974）は実際のデパート火災の

避難経路をトレースし、「〔火災の〕覚知方法、覚知時の

本人の位置、覚知直後の意識、覚知直後の行動とその行

動内容」を明らかにすることで「人の動き」の法則性を

明らかにできるとする。伴・後藤（1973）は、避難者の

動揺や驚愕が「精神面、さらには肉体面に作用して、二

次的には適切な判断力や機敏な行動を阻害」すると述べ

る。情動処理や認知処理といった生理的・心理的な機構

が、前述の「情報、判断、行動」という基本モデル内部

の結節点をなす実在的要素として想定されている。 
 ここまで戦前期から 1970 年代までの火災避難研究の

進展をたどってきた。その流れを改めて要約すれば、1950
年代までは群集を物理的存在者とみなす流体力学モデル

がまず提出される。この避難群集という存在には個人の

意志や判断は無い。しかし 50 年代以降、現実の火災事例

の詳細な分析が進み、避難経路の多様性や傾向が見いだ

される。こうした研究の推進力となったのは生存と死の

分かれ目にあったものは何かという問いであり、その解

として避難者の「判断」が浮上するのも当然の流れであ

った。この「判断」を中核として、60 年代終盤から避難

を「情報・判断・行動」のプロセスとみる基本モデルが

提出され、受け入れられてゆく。 
（４）水害避難研究 
白木屋百貨店火災以来の伝統を持つ建物火災避難研究

に対し、水害時避難の研究は 1970 年代後半に入ってよう

やく始まる。水害に関する研究は明治期から開始されて

いるが、その基本的視座は治水にあり、各地の河川の特

性や、降水量と洪水発生の統計、連続堤防・堰・ダム・

放水路・橋梁等の土木建築分野の研究が主体であった（篠

原 2018）。乱暴に言えば雨・河・都市の数理的関係が対

象であり、その関係項に人間は含まれていなかった。戦

後の災害研究の画期となった伊勢湾台風（1959 年）につ

いても、管見の限りでは生徒の避難を論じた論文タイト

ル（小川 1961）が見いだされるのみである。 
 その後、矢野（1971）が「災害科学の総論的展望」と

題した論考で「災害対策に避難の方式が大切であるが、

わが国ではこの方面の研究や行政措置が十分でないこと

を感じる」「避難をし、〔危険区域の建物建築を〕制限禁

止するという方策はいかにも消極的であるように思われ

勝であるから（ほんとうは重要であるが）、どうしてもわ

れわれの目は、〔堤防やダムといった〕防御方式に注がれ

る傾向になる」と述べる。このときおそらく国内で初め

て水害避難が（というより自然災害の避難が）学術研究

の対象として言及された、ということになろう。 
 1976 年、京都大学防災研究所に「避難研究グループ」

が発足し調査を開始する。道上（1979）「水害時の避難行

動に関する研究」はその成果の一つであり、山陰地方住

民の防災意識と避難行動の関係を質問紙調査で明らかに

しようとする。本論文は日本初の本格的な水害避難行動

の調査であるにも関わらず、質問項目がすでに或る種の

完成に至っている。過去の被災経験の有無と避難率の相

関、避難誘導者や避難指示の有無と避難率の相関、「防災

意識の高揚」「情報伝達方法の検討」など、その後の避難

研究の基本的論点がほぼ出尽くしている。 
 道上と同じ「避難研究グループ」の今本ほか（1984）
は、長崎水害（1982 年）時に公的な情報（避難指示）と

非公的な情報（住民同士の避難勧誘）が避難行動選択に

与えた影響を分析している。その結論は「実際にどのよ

うに行動するかは住民自身の判断に委ねられるところが
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者をいかにして建物外へ避難させるかということだった。

この問題設定に対して群集流の研究がまず始まる。木

村・伊原（1937）は、建物のある出口から出ようとする

多数の人間＝群集の動きについて、「群衆の運動状態は、

其密度大なるときは、個人の意志を離れて群衆の圧力に

よって流動する」と言う。つまり避難する群集は流体に

近い物理的存在者であり、避難者はその構成原子にすぎ

ず、個別の心理や判断作用を持たない。戦後、精力的に

火災避難研究を展開した戸川（1954）は「群衆流は水流

に似ている」「水流の場合の流速・流出係数が、群衆流の

場合の群衆歩行速度・群衆流出係数に相当する」として

流体力学の応用により群集避難を解こうとする。こうし

た群集避難研究のもう一つの特徴は、避難経路が固定さ

れていることである。唯一かつ避難者全員に既知である

出口へ群集が整然と退出することが前提とされており、

避難者間の判断の差異や避難行動の多様性は存在しない。 
 しかし 1950 年代後半より現実の大規模火災の避難実

態の調査が進み、避難行動が単純な群集流に還元しえな

いことが明らかにされる。三島（1957）は鹿児島市滑川

市場火災の生存者の避難経路と遺体発見地点を調査し、

「性別並びに年令による判断力と行動性の優劣が脱出の

成否を左右」すると考える。塚本（1958）は東京宝塚劇

場上演中に生じた火災の避難者に質問紙調査を行い、避

難経路および判断の多様性と傾向、群集行動の同調性の

研究が必要であるとする。岡田（1957）は避難研究の背

景として「それが全く心理的あるいは生理的な問題でも

なく、かといって純粋に物理的な問題でもないところに

第一の困難さがあり、対象の性格よりして、所謂「実験」

を行うことができないという点は第二の困難さ」がある

と指摘する。以上のように、建物火災の避難実態の調査

を通じて、その現象を群集流という物理現象のみに還元

することも、単純な心理・生理的法則のみに還元するこ

とも困難であることが明らかにされる。 
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る認知・行動プロセスとして捉えるという立場が要請さ

れる。戸川（1968）は早くも避難行動を「情報、判断、

行動という一連の機構で現実となるもので、どの一部に

欠陥があっても、結果にひびく」と規定する。この基本

モデルは次章で検討するように現在の避難研究にも共有

されているものである。この認知・行動プロセスを前提

として、その過程内部の機構を明らかにすることが次の

目標となる。堀内ほか（1974）は実際のデパート火災の

避難経路をトレースし、「〔火災の〕覚知方法、覚知時の

本人の位置、覚知直後の意識、覚知直後の行動とその行

動内容」を明らかにすることで「人の動き」の法則性を

明らかにできるとする。伴・後藤（1973）は、避難者の

動揺や驚愕が「精神面、さらには肉体面に作用して、二

次的には適切な判断力や機敏な行動を阻害」すると述べ

る。情動処理や認知処理といった生理的・心理的な機構

が、前述の「情報、判断、行動」という基本モデル内部

の結節点をなす実在的要素として想定されている。 
 ここまで戦前期から 1970 年代までの火災避難研究の

進展をたどってきた。その流れを改めて要約すれば、1950
年代までは群集を物理的存在者とみなす流体力学モデル

がまず提出される。この避難群集という存在には個人の

意志や判断は無い。しかし 50 年代以降、現実の火災事例

の詳細な分析が進み、避難経路の多様性や傾向が見いだ

される。こうした研究の推進力となったのは生存と死の

分かれ目にあったものは何かという問いであり、その解

として避難者の「判断」が浮上するのも当然の流れであ

った。この「判断」を中核として、60 年代終盤から避難

を「情報・判断・行動」のプロセスとみる基本モデルが

提出され、受け入れられてゆく。 
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やく始まる。水害に関する研究は明治期から開始されて
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性や、降水量と洪水発生の統計、連続堤防・堰・ダム・

放水路・橋梁等の土木建築分野の研究が主体であった（篠

原 2018）。乱暴に言えば雨・河・都市の数理的関係が対

象であり、その関係項に人間は含まれていなかった。戦

後の災害研究の画期となった伊勢湾台風（1959 年）につ
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止するという方策はいかにも消極的であるように思われ

勝であるから（ほんとうは重要であるが）、どうしてもわ

れわれの目は、〔堤防やダムといった〕防御方式に注がれ

る傾向になる」と述べる。このときおそらく国内で初め

て水害避難が（というより自然災害の避難が）学術研究

の対象として言及された、ということになろう。 
 1976 年、京都大学防災研究所に「避難研究グループ」

が発足し調査を開始する。道上（1979）「水害時の避難行

動に関する研究」はその成果の一つであり、山陰地方住

民の防災意識と避難行動の関係を質問紙調査で明らかに

しようとする。本論文は日本初の本格的な水害避難行動

の調査であるにも関わらず、質問項目がすでに或る種の

完成に至っている。過去の被災経験の有無と避難率の相

関、避難誘導者や避難指示の有無と避難率の相関、「防災

意識の高揚」「情報伝達方法の検討」など、その後の避難

研究の基本的論点がほぼ出尽くしている。 
 道上と同じ「避難研究グループ」の今本ほか（1984）
は、長崎水害（1982 年）時に公的な情報（避難指示）と

非公的な情報（住民同士の避難勧誘）が避難行動選択に

与えた影響を分析している。その結論は「実際にどのよ

うに行動するかは住民自身の判断に委ねられるところが
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大きく、またこれらの避難情報が全く伝えられない場合

には自らの判断のみがどのような行動を選択するかを決

定することになる」ということであり、前節の建物火災

避難研究と同じ「情報・判断・行動」の基本モデルが前

提とされている。 
 「避難研究グループ」の調査活動とほぼ同時期、国立

防災科学技術研究センター（現・防災科学技術研究所）

の水谷武司も水害避難の研究を公刊している（水谷 1976; 
1978）。このうち水谷（1978）は過去 10 数年分の災害被

害発生状況に関する新聞記事や調査報告を調査し、避難

行動に関係する諸要因を洗い出している。まず「避難は、

①状況をはあくし、②危険を予測し、③居所を出る決意

をし、④安全と思われる場所へ移動する、という過程を

たどる」と定義し、これらの「人間が行う」判断や行為

に介在して避難を阻害・促進する直接的・間接的要因を

検討する。具体的には「災害の経験」「時刻」「立地条件」

「土地の自然条件の認識」「組織体、リーダーの存在」「前

兆現象」「避難場所、避難経路」「社会構造（過疎・都市

化）」「情報、警報」が諸要因として挙げられており、そ

の後の避難研究で扱われる変数がおおむね出尽くしてい

る。この諸要因の避難過程への介在の仕方をまとめた図

-1（水谷 1978）は、「情報・判断・行動」の基本モデル

の完成形である。 
 

 
図-1 水谷（1978）より 

 
 以上、「避難研究グループ」および水谷による草創期の

水害避難研究を紹介したが、ここでは以下の 2 点を注記

しておきたい。第 1 に、文献をたどる限りでは、これら

草創期の水害避難研究は先行する建物火災避難研究を参

照していないということである。第 2 に、それにもかか

わらず、水害避難研究もまた「情報・判断・行動」とい

う基本モデルを採用していることである。 
 さらに、なぜ水害避難の研究は 1970 年代後半という比

較的遅い時期に始まったのか、という疑問が生じる。現

実の火災事例と並行して進展した建物火災避難研究とは

対照的である。おそらく、水害避難の研究が開始される

ためには、水害に関する防災観の変容が必要だったのだ

ろう。明治以来、水害の研究とは治水の研究であり、水

害対策とは水利・砂防ダムと連続堤防の整備に他ならな

かった。その成果が現れて戦後の水害死者数が激減し、

なおかつこうした土木技術による対策の限界が見え始め

てから、自然現象を直接抑え込もうとする防災観・災害

観とは異なるアプローチとしての「避難」の研究が始ま

ったと考えられる。 
（５）グループ・ダイナミクス研究 

1980 年代、大阪大学の三隅二不二・杉万俊夫らが実験

社会心理学およびグループ・ダイナミクスの立場から避

難研究を開始する。三隅らは避難しようとする集団３）の

大きさ（人数）によって避難時の協調・競争の発生度合

いが変わるのか（釘原ほか 1980、佐吉・三隅 1982）、ま

た避難集団内にリーダーがいることで避難の成功率が変

わるのか（釘原ほか 1982、三隅・佐古 1982、矢守・三隅

1988 など）を実験によって明らかにしようとした。 
 三隅による一連の実験は、互いに意思疎通が取れない

被験者達がディスプレイの数字の増減を見ながらボタン

を押すという、きわめて限定的・理想的な環境で行われ

た。さらに杉万らは地下街火災避難訓練において吸着避

難法などの実践的な手法を実験するアクション・リサー

チを試みている（杉万ほか 1983、杉万・三隅 1984）。 
 これらグループ・ダイナミクスを基礎とした三隅らに

よる避難研究の特徴は、集団において生じる創発的現象

に着目する点にある。集団内に生じる協調や競争は、そ

の集団を構成している個々人の心理的・生理的な機構や

法則に還元できない。言い換えれば集団の挙動は個人の

認知や判断や行動の単純総和ではなく、集団の現象は集

団そのものを実験・観察することで初めて明らかになる。

このような立場であり、個人の「内部」に心理的機構や

情報処理機構が実在するという見方を取らない。 
（６）日本災害情報学会などにおける展開 
 1999 年に発足した日本災害情報学会は、建物火災避難

を除いてこれまでの避難研究の流れの多くを合流させる

場所となり、毎年新たな避難研究論文が公刊されている。

その背景には避難をめぐる社会的状況や経験の激しい変

化がある。気象予報や緊急地震速報や津波警報の技術が

発達し、気象庁や自治体から住民への情報発信の仕組み

も年々拡充・改良されてきた。他方で「受け手」となる

住民の側では、高齢化・過疎化・都市化・地域コミュニ

ティの解体・再編が進み、災害時の行動の諸条件が変化

した。結果、自然現象の観測・分析・予測とその情報発

信を高度化させても、現実の避難の改善にそのまま結び

つくのではないというギャップが生じている。 
 このギャップに対して日本災害情報学会を中心とした

避難研究は 2 つの方向性を採ってきたと考えられる。第

1 は〈情報志向〉である。上記のギャップは情報・警報

の発信方法や内容にあるとみなし、それを改良すること

で適切な避難行動を達成しようとする（臼田・長坂2010、
稲葉・田中 2010、金井ほか 2011 など）。ただし近年では

情報の「リアルタイム性」が重視される傾向にある（和

田ほか 2021 など）。情報がメッセージ化された警報では

なく、知覚の拡張として実装される方向性が開かれてい

ると考えられる。 
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 第 2 に、避難が生じうる／生じた「現場」に入り込み、

実際の避難の成功を目指す〈実践・臨床志向〉である。

災害避難事例の調査、訓練・防災教育に関する研究もこ

れに属する（孫ほか 2014、加治屋ほか 2019、李・矢守

2020 など）。実践志向の避難研究は「住民」を発見した。

すなわち、避難行動の主体であると同時に、個別の身体

的事情や経験や関係性や地域特性を持ち、習慣や傾向性

に規定され、政府や自治体の思い通りにならない一方で

しばしば力強さや協調性を発揮する存在である（児玉ほ

か 2014、及川・片田 2017 など）。実践志向の研究はこう

した「住民」に対して啓発や対話といった直接的アプロ

ーチや、制度設計のような間接的アプローチを通じて、

上記のギャップを解決しようとする。 
（７）考察：避難研究史における人間の 4 類型 
 ここまで、各時期・分野における避難研究（および言

説）を、とくにそれらが前提としている人間の在り方に

関して検討してきた。ここで改めてその特徴を整理する。 
a）寄る辺なき存在としての個人 近世以前の歴史災害文

献では、人間は突然の災害に対して逃げ惑い、あるいは

命を落とし、あるいは辛くも生き延びる存在として描か

れていた。人間の努力が完全に消失するのではない。「乗

レ船不レ遑。登レ山難レ及」という『日本三代実録』の記述

は迫る津波に対して少なくとも人びとの意識が船や山と

いった避難手段に差し向けられたことを示唆している。

しかし努力が通じる範囲はきわめて狭められ、人びとは

生死の運命に直面する。 
b）物理的存在としての群集 初期の建物避難研究は、密

度が高くなった群集を擬似的な流体とみなし、その存在

を規定するのは個々人の意思や判断ではなく流体力学に

近い法則であると考えた。 
c）判断の主体としての個人および住民 その後の火災避

難研究と初期の水害避難研究は、避難行動を「情報・判

断・行動」からなる一連のプロセスとして再定義した。

本稿では紙幅の都合で省略したが 1980 年代の東京大学

新聞研究所「災害と情報」研究班による調査もこの基本

モデルを採用している４）。この基本モデルにおける人間

は、災害状況において情報を適切に受け取り、外部状況

を認識し、それに基づいて生存に結びつく判断を行い、

その判断が指示する避難行動を自らの身体で為し、危機

を脱出する。あるいは反対に、情報を適切に受け取るこ

とができず、外部状況を誤って認識し、正常性バイアス

などの影響で適切な判断ができず、誤った行動により自

らの生命を危険に晒す、という人間像である。ところで

前述の実践志向研究は、こうした理想的な判断の主体と

しての人間像にいくぶんかの修正を加えざるをえなかっ

た。というのも、いわゆる避難行動要支援者（災害時要

援護者）をめぐる問題に典型的に現れるように、単独で

は「情報・判断・行動」の主体となることが難しい人々

はこの基本モデルからは漏れてしまう上に、災害はまさ

にこうした人々を真っ先に狙うのだという事実が突きつ

けられてきたからである。別の言い方をすれば、状況認

識や情報処理、判断、避難行動といった一連の所作は、

少なくとも自らの身体を自ら運ぶことができる「健康な」

身体と一定の知的水準を前提としていた。こうして主体

の位置が十分な能力を持つ「個人」から、多様な背景や

事情や関係性を持つ「住民」へとスライドしたものの、

「情報・判断・行動」の基本モデルはおおむね維持され

ている。すなわち、住民はそれぞれの事情を持つ個々人

であると同時に、コミュニティ内部での「共助」により

判断や行動の主体性を補完しあう集団であることが期待

されている。それにより、住民個々人は共助行動を発揮

しうるコミュニティに包摂され、このコミュニティが情

報・判断・行動の主体となることで、この基本モデルは

維持される（たとえば、亀田 2010）。 
d）創発の主体としての集団 グループ・ダイナミクスを

基礎とした三隅・杉万らの避難研究は、個々人の属性や

判断に還元できない集団現象を扱う。言い換えれば、集

団ゆえに生じる創発的現象を重視し、それが良い方向に

転ずるような諸条件を実験や観察から洗い出そうとする。

こうした捉え方は、近年では渥美（2019）の「〈助かる〉

社会」「遊動化のドライブ」といった理念に発展する。そ

こでは「防災」の効率性を目的とした専門分化により創

発性がかえって制約されうると捉えられ、「中動態的な、

偶然性を帯びた無主語の世界」が重視される。 

――以上、避難研究史（および言説）が前提としてき

た人間の在り方を 4つの類型に整理した。このいずれか

が正しい／誤っているというものではなく、自然に直面

した人間の本質はさまざまな角度から捉えうると受け取

るべきだろう。また、諸研究や言説がこの 4つのいずれ

かに排他的に分類されるのではなく、場合によっては重

なり合うものであるだろう。 

 
４．判断は実在するのか 
（１）鼓型モデルとその利点 
避難とは何なのだろうか。戸川（1968）は建物火災に

ついて、また道上（1979）や水谷（1978）は水害につい

て、その避難を「情報、判断、行動」のプロセスとして

規定した。グループ・ダイナミクス研究の伝統を別とし

て、この基本モデルは「住民」という部分的拡張を与え

られつつ現在に至るまで多くの避難研究の前提となって

いる。そこでいまいちどこの捉え方について再考してみ

たい。 
この基本モデルを改めて図-2（次ページ）のように設

定する。 
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社会」「遊動化のドライブ」といった理念に発展する。そ

こでは「防災」の効率性を目的とした専門分化により創

発性がかえって制約されうると捉えられ、「中動態的な、

偶然性を帯びた無主語の世界」が重視される。 

――以上、避難研究史（および言説）が前提としてき

た人間の在り方を 4つの類型に整理した。このいずれか

が正しい／誤っているというものではなく、自然に直面

した人間の本質はさまざまな角度から捉えうると受け取

るべきだろう。また、諸研究や言説がこの 4つのいずれ

かに排他的に分類されるのではなく、場合によっては重

なり合うものであるだろう。 
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図-2 情報・判断・行動の鼓型モデル 

 
図-2の認知行動モデルを鼓型モデルと仮称する。鼓型

モデルにおいて、避難者はまず外界から適切／不適切な

「情報」を得る。情報は気象庁や行政機関等による警報

のほか、避難者自身による「観察」も含む。隣人等から

の呼びかけもここに含まれる。また、気象や周辺環境に

ついての「知識」も情報の意味を深化させる（あるいは

間違った思い込み等により劣化させる）。これら情報・知

識・観察は避難者の認知システムにおいて綜合され処理

される。危機感を励起することもあれば、「正常性バイア

ス」や「集団心理」によって認知が歪められることもあ

りうる。この認知にもとづいて避難者は自身が採るべき

行動を「判断」する。空振りを恐れない早めの避難とい

った「正しい行動」へ向けた判断をする場合もあれば、

「間違った行動」もありうる。なお、間近に迫るハザー

ドを軽視して「避難しない」ことも「行動」の一つとし

て解釈することとする。最終的に正しい行動は「良い結

果」（避難者の安全）につながり、間違った行動は「悪い

結果」（死亡や怪我、そうなっていてもおかしくない状況

を辛くも脱すること）につながる。なお、正常性バイア

スや集団心理の介在を積極的に認めるか排するか論者に

よって異見があるだろうし、情報と知識と観察の関係に

ついてもより精細な検討が可能であると思われるが、鼓

型モデルは最大公約数としての前提として考えることに

する。 
鼓型モデルの利点は、避難行動を各要素に分割還元し、

それぞれの要素において改善を検討できることである。

また、実際のハザードを生き延びた避難者の行動を鼓型

モデルに沿ってあとからトレースし、それぞれの要素を

検討できる。それにより、より良い「情報」の出し方、

より良い「観察」のあり方、より良い「知識」の啓発、

より良い「認知」と「判断」の訓練を工夫し、より正し

い（間違った）「行動」を教訓として抽出・伝承できる。 
多くの避難研究で前提とされていることからわかるよ

うに、鼓型モデルは科学的方法・姿勢と相性が良い。そ

れぞれの要素ごとに質問紙調査や避難経路調査を実施し、

その実態や心理的機構を定量的に解明することができる。

さらにその成果を土台に訓練、啓発、情報技術の向上、

共助の充実を進めることで、近い将来、水害・津波災害

の人的被害は限りなくゼロに近づくだろう。こうして本

稿の問題設定も消失してしまうことが明らかになった。 
（２）判断は実在するのか 
ただ、いったん立ち止まって再考してみると、この鼓

型モデルそのもの、言い換えれば情報・判断・行動の流

れとして「避難」を解釈する姿勢は、どこまで妥当性を

持つだろうか。すなわち、情報・判断・行動・結果を、

いずれも等しく実在するものだという立場を自明視すべ

きだろうか。あるものが研究対象として成立しているの

はその対象が実在する何よりの証拠である。そう捉える

ことができそうだけれど、研究という眼差しを差し向け

ることで実在しないものがそこに浮かび上がっていると

いう仕組みになっているのではないか。 
あらためてこのように疑ってみると、シンプルに観測

できるのは鼓の表皮・裏皮にあたる両端部分のみである

（図-3）。すなわち「情報」「観察」「知識」と「行動」「結

果」のみが観測可能で、中央部分の「認知」「判断」は事

後に推測されたものである。とすれば、多くの避難研究

が前提としている「判断」は実在すると言えないのでは

ないか。 
 

 
図-3 鼓型モデルの可観測範囲 

 
避難という出来事に判断は実在するのか。常識に沿っ

て考えると、判断という精神的・神経的作用が実在する

ことは疑いが無いように思える。たとえばわたしはいま、

万年筆のインクの出方を気にする。コンバーターを自分

の眼で眺めて、インクの減りを確かめる。そしてインク

を補充しようと判断する。指先やノートがインクで汚れ

ないように、補充作業が「適切な行動」となるよう検討

し実施する。…この一連の反省過程でもすでに大小いく

つかの判断作用が見いだされる。なにより「いま、自分

で考えて決めた」という自分自身への実感の明証性は疑

いがない。耳元で不快な羽音が突然聞こえて手で蚊を払

いのけようとするような即座の行動の場合はやや別とし

ても、多くの行動の前段には判断があり、そのさらに前

段には外界の認識や検討がある。「自然の光によって明ら

かなように、知性の認識が常に意志の決定に先行しなけ

ればならない」（デカルト 2006）。 
ところで、こうした自分自身の意識に対する明証性を

自分の実感や語り口の外部に取り出して、客観的にその
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実在を証明することは難しい。脳にセンサーを取り付け、

この過程に並行する脳波などの神経作用を観測すること

で、この困難はいったん回避できる。しかし災害時の実

際の避難の場合、生命に危険が及び得る住民多数にセン

サーを事前に取り付けてデータを収集することはおおよ

そ不可能である。 
そこで多くの研究は、避難が完了し、被災状況が一段

落した後に、質問紙調査やインタビュー調査を通じて事

後にデータを収集する。それにより、実際の避難経路、

判断のタイミング、判断の参考になった警報や状況観察

などを明らかにすることができる。また、無念にも亡く

なられた方の遺体発見状況や生存者の目撃証言を総合し

て、避けるべき結果に至るまでの行動や判断を部分的に

推測することもできる。 
しかし、こうした「この時点でこのように判断して避

難した」という生存者の回答は、研究者からの「あなた

はいつ、どのように判断して避難に成功しましたか」と

いう問いかけに対して初めて成立したものである。つま

り判断は、避難当時の精神や神経の内部に実在するもの

ではなく、（そうした場所に実在したはずだという前提に

よる）問いかけと答えの「語り」の次元において存在し

ている。及川（2020）は、研究者の働きかけを通じて構

築された避難の回顧を〈原因と結果のストーリー〉と表

現し、このストーリーは研究者が擬制したものであると

述べているが、本稿も同じ立場を取る。 
研究を含めた災害・災厄をめぐる言説は全て、その災

害・災厄が一段落してから回顧的に始まる。なるほど銃

弾飛び交う戦場からのリポートや、切迫した救援要請と

いう意味での「渦中の言説」が無いわけではない。だが

それらは言説というにはあまりに外傷的で、言説と悲鳴

の中間にある存在である。とりわけ避難のように災害の

混沌とした核心部から安全な周縁部への不安に満ちた移

動・待避については、一定の物理的・心理的安全が確保

されてからようやく「あのときは…」という語りが始ま

る。それは実在する過去そのものを「再生」して記述す

ることではなく、錯綜した想起を通じて過去を再構成し、

意味づけ、納得し、いったん確定させる行為である。ま

た、思い出して語ること自体が、語り手と聞き手の生存

を確認し確定させる言語行為の一種である。「判断」や「行

動」は、こうした回顧的・反省的な「語り」とその可能

性においてのみ存在する。「過去は想起という経験様式か

ら独立には存在し得ない」（野家 2005）。 
繰り返しを厭わず言えば、「過去の判断」が実在してそ

れを述べるのではなく、「わたしはこのように判断しまし

た」という語りのレベルで判断は存在するのであり、さ

らに言えば「わたしはこのように判断しました」という

答えを聞き手が求めるということ、つまり問いかけ-答え

のコミュニケーションにおいて存在する。避難をめぐる

言説は、生存者の独白形式の手記であれ、語り部の講話

であれ、そして研究者による科学的調査であれ、物語行

為の産物である。したがって「情報、判断、行動」とい

う捉え方は物語の一類型のひとつであり、他の語り方も

またありうると考えることができるのではないか。 
（３）鼓型モデルの検討：偶然性と必然性 
鼓型モデルについて別の観点から検討を加えてみたい。

第１に、鼓型モデルにおける判断の「適切さ」とは何を

意味するかという論点である。「避難者 A さんは適切な

情報をもとに、適切な判断を行い、正しい行動を為した

ために、良い結果に至った」とみなされる。しかし前述

のように、この一文においてシンプルに観察できるのは

「良い／悪い結果」（避難者の安全確保／人的被害）と避

難経路など物理的行動の跡のみであり、行動と判断の適

切さは「良い結果」から逆算して事後に評価されたもの

である。これを「回顧的な適切さ」と呼ぶことにする。 
 他方で、そのひとが今まさに避難の方法を「判断」し

ているとき、今まさに避難路を走っているとき、それが

良い結果につながる適切なものであるかは確定していな

い。研究者にはきわめて合理的で適切な判断・行動をし

たと思える生存者が震災当日の自らの行動を顧みながら

「偶然だった」と何度もつぶやくことがある５）。このよ

うな、まさにその危機点に投げ込まれている避難者の視

点における適切さを「展望的な適切さ」と呼ぶことにす

る。 
 回顧的な適切さと展望的な適切さは質的に異なる。矢

守（2020）の表現を借りると、バックワード（回顧）の

視点による教訓や学びには、「フォーワード（展望）の視

点に立って意思決定し行動するほかない当事者」にとっ

ては「無力な「後知恵」に過ぎないものと真に有益なも

の」が含まれる。さて科学的姿勢において回顧的な適切

さと展望的な適切さが重なり合うためには、回顧的な適

切さが必然的な適切さに純化されなければならない。例

えば医師の手を消毒すると産褥熱が激減した。このとき

産褥熱の激減という「良い結果」から「手の消毒」とい

う行為を回顧的に適切だとみなすことができる。さらに

医師の手に付着している病原体の存在を仮定することで

両者の因果関係が確定する。ゆえに消毒は回顧的だけで

なく必然的に適切である。では避難行動において、こう

したシンプルな必然性を獲得できるだろうか。たとえば、

避難者Aさんは一連の判断と行動を経て避難に成功した。

このとき、ある時点 T1 での A さんの位置から、次の時

点 T2 での位置への遷移について、病原体と産褥熱（消

毒と産褥熱の回避）に相当するような必然性を確定させ

ることができるだろうか。加えて、実際の避難行動は単

一の判断と行動で完結するのではなく、T0→T1→T2→T3
…という連続した推移である。すると T1→T2 では必然

性が確定されても、T0→T1 はそれが不可能という状況が

ありうる。「あの X 交差点で右のルートに進むという判

断をした（T1）ことで、安全な避難場所Z にたどりつい

た（T2）。だがそもそも、いつもあの時間はW にいるの

に、あの日はたまたまY で過ごしていた（T0）から、X
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実在を証明することは難しい。脳にセンサーを取り付け、

この過程に並行する脳波などの神経作用を観測すること

で、この困難はいったん回避できる。しかし災害時の実

際の避難の場合、生命に危険が及び得る住民多数にセン

サーを事前に取り付けてデータを収集することはおおよ

そ不可能である。 
そこで多くの研究は、避難が完了し、被災状況が一段

落した後に、質問紙調査やインタビュー調査を通じて事

後にデータを収集する。それにより、実際の避難経路、

判断のタイミング、判断の参考になった警報や状況観察

などを明らかにすることができる。また、無念にも亡く

なられた方の遺体発見状況や生存者の目撃証言を総合し

て、避けるべき結果に至るまでの行動や判断を部分的に

推測することもできる。 
しかし、こうした「この時点でこのように判断して避

難した」という生存者の回答は、研究者からの「あなた

はいつ、どのように判断して避難に成功しましたか」と

いう問いかけに対して初めて成立したものである。つま

り判断は、避難当時の精神や神経の内部に実在するもの

ではなく、（そうした場所に実在したはずだという前提に

よる）問いかけと答えの「語り」の次元において存在し

ている。及川（2020）は、研究者の働きかけを通じて構

築された避難の回顧を〈原因と結果のストーリー〉と表

現し、このストーリーは研究者が擬制したものであると

述べているが、本稿も同じ立場を取る。 
研究を含めた災害・災厄をめぐる言説は全て、その災

害・災厄が一段落してから回顧的に始まる。なるほど銃

弾飛び交う戦場からのリポートや、切迫した救援要請と

いう意味での「渦中の言説」が無いわけではない。だが

それらは言説というにはあまりに外傷的で、言説と悲鳴

の中間にある存在である。とりわけ避難のように災害の

混沌とした核心部から安全な周縁部への不安に満ちた移

動・待避については、一定の物理的・心理的安全が確保

されてからようやく「あのときは…」という語りが始ま

る。それは実在する過去そのものを「再生」して記述す

ることではなく、錯綜した想起を通じて過去を再構成し、

意味づけ、納得し、いったん確定させる行為である。ま

た、思い出して語ること自体が、語り手と聞き手の生存

を確認し確定させる言語行為の一種である。「判断」や「行

動」は、こうした回顧的・反省的な「語り」とその可能

性においてのみ存在する。「過去は想起という経験様式か

ら独立には存在し得ない」（野家 2005）。 
繰り返しを厭わず言えば、「過去の判断」が実在してそ

れを述べるのではなく、「わたしはこのように判断しまし

た」という語りのレベルで判断は存在するのであり、さ

らに言えば「わたしはこのように判断しました」という

答えを聞き手が求めるということ、つまり問いかけ-答え

のコミュニケーションにおいて存在する。避難をめぐる

言説は、生存者の独白形式の手記であれ、語り部の講話

であれ、そして研究者による科学的調査であれ、物語行

為の産物である。したがって「情報、判断、行動」とい

う捉え方は物語の一類型のひとつであり、他の語り方も

またありうると考えることができるのではないか。 
（３）鼓型モデルの検討：偶然性と必然性 
鼓型モデルについて別の観点から検討を加えてみたい。

第１に、鼓型モデルにおける判断の「適切さ」とは何を

意味するかという論点である。「避難者 A さんは適切な

情報をもとに、適切な判断を行い、正しい行動を為した

ために、良い結果に至った」とみなされる。しかし前述

のように、この一文においてシンプルに観察できるのは

「良い／悪い結果」（避難者の安全確保／人的被害）と避

難経路など物理的行動の跡のみであり、行動と判断の適

切さは「良い結果」から逆算して事後に評価されたもの

である。これを「回顧的な適切さ」と呼ぶことにする。 
 他方で、そのひとが今まさに避難の方法を「判断」し

ているとき、今まさに避難路を走っているとき、それが

良い結果につながる適切なものであるかは確定していな

い。研究者にはきわめて合理的で適切な判断・行動をし

たと思える生存者が震災当日の自らの行動を顧みながら

「偶然だった」と何度もつぶやくことがある５）。このよ

うな、まさにその危機点に投げ込まれている避難者の視

点における適切さを「展望的な適切さ」と呼ぶことにす

る。 
 回顧的な適切さと展望的な適切さは質的に異なる。矢

守（2020）の表現を借りると、バックワード（回顧）の

視点による教訓や学びには、「フォーワード（展望）の視

点に立って意思決定し行動するほかない当事者」にとっ

ては「無力な「後知恵」に過ぎないものと真に有益なも

の」が含まれる。さて科学的姿勢において回顧的な適切

さと展望的な適切さが重なり合うためには、回顧的な適

切さが必然的な適切さに純化されなければならない。例

えば医師の手を消毒すると産褥熱が激減した。このとき

産褥熱の激減という「良い結果」から「手の消毒」とい

う行為を回顧的に適切だとみなすことができる。さらに

医師の手に付着している病原体の存在を仮定することで

両者の因果関係が確定する。ゆえに消毒は回顧的だけで

なく必然的に適切である。では避難行動において、こう

したシンプルな必然性を獲得できるだろうか。たとえば、

避難者Aさんは一連の判断と行動を経て避難に成功した。

このとき、ある時点 T1 での A さんの位置から、次の時

点 T2 での位置への遷移について、病原体と産褥熱（消

毒と産褥熱の回避）に相当するような必然性を確定させ

ることができるだろうか。加えて、実際の避難行動は単

一の判断と行動で完結するのではなく、T0→T1→T2→T3
…という連続した推移である。すると T1→T2 では必然

性が確定されても、T0→T1 はそれが不可能という状況が

ありうる。「あの X 交差点で右のルートに進むという判

断をした（T1）ことで、安全な避難場所Z にたどりつい

た（T2）。だがそもそも、いつもあの時間はW にいるの

に、あの日はたまたまY で過ごしていた（T0）から、X
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交差点にすぐ出られた。W にいたらダメだった」といっ

た場合、T1→T2 の適切さは必然性を帯びているが、T0
→T1 は偶然性に微笑まれた「適切さ」であり、一般には

幸運と呼ばれる。こうした連鎖の一区画のみの必然的な

適切さによって避難行動全体を評価することはできない。 
 実際のところ、鼓型モデルの上辺をたどって「良い結

果」にたどりつくことは、必然性と偶然性が微細に絡み

合う過程である。すると過程全体における回顧的な適切

さに必然性を与えるためには、各推移における必然性が

偶然性を大きく上回っていなければならない。中学生の

サッカーチームと日本代表チームが本気でサッカーをし

て後者が勝ったとき、そこにはボールの跳ね方や天候や

風向きや選手の体調など偶然性の要素が幾分かは入って

いるものの、「偶然の勝利だった」とは言わない。という

のも、選手の身体能力や戦術能力など得点や守備を決定

する必然的な要素が偶然性をはるかに上回り、試合全体

の帰趨がおおむねこの必然性に支配されているとみなす

からである。ところが避難行動の場合、必然性が偶然性

を大きく上回っていることは言えないし、科学的研究は

この両者の要素をそのつど健全に腑分けする原理を持た

ない。 
もちろん、避難の実態は偶然性と個別性だけに支配さ

れるのではない。たとえば東日本大震災の直接死者が高

齢者に偏在していること（牛山・横幕 2012）、障碍者の

死亡率が住民全体の死亡率の 2 倍以上であること（NHK 
2012）など、ある精確な視点に立つと明確な蓋然性と必

然性（その状況に置かれれば、そのような結果にならざ

るをえないこと）が見いだされる。他方で俯瞰的・統計

的な視点から徐々に「高度」を下げ、個別の事例に着目

してゆくと、偶然性の要素が無視できなくなる。問題は、

鼓型モデルに基づいた研究が、蓋然性と個別性の境界域

で実施されることにある。鼓型モデルは認知・判断・行

動など、そこに投げ込まれた人間が十全に（あるいは間

違った方向に）能力を発揮することを前提としている。

能力は偶然性を押しのけ、確定した正解を掴み取ろうと

する。しかし避難は自然のはたらきによって個人（ある

いは地域共同体）の能力発揮の余地がじわじわと狭めら

れる状況での努力である。人間自身の自然（本性）の一

部である能力と、人間の外部にある自然の激しいはたら

きが交錯するなかで、偶然性と必然性が混じり合う。鼓

型モデルはそのうちの能力と必然性のみを取り出してし

まう。 
（４）鼓型モデルの検討：倫理的課題 
 第 2 に、「良い／悪い結果」は観測可能だと前節で述べ

たが、はたして本当にそう言ってよいのだろうか。当然、

良い結果とは命が助かることであり、悪い結果とは命を

失うことである。これを決して転倒させてはならないし、

相対化させてもならない。ただ、「避難」を考えるために

は、災害による死と生存を既定の価値としてではなく、

死と生存そのものを含みこんで考える必要がある。とく

に大きな問題は、「良い／悪い」を誰が誰に向けて言うの

か、ということだ。 
 さしあたり本稿でわたし（筆者）は、いま生き延びて

いるひとと、災厄によって命を落としたひとの双方に向

けたものと仮定しつつ、このことを考えてみることにす

る。避難で何らかの「失敗」があって命を落としてしま

うことは、なぜ悪いことなのだろうか。それは、その落

命の過程がこの上ない苦しみと恐怖に満ちたものだから

である。また、その過程を想像し、日常生活で予期しな

い突然の出来事であるために、生き延びたひとにも癒し

がたい悲しみを与えるからである。加えて、多くの場合、

遺体の尊厳が保たれず、葬送の儀礼も不十分となるから

である。しかしこの場合、死そのものではなく、それに

至る・その後の苦しみゆえに悪いと言われている。する

と災害死は苦しみが質・量ともにこのうえなく大きいた

めに悪いことであるけれど、他方で生き残って生き続け

ることも大きな苦しみをもたらし、さらにはその果てに

いずれにせよ死ぬ。あるいは生き続けることは苦しみだ

けでなく幸福ももたらしうるし、そうした幸福は死者が

望んでも手に入れられないものである。だが他方で死者

が幸福も苦痛もなくただ平安であるとすれば、それは生

存者の小さな幸福と苦しみよりもはるかに良きものかも

しれない。とはいえ、では死者が自身の避難経路や判断

に悔いは無いと言うに違いないとわたしが考えるとすれ

ば、それはかえって傲岸な態度だろう（でも、その傲岸

を咎めているのはだれなのだろうか）。 
 死と生存の価値裁定にこうしたゆらぎが生じるのは、

死者の主体性をわたしが意識するときである。あるいは、

死者との関係を意識するときである。つまり潜在的な生

存者であるわたしが「このような判断や行動は不適切だ

った」「落命に至ったのでこの結果は悪い」と言うとき、

それが蓋然性と必然性にもとづいた平均的な評論ではな

く、死者に向かって言うことばであれば、その裁定権を

わたしが独占しているのは不正である（あるいは、死者

が良し悪しやメッセージを保持する・伝えるという言語

世界が却下されているなら、進んで独占すべきだろうか）。 
 裁定権を独占できないのは、死者と生存者のあいだに

必然性を保つことが難しいからである。ある岐路点にお

ける状態や判断が必ずそれぞれの結果に結びつくのであ

れば、死者と生存者を分かつものは各個人の責任であり、

お互いに「貸し借り」は無い。しかし前節で論じたよう

に判断と結果のあいだには偶然性があり、さらに広く捉

えれば「災害がその日、その場所で起きたこと」「そのと

きわたしがそこにいたこと／いなかったこと」にも必然

性は無い。そのため、生存者と死者の関係が、追慕や悲

嘆といった事件前の愛着関係の延長（小此木 1979）だけ

でなく、「離接的偶然」（九鬼 2012）を共有する存在論的

関係に転ずる。いわゆる生存者の罪責感は愛着-悲嘆関係

と存在論的関係を媒介する感情である。 
 単純化すれば、鼓型モデルはあくまで生存者のみの関
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係において、偶然性による死者との関係を断ち切ること

で成立する。それは生存者同士による「わたしたちは生

き残ったのだ」「生き残ったのは〈良きこと〉だ」という

確認の言語行為である。鼓型モデルの倫理的問題は、こ

の〈良きこと〉それ自体の享受から一歩踏み込んで、良

きことをある原因に対する結果とみなし、原因を必然性

の側面から捉えようとする点にある。 
 こうした倫理的問題は、鼓型モデルがそれでもなお蓋

然性のレベルで有効に機能し、現実の人的被害を減らす

のに貢献するのなら、功利主義の観点から回避されるか

もしれない。ただし、そうした避難研究の成果が防災上

の施策として社会と住民に現実に浸透するためには前述

の関係切断を暗黙の前提としなくてはならない。ではこ

の列島に棲むひとびとは切断を深く受け容れ、必然性・

能力・情報のみで過去と将来の災害を考えるだろうか。

むしろ東日本大震災の被災地で報告される霊魂（幽霊）

の事例など（金菱編 2016）のように、その紐帯を確かめ

なおすところから物語が始まるのではないか。 
 
５．物語的な避難研究の可能性 
従来の避難研究の多くは「判断」およびその前後の生

理的・心理的作用の実在を前提としてきた。この鼓型モ

デルは災禍に投げ込まれた人間の「能力」を重視する。

人間は災害時でもなお能力のある存在であり、科学は必

然性と蓋然性を軸とした調査と推論によって、技術は情

報発信や訓練によって、その能力と結果の必然的な結び

つきを拡充できる、という人間観・災害観である。この

立場は生命の「徹底的な保全」（高原 2021a）に向けた飽

くなき前進を保証すると共に、偶然性および死者との関

係を切り離してしまう。冒頭の問いに戻ると、わたした

ちはこの立場に両足を置くべきだろうか。 
（１）災害と物語 
人間は自然 nature と交錯するだけでなく、ことばを通

して本質 nature と隔たり、関わりなおすことのできる存

在である。ことばによって災害を語るとき偶然性と個別

性が探り出される。だから必然性と能力のみに軸足を置

く方法は人間の本質から拒まれてしまうだろう。そこで

本章はもう片方の立場として、ことばによって災害を語

ること、〈物語〉という理念を提案したい。 
「物語」という語は一般にフィクションの意味合いが

強いが、ここではある事柄についてのひとまとまりの言

語活動と広く捉えることにする。「まとまり」にはさまざ

まな種類がある。論文であれば背景の説明から結論部ま

での論理的な流れと解明すべき主題であり、悲劇作品で

あれば「筋 μῦθος（＝出来事の配列）」（アリストテレス

『詩学』）であり、避難の回顧なら発災から安全の確保ま

でとなる。 
 避難を含めた災害後の物語行為に関して、次の 3 つの

性質があると考えられる。第 1 に、わたしたちは「過去」

のことを物語るとき、ある確定した出来事をそのまま叙

述しているのではなく、語ることで過去がそのような出

来事として初めて成立する、ということである。 
 
経験を語ることは過去の体験を正確に再生あるいは再

現することではない。それはありのままの描写や記述

ではなく、「解釈学的変形」ないしは「解釈学的再構成」

の操作なのである。〔…〕物語行為は、孤立した体験に

脈絡と屈折を与えることによって、それらを新たに意

味づける反省的な言語行為といえるであろう。（野家

2005） 
 
わたしたちはある出来事を他人や自分に語るとき、その

場で求められている文脈に内容を編み合わせながら意味

を浮かび上がらせてゆく。順序や力点を変え、省略や増

補を施し、出来事同士の因果関係を整理したり組み換え

たりする。そうした解釈学的再構成を抜きに、ありのま

まの過去それ自体といったものにアクセスすることはで

きない。したがって災害の回顧や研究も、語り手それぞ

れの視点からその災害の意味や実相をそのつど解釈する

営みである。 
 第 2 に、災害は物語行為の基盤である生活や心身を破

壊し、また社会にも大きな衝撃を与えるため、解釈する

（物語る）こと自体がしばしば困難に陥る。単純な因果

関係や結論を設定できず、先述のように偶然性の問題に

つきあたる。「したがって」「なぜならば」といった接続

詞が弱まり、「それから…、それから…」と語るほかない

（高原 2021b）。学術活動も同様に解釈と表出の深い危機

に陥る。「たんたんと予定通り講義を進めながらも、実は、

私は震災以降、「学問を信じられるのか」という深い懐疑

にもとらわれていました」（宮地 2012）。しかしまた、そ

うした困難ゆえに物語行為は回復と表裏一体となる。 
 第 3 に、物語行為の開始・停止を調節することは困難

である。わたしたちは災害が静まりかけると、なぜか言

語活動を始めてしまう。ことばを探してしまう。はじめ

に享受がある。いま、生きている。助かっている。避難

所で家族を抱きしめる。知人を見つけて手を取り合って

喜ぶ。しかし〈良きこと〉の今この場の享受で終わらず、

過去と未来に向けてこころが分散してゆく。無根拠な享

受から離脱することでことばを手に入れ、必然と偶然の

区別が始まる。学術活動や報道も同様で、傷口に殺到す

る血小板のようにことばで被災地を埋め尽くす。 
（２）未来の共同構築 
以上のような性質を持つ災害後の物語行為を、改めて

避難研究に取り込みなおすにはどうすればよいだろうか。 
 物語的な避難研究の大きな前提は、研究活動を研究者

と参加者（住民）の共同の物語行為と捉えることである。

このモデルでは、わたし（あなた）にとってのあの災害

の避難はこういうことであった、これからの災害に対す

るわたしたちの在り方はこうである…という物語を、た

だ住民に語らせるのでも、研究者が一方的にはめ込むの
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係において、偶然性による死者との関係を断ち切ること
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でもなく、コミュニケーションのなかで共に構築してゆ

く。鼓型モデルによる研究もやはり共同の物語行為であ

るが、語りに求めるもの（＝情報、判断、行動）をはじ

めから決めている。これに対して、物語の筋のつくりか

たを語りそのものの中から見出してゆくことになる。そ

もそも何が「良い」「悪い」結果であるのか、「適切」「不

適切」を検討する対象は何であるのか。科学的研究では

所与の条件であったものを、問いかけと述懐のなかで改

めて聴きとってゆく。物語の始点と終点も可変的となる。

発災から避難場所への移動で終わらず、災害以前の生活

誌や、避難後から現在までもそこには含まれるかもしれ

ない。こうした語りは、避難を evacuation でも sheltering
でもなく、survival と捉える方向性を示すかもしれない。 
 物語的な避難研究の長所は、偶然性を織り込むことが

できることである。なぜだかわからないけどこうなった、

たまたまそうなった…という、科学的研究では扱いづら

い語りを許容する。必然性を突き止めることはできない

けれども、偶然性を含む「知見」はかえって多くの聞き

手に変容をうながすのではないか。というのも、避難研

究の応用先である未災者住民が直面しているのは、必然

性と偶然性が分かちがたく絡まり合う未来であるからだ。 
 こうした物語的な研究は研究者自身の立ち位置の微妙

なシフトを伴う。その核心は研究者自身の時間と物語が

現れることである。鼓型モデルによる研究では、研究者

は生存者の語りの時間の外部にいる。発災-情報-判断-行
動（-現在）という語り手の時間推移に伴うデータを、川

岸に静止する観測者として採取する。これに対して物語

的な避難研究は共同の物語行為であり、研究者自身も語

りの時間のなかにいる。川を下る舟を岸から眺めるので

はなく、舟と舟が一時的に並んで下りながらことばを交

わしてゆく。そのため研究者自身の時間の流れのなかで

生じる変容も研究の中に取り込まれてゆく。こうして物

語的な研究は、研究者と対象者の相互作用を肯定し、そ

の過程を改めて語りなおす、臨床的な研究となりうる。 
 防災・減災をめぐる研究と実践は過去から未来へつな

がってゆく営みであるため、物語的な研究という理念が

もうひとつの足場になる可能性はある。つまり、避難行

動中の変数やコンポーネントの科学的な解析・改良だけ

でなく、未来へ向けて物語を共につくってゆく、という

ことが研究者・実践者の仕事となりうるのではないか。

あらゆる事象が必然性と蓋然性により記述され指定され

るのであれば、究極には人間の判断や能力すら不要にな

る。過去の偶然と未来の偶然を橋渡しすることが人間の

知性のもうひとつの役割であり、それは死者との関係を

切断することなく現在を享受することでもありうる。こ

うした立ち位置は特別に新しいことではなく、必要なの

はただ語り方の切り替えである。災いの生存者に問いか

け、聴き、共に語ることは、多くの研究者がすでに日々

行っていることであり、くりかえし積み重ねられてきた

営為である。たとえば次のように―― 

 
――浦河では、地震のあと津波警報が出ましたね。 
A「ええ。だけど津波なんかのときは、誰もさっぱり

だめだもんね」 
――そうらしいですね。 
A「避難しないんですよ。なに、津波なんか怖くない

って調子で」 
――でもこのあたりは大丈夫なんでしょう、津波は。 
A「そうですね」 
B「いやわかんないよ、大きなのがきたら」 
――まあ大きな津波がきたらね。 
A「でもまだ津波なんてきたことないでしょう。きた

かい？ いや潮が引いたくらいでしょう」 
C「引いてきたよ、地震のあと。本当、ここまできた

んだよ」 
A「さっぱり避難しないでしょう」 
C「避難まではいかないよ」 
A「堤防があるから。きたっていうほどには、いかな

いでしょう」（東京大学新聞研究所「災害と情報」研究

班 1982） 
 
謝辞：本研究は「人と防災未来センター」研究部および

内部ゼミでの議論の中で育った。筆者と濃密な議論を重

ねてくださったセンター関係者のみなさまに感謝申し上

げます。また、画像転載について許諾いただいた水谷武

司先生、折に触れて冷静な激励を与えてくださった中林

啓修先生、本研究の原点となる津波・水害避難の様相を

語り示してくださった丹羽浩之氏（広島市危機管理室）

と髙須賀正忠氏（石巻市在住）、アメリカの社会心理学史

について教示いただいた大門大朗氏（京都大学防災研究

所）にも御礼申し上げます。 
 
補注 
1) 以下、本文中の引用に際して、明治以降の文献は可能な限

り旧字体・旧仮名遣いを常用漢字・現代仮名遣いに改めた。 
2) 国内の空襲死者数について確定した統計値は無い。経済安

定本部による調査では約 25 万 6 千人（防衛庁防衛研究所

戦史室1968）、毎日新聞による調査では約38 万7千人とす

る（毎日新聞2020）。 
3) 三隅（1983）は日常的生活状況における人間の「集団」を

扱うグループ・ダイナミクスと、災害時の人間の「集合」

を扱う集合行動力学 Collective Dynamics を区別することを

提言しているが、この使い分けはその後普及していないと

思われるため、本稿では「集団」に統一した。 
4) ただし池田（1986）が提案する「ソフトな意思決定者」と

いう人間像は、本稿が提出した鼓型モデルのように単純化

できない側面を含むと考えられる。別の機会に改めて検討

したい。 
5) 石巻市の東日本大震災被災者の証言から（筆者聞き取り）。 
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ABSTRACT 
 

What is the essence of evacuation? Should its research be scientific? In the history of evacuation research in 
Japan, building fire evacuation research in the 1960s, flood evacuation research in the 1970s, information processing 
research in the 1980s, and many current evacuation studies have examined evacuation based on the 
cognitive-behavioral model of "information, decision, and action.” We find a "hand-drum model" in which 
appropriate or inappropriate information prepares decisions, leading to right or wrong actions, and good or bad 
outcomes. However, only the two ends of the drum can actually be observed scientifically. Decisions are a posteriori 
constructs and cannot be said to be real. Furthermore, the hand-drum model has a difficult problem to solve 
regarding fortuity and the relationship with the dead. Scientific research that emphasizes the ability and inevitability 
of people thrown into a disaster cannot capture the essence of evacuation. Therefore, this paper examines the 
possibility of narrative research as another standpoint for evacuation research. Narrative research is an activity in 
which researchers and residents shape the future through collaborative narrative acts that weave fortuity.  
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和文要約 
 
東日本大震災では、大津波が到達するまでに猶予時間があったにもかかわらず、多数の住民が適

切な避難行動をとることができずに命を落とした。自治体や放送局から避難の呼びかけが一斉に行

われ、その情報を受信した人が多かったことをふまえると、危機の切迫を知らせるはずの情報が住
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１．本研究の背景 
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県・福島県において検視等が行われた死者のうち、92.4％
の死因が「溺死」と報告されている（警察庁 2011）。こ

のことから、当該震災の死者の多くは、地震の揺れでは
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この時、住民の多くは、津波による“不意打ち”を受

けたわけではなかったと考えられる。東日本大震災発生

時の放送局の対応を概観すると、NHK や民放在京テレビ

キー局は、地震発生の数分後にはすでに災害初動特別番

組（以下、災害特番と表記）に切り替え、大津波警報が

発表されたことを伝えていた（NHK 放送文化研究所メデ

ィア研究部番組研究グループ 2011）。確かに、地震の揺

れによって、たとえば岩手県では全域で停電が起きるな

どテレビの視聴ができない地域もあったが、携帯電話の

ワンセグやカーナビのテレビを見ていた住民も多数いた

うえに、ラジオでも緊急地震速報発表の数分後には災害

特番に切り替え、大津波警報発表を伝えていた（荒蝦夷

2012，片瀬京子とラジオ福島 2012，総務省 2013）。 
このように、放送メディアは、速やかに大津波警報の

発表を視聴者・聴取者（以下、住民と表記）に伝えてい

た。また、NHK 放送文化研究所メディア研究部番組研究

グループ（2011）によれば、アナウンサーが津波からの

避難を繰り返し呼びかけたことなどをふまえて、NHK の

放送は「初動の報道は手順どおり手早く対応した」と評

価している。 
しかし、内閣府（2011）の調査によると、岩手県・宮

城県・福島県では、大津波警報や津波警報（以下、（大）

津波警報と表記）を見聞きした人のうち 17%は「避難は

必要ないと思った」と回答しており、「情報の発信・受信」
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と「適切な避難行動」が結びつかなかった可能性がある。 
この点に関して、たとえば、近藤ら（2012）は、「リア

リティの共同構築」という観点から初動時のテレビ報道

の内容分析を行い、「東京中心的な情報」や「後追い的な

被害実況」が優勢であったことから、渦中の東北地方の

人々にとってみれば切迫感を欠いた情報であった可能性

を指摘している。また、NHK の全国放送の災害特番に出

演したキャスター本人が、大津波警報の発表直後から沿

岸部に津波が襲来し被害が及び始めるまでの約 30 分間

の報道を「当事者研究」のアプローチで振り返った研究

においても同様の課題が指摘されている（横尾・矢守 
2017）。当該研究では、避難行動を“後押し”することが

できなかった課題を克服するため、インパクトのある表

現（強い口調・キーフレーズの使用）や発表情報・数値

への解釈の付加、教訓（リアルな事例）などを盛り込ん

だ呼びかけの検討を提言している。 
 
２．東日本大震災をふまえた放送局の取り組み 
（１）津波避難呼びかけ手法の再検討 

東日本大震災の経験をふまえて、各放送局は、（大）津

波警報発表時の放送手法の再検討および改善を進め、津

波避難キャスターコメントに関しても見直しを進めた。

ここにいう「津波避難キャスターコメント」とは、キャ

スターが住民に避難などの適切な行動を呼びかけること

を目的として、放送局内で検討を重ね、場合によっては

学識関係者の監修のもとに作成された例文のことである。

放送局内では、通常、キャスターコメントをまとめた冊

子（コメント集）を作成して、緊急時にすぐに読めるよ

うにスタジオ内に常置している。なぜなら、キャスター

の経験値やスキルによって伝える内容にばらつきが生じ

ることを防ぐ効果が望めるからである。 
東日本大震災以降は、防災行政無線で使用された文言

やアナウンスメントも参照されている。具体的には、茨

城県大洗町が防災行政無線で「避難せよ」という命令調

の表現を使って呼びかけたこと（井上 2011）や、宮城県

石巻市と女川町では「逃げろ！」などの命令調の表現を

使用したことなどが注視された（井上 2012）。 
NHK は早くも 2011 年 11 月には、（大）津波警報発表

時に津波の切迫性をより強く伝えるため、避難を呼びか

ける表現を強い口調や命令調（いわゆる体言止めの表現）、

断定調に改めた（福長 2013a）。NHK の現役キャスター

自身による説明では、「命の危険を直観的に伝えるために

大きな声で叫ぶようにアナウンスすることにした」とい

う（武田 2016）。 
また、TBS テレビでは、「東日本大震災を思い出して

ください」というセンテンスをコメント集に追加し（柴

田 2012）、IBC 岩手放送は 2013 年に「東日本大震災クラ

スの巨大な津波の恐れがあります」などの呼びかけを採

用している（福長 2013a）。 
（２）津波警報発表時に実際にアナウンスされた事例 

2012年12月7日の宮城県における津波警報発表時は、

改訂されたフォーマットによって避難が呼びかけられた

最初の事例となった。NHK のキャスターは、「東日本大

震災を思い出して下さい」、「命を守るために一刻も早く

逃げて下さい」、「決して立ち止まったり、引き返したり

しないで下さい」、「まわりの人にも避難を呼びかけなが

ら、どうぞ逃げて下さい」などのセンテンスを切迫感の

ある強い口調で繰り返した（福長 2013b）。 
また、この時 TBS テレビでは、「東日本大震災を思い

出して下さい」や「沿岸部や海岸にいる人はただちに高

台または避難ビルに指定された建物など安全な場所に避

難して下さい」などと呼びかけ続けた（福長 2013b）。 
同様に、2016 年 11 月 22 日の福島県と宮城県での津波

警報発表時に、NHK のキャスターは「命を守るため今す

ぐ逃げてください」、「決して立ち止まったり戻ったりし

ないでください」などのキャスターコメントを用いて、

ここでも強い口調で避難を呼びかけた（山口 2017）。 
 
３．本研究の目的 
このように、東日本大震災以降、各放送局の「津波避

難キャスターコメント」は徐々に改訂され、実際に放送

に使用されている。しかしながら、避難の呼びかけ手法

を変更したことによる受信者側の評価や影響に関しては、

実証的な調査や研究は、ほとんど行われていない 1)。 
福本・近藤（2020）は、東日本大震災以降に登場した

新たなキャスターコメントに対する受信者側の評価を確

認するために、大学生を対象として、予備的な質問紙調

査を 2018 年度（n=284）と 2019 年度（n=228）に実施し

ている。避難を呼びかけるサンプル音源を用いて、10 種

類のセンテンス／キーワードが心に響いたか、主観的な

評価を求めたところ、たとえば「今すぐ逃げてください」

というシンプルな表現は高い評価を得ることが分かった。

また、「東日本大震災クラスの巨大な津波が来ます」など

の表現も受け入れやすいことが判明した。 
一方で、「大津波警報」という単語は低い評価となり、

震災後に NHK が導入した「体言止め」の表現に関して

は、受信者側の評価（良い／悪い）が分かれる傾向があ

ることも確認された。 
しかし、このような先行調査では、あくまでも大学生

を対象にして授業中にデータ収集を行っているため、緊

急時の切迫した状況下を具体的にイメージしたうえで情

報を評価することができているのか疑義が残る。そこで、

本稿では、東日本大震災発生時、実際に情報を取得した

うえで津波避難の行動をとった人たちを対象として、津

波避難キャスターコメントやアナウンスメントをどのよ

うに受け止めるのか調査することにした。 
 
４．本研究のアプローチ 
（１）津波避難サンプル音源の作成 
実際の（大）津波警報発表時の放送に登場する呼びか
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演したキャスター本人が、大津波警報の発表直後から沿
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波避難キャスターコメントに関しても見直しを進めた。

ここにいう「津波避難キャスターコメント」とは、キャ

スターが住民に避難などの適切な行動を呼びかけること

を目的として、放送局内で検討を重ね、場合によっては

学識関係者の監修のもとに作成された例文のことである。
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また、TBS テレビでは、「東日本大震災を思い出して

ください」というセンテンスをコメント集に追加し（柴

田 2012）、IBC 岩手放送は 2013 年に「東日本大震災クラ

スの巨大な津波の恐れがあります」などの呼びかけを採

用している（福長 2013a）。 
（２）津波警報発表時に実際にアナウンスされた事例 

2012年12月7日の宮城県における津波警報発表時は、

改訂されたフォーマットによって避難が呼びかけられた

最初の事例となった。NHK のキャスターは、「東日本大

震災を思い出して下さい」、「命を守るために一刻も早く

逃げて下さい」、「決して立ち止まったり、引き返したり

しないで下さい」、「まわりの人にも避難を呼びかけなが

ら、どうぞ逃げて下さい」などのセンテンスを切迫感の

ある強い口調で繰り返した（福長 2013b）。 
また、この時 TBS テレビでは、「東日本大震災を思い

出して下さい」や「沿岸部や海岸にいる人はただちに高

台または避難ビルに指定された建物など安全な場所に避

難して下さい」などと呼びかけ続けた（福長 2013b）。 
同様に、2016 年 11 月 22 日の福島県と宮城県での津波

警報発表時に、NHK のキャスターは「命を守るため今す

ぐ逃げてください」、「決して立ち止まったり戻ったりし

ないでください」などのキャスターコメントを用いて、

ここでも強い口調で避難を呼びかけた（山口 2017）。 
 
３．本研究の目的 
このように、東日本大震災以降、各放送局の「津波避

難キャスターコメント」は徐々に改訂され、実際に放送

に使用されている。しかしながら、避難の呼びかけ手法

を変更したことによる受信者側の評価や影響に関しては、

実証的な調査や研究は、ほとんど行われていない 1)。 
福本・近藤（2020）は、東日本大震災以降に登場した

新たなキャスターコメントに対する受信者側の評価を確

認するために、大学生を対象として、予備的な質問紙調

査を 2018 年度（n=284）と 2019 年度（n=228）に実施し

ている。避難を呼びかけるサンプル音源を用いて、10 種

類のセンテンス／キーワードが心に響いたか、主観的な

評価を求めたところ、たとえば「今すぐ逃げてください」

というシンプルな表現は高い評価を得ることが分かった。

また、「東日本大震災クラスの巨大な津波が来ます」など

の表現も受け入れやすいことが判明した。 
一方で、「大津波警報」という単語は低い評価となり、

震災後に NHK が導入した「体言止め」の表現に関して

は、受信者側の評価（良い／悪い）が分かれる傾向があ

ることも確認された。 
しかし、このような先行調査では、あくまでも大学生

を対象にして授業中にデータ収集を行っているため、緊

急時の切迫した状況下を具体的にイメージしたうえで情

報を評価することができているのか疑義が残る。そこで、

本稿では、東日本大震災発生時、実際に情報を取得した

うえで津波避難の行動をとった人たちを対象として、津

波避難キャスターコメントやアナウンスメントをどのよ

うに受け止めるのか調査することにした。 
 
４．本研究のアプローチ 
（１）津波避難サンプル音源の作成 
実際の（大）津波警報発表時の放送に登場する呼びか

けは多種多様で分量が多く、留意点の全てを網羅して調

査することは難しい2)。そこで本研究では、2012年と2016
年の津波警報発表時に実際に放送されたキャスターコメ

ントを主軸に据えて、独自の「津波避難キャスターコメ

ント」を作成した。 
分量は 181 文字（句読点含む）である。留意すべき要

素を 10 種類に分類して、種類の異なるアンダーラインで

示してある（下掲）。 
 
大津波警報が、岩手県・宮城県・福島県に発表されまし

た。東日本大震災クラスの巨大な津波が来ます。 非常事

態です。  今すぐ逃げてください。  今避難すべき場所

は、高台や津波避難ビル、津波避難タワーなど高いとこ

ろです。  急いで逃げること！ただちに避難！  命を守

るために、 ためらわずに避難をしてください。この放送

を聴いたあなたが、まわりにも声をかけながら率先して

避難をしてください。 
 
次に、これを第 1 著者が読み上げてサンプル音源を作

成した。NHK などが採用している「切迫感のある強い口

調」で読み上げて録音すると、読み尺は 29 秒となった。

なお、災害特番時は、住民の聞き逃しを避けるためキャ

スターが同じ内容を複数回繰り返してアナウンスするこ

とが多い。そこで、録音した音源を複製し、全く同じ津

波避難キャスターコメントが 2 回繰り返し流れるように

編集した音源を作成し、調査時に使用することにした。 
（２）分析フレーム 
本研究の分析フレームは、言語論を援用して設計する

ことにした。まず、言語論には、語句や文の意味を検討

する「意味論」や、発話の構成を分析する「音韻論」、文

法や構文の構造を研究する「統語論」が含まれている。

発話者がどんなに簡明な表現で伝えても、受話者が意味

を知らなかったり発音を聞き取れなかったりすれば発話

者の意図は正しく伝わらない。また、文法上のミステイ

クがあれば、誤った意図が伝わるであろうし、文法上の

齟齬―たとえば、修飾語が延々と続いて述語が置かれて
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表-1 調査対象者の概要 

調査対象者
震災発生
当時の年齢

地震発生時
にいた場所

大津波警報
入手方法

調査実施日
インタビュー

時間
A 50歳代 職場 カーラジオ（NHK） 2018年8月22日 1時間5分
B 60歳代 職場 防災行政無線 同上 1時間19分
C 50歳代 車を運転中 カーラジオ（TBC） 2018年11月13日 1時間18分
D 60歳代 職場 防災行政無線 同上 1時間12分
E 70歳代 自宅 カーラジオ（NHK） 2018年11月14日 1時間24分
F 60歳代 自宅前 カーラジオ（局不明） 同上 1時間17分
G 50歳代 営業先 カーラジオ（局不明） 同上 1時間6分
H 60歳代 自宅 防災行政無線 2018年12月14日 1時間23分
I 60歳代 職場 防災行政無線 同上 1時間24分
J 70歳代 自宅 防災行政無線 2019年3月27日 1時間12分  
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調査対象者の選定は、雪だるま式標本法の要領で進め、

合計 10 人にインタビューを行った（表-1）。事前にアポ

イントメントを取ったうえで、第 1 著者が石巻市を訪問

して面接方式で実施した。なお、調査実施期間中に、新

たに（大）津波警報・注意報は発表されていない。 
（２）方法 
調査手法は、半構造化インタビューである。質問票を

作成し、これを元に質問をした。1 人あたり平均インタ

ビュー時間は 1 時間 16 分となった。それぞれのインタビ

ューは、本人の許可を得て IC レコーダーを使って録音し、

文字起こしの作成を行なった。 
津波避難サンプル音源の聴取環境は、できる限り同じ

条件になるように考慮した。日常の放送受信環境を想定

して、会議室内で民生用のラジオ付きポータブル CD プ

レイヤーから再生した。発信音量は最大 60.9dB とし、こ

れを約 90cm 離れたところで聞いてもらった。 
再生前には、定型のインストラクション（「これから、

大津波警報が出た際にテレビやラジオで避難を呼びかけ

るためのアナウンスメントを、このラジオ付き CD プレ

イヤーでお伝えします。30 秒ほどのかたまりで 2 度同じ

呼びかけが行われます。後で印象をお尋ねしますので、

よくお聞きください」）を伝えた。 
音源聴取後は、質問票に従って質問した。設問 1 は「率

直な印象」、設問 2 は「印象に残ったフレーズ」である。

この 2 つの質問を行ったのち、キャスターコメントの原

稿を開示して、留意した 10 要素に関する評価（設問 3～
設問 12）を尋ねた。そして最後に、「そのほか全体を読

んでみて、気づいた点をお聞かせください」と尋ねた（設

問 13）。  
回答内容の確認が必要な場合や逆質問を受けた場合な

どを除き、著者は極力追加のコメントは述べずに相槌を

打つ程度に留めた。質問は、設問 1 から設問 13 まで順番

に行うことを基本の構えとしたが、インタビュー中に調

査対象者が何か思いついたことがあれば、前後を問わず

自由に回答してもらうようにした。 
 

６．結果 
（１）設問 1：率直な感想をお聞かせください 
設問は、サンプル音源の第一印象を尋ねる内容で、キ

ャスターコメントの意味やアナウンスメントのインパク

トなどについて、調査対象者がどのように感じ、どのよ

うな点に着目するのかを確かめることを主眼としている。 
まず、調査対象者 10 人のうち 6 人が、サンプル音源の

アナウンスメント（とりわけ「声」）に留意していた。具

体的には、「危険が迫っているという切迫感が感じられる

話し方ですね」（E 氏）や「緊張感を持って喋っている雰

囲気が伝わってきます」（H 氏）、「切迫感が出ているかな

という気がいたします」（I 氏）といった感想であった。 
また、アイデアの提示もあり、「最初の言葉がもっと強

くてもいい」（A 氏）、「少し間をおいて言うとか、同じ調

子じゃない方がいい」（I 氏）という回答があった。そし

て、D 氏は「聞き取るためにはもう少し遅く喋ってもい

い」と答えつつも「本当に大変だったらもっと絶叫でも

いいかもしませんね」との考えを述べた。 
さらに、「とにかく隣のおばちゃんだけには声をかけな

きゃいけないなと思った」（C 氏）、「こんなアナウンス流

れたら逃げると思います」（G 氏）、「緊迫した気持ちにな

って、すぐ避難しないといけないかなと私は思いました」

（J 氏）と、具体的な行動を想起した人が複数いた。 
ところで、回答の中にはネガティブな意見がいくつか

あった。たとえば「この放送を聴いたあなたがまわりに

も声をかけながら率先して避難をしてください」という

フレーズについて、F 氏は懐疑的であった（後述する）。  
他にも、「伝えたいメッセージが多すぎるような気がす

る。もっと要点を絞って」（F 氏）、「（津波避難）ビルと

かというのは必ずしも正解ではないというのは3.11の教

訓です。2、3 階では正解ではないんですよ。痛切に感じ

ました。5 階も 10 階もあるビルなら違うでしょうが…。

やっぱり避難するなら山だよと」（A 氏）などの意見があ

った。また、内容ではなく表現手法に留意した回答とし

て、B 氏は、「『逃げること』は指示命令口調なので、ち

ょっときついなと思います。最初の表現で『逃げてくだ

さい』と言っていながら、中盤では『逃げること』と。

それならずっと『逃げてください』でいいんじゃないか

な」と答えた後で、さらに「体言止め」でアナウンスす

ることに対して、以下のような意見を述べた。 

それ（体言止め）は、その人がどれだけ津波を理解して

言っているかどうか分からないですね、我々からみると。

言っているアナウンサーさんがさ、たとえば、津波をこ

れまである程度経験してきた方が発する言葉と、海なし

県とか山あい、内陸で生活されてきた方々が発する言

葉・表現とはずいぶん違うんじゃないかなと思いますよ。 
 
（２）設問 2：印象に残っている言葉やフレーズを挙げ

てください 

設問 2 の回答結果は、ばらつきがみられた。同一のコ

メントを挙げたのは 2 人が最多であり、「大津波警報」（A
氏、J 氏）、「東日本大震災クラス」（F 氏、G 氏）、「まわ

りにも声を」（A 氏、D 氏）であった。 
他のフレーズに関しては 1 人ずつで、「今すぐ避難して

ください」（C 氏）、「津波避難タワー」（D 氏）、「高い所」

（D 氏）、「今すぐ」（H 氏）、「ためらわずに」（I 氏）、「急

いで逃げること」（I 氏）、「命」（J 氏）であった。 
そして B 氏は、設問 1 と同じく、体言止め（「逃げる

こと」）がネガティブな意味で強く印象に残ったとのこと

であった。 
（３）設問 3：大津波警報 

設問 3 から設問 12 までは、留意すべき 10 要素に対す

る評価結果を順に述べていく。 
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（３）設問 3：大津波警報 

設問 3 から設問 12 までは、留意すべき 10 要素に対す

る評価結果を順に述べていく。 

まず、「大津波警報」という言葉を使っていることに関

して、ポジティブに回答した人は 10 人中 8 人いた。E 氏

の回答は、自身の経験をふまえたうえでポジティブな評

価を下していたが、同時に改善を加える必要があること

も提起していた（下掲）。 

大津波警報は前にも聞いていますし、「あぁ東日本クラス

だな」と分かりますね。それから、発音の 1 番目冒頭は

聞き逃しが多い。ですから 2 回繰り返して「大津波警報

です。大津波警報です」と。「大」が聴こえず、津波警報

と聞こえてしまうかもしれない。だから 2 回繰り返すと

理解できます。 
 

（４）設問 4：県名（岩手県・宮城県・福島県） 

「岩手県・宮城県・福島県」は、県名であると同時に

気象庁の津波予報区の名称でもある。7 人がポジティブ

な評価を下した。「3 県にまたがってそれだけ大きいのが

来るというイメージがありますね」（C 氏）、「また広範囲

にわたっての津波なんだと感じた」（G 氏）などである。 
ただしA 氏からは、県名のあとに「沿岸」という文言

を追加するとよいとの提案がなされた（下掲）。 

A）東日本大震災の中心がこの 3 県なので、インパクト

としてはある。全国放送ならこれでいいけど。 
著者）もしローカル放送ならどうですか？ 
A）「宮城県地方」や「宮城県沿岸」でもいいと思う。 
著者）沿岸という言葉が出ましたが、「沿岸」の方がいい

ですか？ 
A）沿岸と言わなくても分かるかもしれないけど、「沿岸

部」という言い方を結構するんです。テレビやラジオで

も沿岸と内陸が使われています。石巻や気仙沼は沿岸の

中でもリアス海岸の最たる所なので、津波となると住ん

でいる人たちは認識を持っていると思うんですけど。 
 
同様に、B 氏は「非常にアバウトな言い方である」と

述べ、「海岸線」という言葉を挿入することを提起し、H
氏は「三陸」という言葉を追加することを提案した。 
一方で、ネガティブな意見としては、「大津波警報の方

が大きくインプットされて、範囲はどこなのか飛んでし

まったかもしれません」（F 氏）や、「さらっといったよ

うな気がします」（I 氏）、「そこまではあまり感じなかっ

た。自分たちは前にも（津波が）来たので、自分のとこ

ろだなとすぐ思うくらい」（J 氏）のような意見があった。 
（５）設問 5：東日本大震災クラスの巨大な津波が来ま

す 

このフレーズには、全員がポジティブな評価を下した。

E 氏は、「やはり東日本大震災クラスといえば、『あれが

来るんだな』というのがピンときます」と、素直に反応

できた旨を述べていた。 
一方で、10 人中 3 人は、このフレーズの今後の効果に

対しては慎重な評価も加えている。H 氏は「これ以上の

表現は無いんじゃないですか」としつつも「ただ、次の

時代の人は果たしてこれでいいのか分からないけどね」

と、東日本大震災発生時からの時間経過によって効果が

低減する可能性があることを示唆した。B 氏も同様の趣

旨のことを述べている（下掲）。 

B）そうですね。これもどこまで続けるかですね。今、7
～8 年経って、どんどん震災を知らない子どもたちが増

えているなかで、この表現でいいのかなという感じはし

ます。いつまでやるかですね。 
著者）2018 年現在はどうですか？ 
B）効果的ですね、表現的には。 

 
（６）設問 6：非常事態です 

このフレーズは、ポジティブ 6 人、ネガティブ 4 人と、

評価が分かれた。 
A 氏は、「インパクトがあって、逃げることを呼びかけ

るには的確な言葉だと思います」と答え、C 氏は「大変

なことが起こるというか、またああいう東日本みたいな

津波が来るのかなって」という受け止め方をした。 
一方で、B 氏は「非常事態っていう言葉は、こういう

時に使うものなのかと。（中略）非常事態宣言と同じで、

言葉として使うのに適切かと言われたらちょっと違うと

感じますね」と答えた。また、E 氏は「非常事態とか、

難しい言葉、耳慣れない言葉は使わないほうがいいかな。

非常事態と言われてもピンとこない。『命の危険がありま

す』と言われた方が理解しやすいです」との答えであっ

た。さらに H 氏は、「法律用語ではないわけですよね。

最悪の緊迫感を言っているわけですから、非常事態とい

う言葉を使っては悪いわけではないけどね。行政が使っ

ていいのか分からないけどね。これ以上の言葉はあるか

というと無いような気もする。『人命が失われる甚大な被

害が及ぶ可能性があります』という表現もあるかもしれ

ませんね」と、「非常事態」という言葉を言い換える余地

があることを述べていた。 
ところで I 氏は、「『非常』の『ひ』という音が耳に届

かない。発音も難しいけれど、聞き取る方も難しい」と

アナウンスメント上の不都合に関する意見を述べた。 
（７）設問 7：今すぐ逃げてください 

このフレーズに対しては、10 人全員がポジティブな評

価を下した。 
C 氏は「やっぱり心にきますね。とにかくすぐに逃げ

なきゃって」と答えた。E 氏は「これいいですね。『今す

ぐ逃げてください。早く、早く』って、追い立てるよう

な形もいいのかなと思います」と提案を加えた。H 氏は

「“命てんでんこ”という考えでいいと思う。『今すぐ逃

げてください』としか言いようがない」と回答していた。 
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（８）設問 8：今避難すべき場所は、高台や津波避難ビ

ル、津波避難タワーなど高いところです 

ポジティブ 5 人、ネガティブ 5 人と、半々に評価が分

かれた。 
J 氏は「避難場所をきちんと伝えていたので、すごく

よかったと思いました」と答えた。 
石巻市では、津波発生時には津波浸水域外のより高い

場所に避難することが基本であるとしつつも、浸水域外

への水平避難が遅れた市民の安全を確保する必要がある

ことから、津波一時避難場所として津波避難ビル・津波

避難タワーの整備を進めている 3)。そこでD 氏も、東日

本大震災の経験がキャスターコメントに反映されていた

ことから、印象に残ったと回答した（下掲）。 

震災の後に避難タワーやビルができたので、それで頭に

残ったんですね。元々は全くなかったんですよ、避難ビ

ルとかタワーは。だから震災の後にちゃんとこういう言

葉を入れたんだなと思った。 
  
一方で、同様の事情をふまえながらも、A 氏はネガテ

ィブな回答を次のように述べていた（下掲）。 

避難ビル・タワーというのは、石巻の場合ですけど避難

できなくて逃げ遅れた人が最後に駆け込む場所で、本当

に避難すべきは高台なんですよ、造った経緯からすると。

たとえばお年寄りとか車イスとか車の無い人、山まで行

けない「最後に避難する」という意味で作ったのがビル・

タワーなんです。なので、造った経緯からすると、「今避

難すべきは高台です」と言うのが正解だと思います。 
 
同じく、H 氏は、津波避難ビル・タワーには受け入れ

可能人数に限りがあり混乱を招く恐れがあることを指摘

し、一番良いのは「高台に逃げてください」だと答えた。 
さらに、E 氏はセンテンスの長さをネガティブに指摘

し、「くどいよね。『とにかく高台や避難ビルなどに逃げ

てください』と、短い言葉で」と答えた。I 氏は、「『今

すぐ逃げてください』が直前にあり、多分気持ちが動揺

していた」からだろうと推測を加えたうえで、「本当は大

事なところなのだろうが、印象には残らなかった」と答

えた。 
（９）設問 9：体言止めのフレーズ（急いで逃げること！

ただちに避難！） 

ポジティブな評価が大勢を占めて 7 人いたが、B 氏、

E 氏、H 氏の 3 人が明確にネガティブな評価をした。 
まず、E 氏は、「逃げること」という言葉遣いは聞き慣

れないことから、「逃げてください」の方がよいと答えた。

H 氏は、わらべうたを例にあげ、日本語は単純な言葉を

繰り返し言うことが内容の理解に効果的だという考えを

開陳した。そのうえで、「『すぐに逃げてください。すぐ

に逃げてください』と言った方が、頭にこびりつく」と

し、同じ意味のセンテンスが途中で体言止めに「変換」

されてもすぐには理解できない可能性を指摘した。 
さらに、設問 1 でも示したとおり、B 氏は「体言止め」

に対して批判的であった。本設問に対しても、あらため

て自身の考え方を回答している（下掲）。 
 

B）「～こと」って決めつけられると、「本当なのかな？」

と。いわゆる指示されると心理的にストップかかってし

まう。 
著者）B さんの言葉ではどうなりますか？ 
B）急いで避難してください。「～こと」と言われると、

「本当に津波のことをアナウンサーが分かって言ってい

るのかな？」と。 
著者）「避難しないぞ」と思いますか？ 
B）思わないと思いますよ。避難はしますよ。でも、避

難しようとさせたいならば、命令口調よりは「ください」

でやった方が、声が大きくなってもテンションが上がっ

た声でも、「ください」のほうが伝わりやすいと思う。 
 
（１０）設問 10：命を守るために 

10 人中 8 人がポジティブな回答であった。 
E 氏と H 氏は「自分の命」に、I 氏は「あなたの命」

にと、守るべき対象を挿入することを提案した。 
一方、F 氏は、一定の評価を下しつつもさらに良いフ

レーズがないかと問い返していた（下掲）。 

そのとおりなんですけど、裏を返せば「逃げなければ死

ぬよ」ということだと思うんです。こういうある意味丁

寧な言い回しが、緊急の状況下で、もっと緊迫するよう

な簡潔で逃げ出す避難行動につながるようなフレーズが

ないんだろうかと。  
 
なお、J 氏は、「ここまでは聞き取れていない」と述べ

たうえで、その理由は「非常事態」と「今すぐ逃げてく

ださい」が頭の中にあったからだろうと回答していた。

後述するように、フレーズの並び順などによる印象の違

いを操作・排除できていない点に関しては、今回の調査

手法の限界を示している。 
（１１）設問 11：ためらわずに 

このフレーズは、最近の防災・放送業界では多用され

る傾向がうかがえるが、ポジティブが 5 人、ネガティブ

が 5 人で、評価が分かれた。 
I 氏は「ためらわずに」を、何を置いても、とにかく

自分の命を優先するという意味で捉え、「もしかするとこ

れが一番訴えたいことなのかなと思う」とポジティブに

受け止めていた。 
しかし、馴染みのある言葉ではないという印象を持っ

た人も複数いて、「『ためらわずに』は日常会話で使わな

い」（E 氏）、「なんか『立派な』言葉でなく、もっと簡潔
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（８）設問 8：今避難すべき場所は、高台や津波避難ビ

ル、津波避難タワーなど高いところです 

ポジティブ 5 人、ネガティブ 5 人と、半々に評価が分

かれた。 
J 氏は「避難場所をきちんと伝えていたので、すごく

よかったと思いました」と答えた。 
石巻市では、津波発生時には津波浸水域外のより高い

場所に避難することが基本であるとしつつも、浸水域外

への水平避難が遅れた市民の安全を確保する必要がある

ことから、津波一時避難場所として津波避難ビル・津波

避難タワーの整備を進めている 3)。そこでD 氏も、東日

本大震災の経験がキャスターコメントに反映されていた

ことから、印象に残ったと回答した（下掲）。 

震災の後に避難タワーやビルができたので、それで頭に

残ったんですね。元々は全くなかったんですよ、避難ビ

ルとかタワーは。だから震災の後にちゃんとこういう言

葉を入れたんだなと思った。 
  
一方で、同様の事情をふまえながらも、A 氏はネガテ

ィブな回答を次のように述べていた（下掲）。 

避難ビル・タワーというのは、石巻の場合ですけど避難

できなくて逃げ遅れた人が最後に駆け込む場所で、本当

に避難すべきは高台なんですよ、造った経緯からすると。

たとえばお年寄りとか車イスとか車の無い人、山まで行

けない「最後に避難する」という意味で作ったのがビル・

タワーなんです。なので、造った経緯からすると、「今避

難すべきは高台です」と言うのが正解だと思います。 
 
同じく、H 氏は、津波避難ビル・タワーには受け入れ

可能人数に限りがあり混乱を招く恐れがあることを指摘

し、一番良いのは「高台に逃げてください」だと答えた。 
さらに、E 氏はセンテンスの長さをネガティブに指摘

し、「くどいよね。『とにかく高台や避難ビルなどに逃げ

てください』と、短い言葉で」と答えた。I 氏は、「『今

すぐ逃げてください』が直前にあり、多分気持ちが動揺

していた」からだろうと推測を加えたうえで、「本当は大

事なところなのだろうが、印象には残らなかった」と答

えた。 
（９）設問 9：体言止めのフレーズ（急いで逃げること！

ただちに避難！） 

ポジティブな評価が大勢を占めて 7 人いたが、B 氏、

E 氏、H 氏の 3 人が明確にネガティブな評価をした。 
まず、E 氏は、「逃げること」という言葉遣いは聞き慣

れないことから、「逃げてください」の方がよいと答えた。

H 氏は、わらべうたを例にあげ、日本語は単純な言葉を

繰り返し言うことが内容の理解に効果的だという考えを

開陳した。そのうえで、「『すぐに逃げてください。すぐ

に逃げてください』と言った方が、頭にこびりつく」と

し、同じ意味のセンテンスが途中で体言止めに「変換」

されてもすぐには理解できない可能性を指摘した。 
さらに、設問 1 でも示したとおり、B 氏は「体言止め」

に対して批判的であった。本設問に対しても、あらため

て自身の考え方を回答している（下掲）。 
 

B）「～こと」って決めつけられると、「本当なのかな？」

と。いわゆる指示されると心理的にストップかかってし

まう。 
著者）B さんの言葉ではどうなりますか？ 
B）急いで避難してください。「～こと」と言われると、

「本当に津波のことをアナウンサーが分かって言ってい

るのかな？」と。 
著者）「避難しないぞ」と思いますか？ 
B）思わないと思いますよ。避難はしますよ。でも、避

難しようとさせたいならば、命令口調よりは「ください」

でやった方が、声が大きくなってもテンションが上がっ

た声でも、「ください」のほうが伝わりやすいと思う。 
 
（１０）設問 10：命を守るために 

10 人中 8 人がポジティブな回答であった。 
E 氏と H 氏は「自分の命」に、I 氏は「あなたの命」

にと、守るべき対象を挿入することを提案した。 
一方、F 氏は、一定の評価を下しつつもさらに良いフ

レーズがないかと問い返していた（下掲）。 

そのとおりなんですけど、裏を返せば「逃げなければ死

ぬよ」ということだと思うんです。こういうある意味丁

寧な言い回しが、緊急の状況下で、もっと緊迫するよう

な簡潔で逃げ出す避難行動につながるようなフレーズが

ないんだろうかと。  
 
なお、J 氏は、「ここまでは聞き取れていない」と述べ

たうえで、その理由は「非常事態」と「今すぐ逃げてく

ださい」が頭の中にあったからだろうと回答していた。

後述するように、フレーズの並び順などによる印象の違

いを操作・排除できていない点に関しては、今回の調査

手法の限界を示している。 
（１１）設問 11：ためらわずに 

このフレーズは、最近の防災・放送業界では多用され

る傾向がうかがえるが、ポジティブが 5 人、ネガティブ

が 5 人で、評価が分かれた。 
I 氏は「ためらわずに」を、何を置いても、とにかく

自分の命を優先するという意味で捉え、「もしかするとこ

れが一番訴えたいことなのかなと思う」とポジティブに

受け止めていた。 
しかし、馴染みのある言葉ではないという印象を持っ

た人も複数いて、「『ためらわずに』は日常会話で使わな

い」（E 氏）、「なんか『立派な』言葉でなく、もっと簡潔

でいいと思う」（F 氏）、「やわらかく直に入るような言葉

で、例えば『即』避難してくださいだね」（H 氏）といっ

た意見が寄せられた。 
また、他のキャスターコメントの方が相対的に印象に

残りやすかったという指摘もあった。C 氏は「命を守る

ために」、「急いで」、「すぐ」のほうが心に響いたという。

J 氏はむしろ「命を守るために」や「ただちに」を繰り

返すことを提案した。 
（１２）設問 12：この放送を聴いたあなたが、まわりに

も声をかけながら率先して避難をしてください 

回答傾向にばらつきがあった。集計してみると、ポジ

ティブ 4 人、どちらでもない 3 人、ネガティブ 3 人とな

り、どちらでもない評価をした回答者数が、キャスター

コメント 10 要素のなかで最多となった。 
C 氏は、情報をラジオなどで入手できていない人もい

るだろうからとして、このセンテンスに含まれている他

者を配慮する姿勢自体にポジティブな反応を示していた。

A 氏も、高い評価を下した（下掲）。 

これは二重丸、三重丸、はなまる。これは必要なことで、

それこそ釜石で子どもたちが「てんでんこ」で、まわり

の人たちにも声をかけてまわりを巻き込んで声かけしな

がら逃げたということなので、これは必要だと思います。

今まであまりこういうまわりへの呼びかけはテレビ・ラ

ジオで聞いたことないなと思います。 
 
一方、F 氏は、東日本大震災の経験をふまえたうえで、

懐疑的な意見を述べていた（下掲）。 

余裕があればの話だけど、置かれている状況や場所とか

みんな違うんで、まわりにも声かけする余裕があるんで

あればアナウンスした方がいいわけですけど、とっさの

時は自分の命を守るそれだけで精いっぱい。この町内で

も 9 人が亡くなっている。家の前でも高齢のおばあちゃ

んに「2 階に上がらないとダメ」と道路にいるので言っ

たんだけど、高齢でもあるので聞こえていたのかも分か

らないけど、2 階に上がらないから津波に流されて死ん

じゃうんだけど…。まだ地震直後だと周辺に対する配慮

があったんだけど、もう水を見てからというのは我先だ

から、自分の命を守るのが精いっぱいだから。 
 
同じくE 氏は、東日本大震災で石巻市の多くの消防団

員が犠牲になったことから、「とにかく自分が逃げればい

いんだから」と答えた。またH 氏は「みんなにも声をか

けて逃げてください」という意味を伝えるには「この放

送を聞いたあなた」という言葉遣いや「率先」という固

い表現以外にも方法があるのではないかと指摘した。 
そして、B 氏は、その時自分が居る場所によって、声

をかけている余裕がある場合とそうでない場合があるこ

とから、このままの呼びかけでは雑駁である印象を持っ

たことを指摘した。 
このような回答以外に、このキャスターコメントをふ

まえて I 氏は、「もしかすると、津波が来た時に、放送局

として住民に何を優先して訴えたいのか話し合う、その

1 つの材料であるのではないのか？」と、よりよいキャ

スターコメントのありかたを考究していくためには、報

道従事者が“正解”を決めるのではなく、住民と対話し

ていく必要があることを示唆していた。 
（１３）設問 13：そのほか全体を読んでみて、気づいた

点をお聞かせください 

ここでは、いくつか特徴的な回答結果を調査対象者A
～J の順に記しておく。 

A 氏は、設問 1 の回答と類似した答えではあるが、「前

半をさらに危機感のインパクトのある話し方にするこ

と」を求める回答をした。またB 氏は、設問 4 と設問 6
と同様に、県名（津波予報区）に「海岸線」を入れるこ

と、ならびに、「非常事態」という言葉には紛争・戦争を

想起させるニュアンスがあることを指摘した。 
C 氏は、「大津波」、「急いで逃げること」、「命を守るた

めに」の 3 つが特に良いと改めて回答した。D 氏は、津

波到達予想時間や雨・雪などの気象に関する情報を追加

することを提案したうえで、そもそも放送局が災害に備

えてキャスターコメントを準備していることを知って、

「東南海地震がいつ来るか分からないから、ちゃんと準

備しているんだなと心強く感じました」と感想を述べた。 
E 氏と F 氏は、アナウンスメントが短いほうがよいと

答えた。また、G 氏は 「こういう放送は必要だ」と述べ、

H 氏は、短歌のようなコンパクトなフレーズや言葉のリ

ズムを参考にすればよいのではないかとの提案をした。 
そして I 氏は、本調査への感想として、以下のように

答えている（下掲）。 

言葉で避難行動を促すという時に、適切な言葉を表現す

ることは、重要なことだと思いますね。これを話し合っ

てより伝わるものにしていくという意識は、放送局に携

わる方として持ち続けて欲しいものですね。どうしても

冗長な言葉とかたくさん入れてしまいがちになりますよ

ね。あと、速いと急かされるというのはあるんだけれど、

高齢者が聞き取りづらい。私も最近、聞き取れる音量と

音の高さがあるので、あまり速いと「あれれ」と思うこ

とがある。あと、間をちょっぴり取るところがあっても

いいのかなと。 
 
さらに J 氏は、東日本大震災時に自身がすぐに避難し

なかった経験をふまえ、「今すぐ」や「ただちに」を繰り

返すことを改めて提案した。 
 
７．考察 
（１）キャスターコメントごとの傾向分析 
まず、キャスターコメントの 10 要素についての回答傾
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向の集計結果を、あらためて表-2に示す。 
本研究の調査対象者は、わずか 10 人であるにもかかわ

らず、多種多様な受け止め方や意見があることがわかっ

た。また、それらは地域の実情と自らの経験をふまえた

具体的な意見ばかりであった。 
 

表-2 キャスターコメントごとの回答傾向（n=10） 

キャスターコメント ポジティブ どちらでもない ネガティブ
大津波警報 8人 1人 1人
県名（岩手県・宮城県・福島県） 7人 3人
東日本大震災クラスの巨大な津波が来ます 10人
非常事態です 6人 4人
今すぐ逃げてください 10人
今避難すべき場所は、高台や津波避難ビル～ 5人 5人
体言止め（急いで逃げること！ただちに避難！） 7人 3人
命を守るために 8人 2人
ためらわずに 5人 5人
この放送を聴いたあなたが、まわりにも声を～ 4人 3人 3人  
 
「東日本大震災クラスの巨大な津波が来ます」と「今

すぐ逃げてください」は、調査対象者 10 人全員がポジテ

ィブな評価を下しており、津波避難経験者にとっては印

象に残りやすいセンテンスであるといえる。この点は、

先述した大学生を対象とした調査結果（福本・近藤 2020）
とも近似している。 
一方で、大学生の回答傾向とは異なる傾向を示したフ

レーズとしては、10 人中 8 人がポジティブな評価をした

「大津波警報」が特徴的であった。おそらく津波避難経

験のない関西地方の大学生には縁遠い行政用語として受

け止められたが、津波避難経験者は自身の経験を想起さ

せるトリガーとして受け止めた可能性がある。 
今回の調査でネガティブな評価が最も多かったキャス

ターコメントは、「今避難すべき場所は、高台や津波避難

ビル、津波避難タワーなど高いところです」であった。

理由として、津波避難ビルやタワーより高台が最善だと

する意見とは別に、ビル・タワーの認知が住民に進んで

いない石巻市の実情が挙げられた。 
これらのことをふまえると、情報受信者にとって実体

験をふまえて当事者としての意識が喚起されるがゆえに

ヒットする場合（すなわち、「大津波警報」など）と、そ

の地域の実情に即していないがゆえに心に響かない場合

（すなわち、「津波避難タワー」など）があることがわか

る。こうしたローカルな文脈の多様性・複雑性に関して

発信者側が敏感になっておかなければ、伝えたい思いは

一方通行のものとなり、キャスターコメントを変更する

ことが、かえって災いとなる危険さえあるだろう。 
ネガティブな評価を多く受けたもう 1 つのキャスター

コメントは、「ためらわず」であった。これは、東日本大

震災以降、特に近年の災害多発をふまえ、放送局が“よ

かれと思って”使用するようになったパワーフレーズの

はずであった。しかし、馴染みがないことから違和感を

持つ人がいたのも事実である。 

そして、最も回答傾向が分散していたのは、「この放送

を聴いたあなたが、まわりにも声をかけながら率先して

避難をしてください」であった（ポジティブ 4 人、どち

らでもない 3 人、ネガティブ 3 人）。このフレーズも、経

験をふまえて必要性を感じた人や大事な慮りだと感じた

人もいれば、現実的にそのような行動は無理だと感じた

人、率直にまわりくどいと感じた人もいた。 
このように見てくると、回答結果が多種多様といえば

まだ聞こえはよいが、これはすなわちバラバラの謂いで

あり、より良きキャスターコメントというかたちに収斂

させていくことなど不可能なように感じるのではないだ

ろうか。浮かび上がったこの難題に関して、次節に解決

するための道筋を述べる。 
（２）津波避難アナウンスメントのありかた 
そもそも、これまでに津波避難キャスターコメントや

アナウンスメントのありかたを検討する際は、放送局内

での「閉じられた議論」に頼ってきたきらいがある。そ

の結果、報道従事者側の善意のもとに改訂がなされてき

たとはいえ、各現場における実際かつ現実的な受け止め

方が、キャスターコメントやアナウンスメントに反映さ

れにくいという構造にあった。 
ところで、仮に住民と一緒にキャスターコメントやア

ナウンスメントを考案してみるとすれば、どのような効

果が得られるだろうか。あえて馴染みの薄い「ためらわ

ずに」という言葉を使おうとする放送局側の意図を住民

が認識することによって、その「違和」が軽減・解消し、

配慮のある味わい深い言葉として感じられるようになる

のではないか。 
本研究の分析フレーム、言語論における語用論をふま

えて、従前の文脈を再構築してみるならば、実際には、

「ためらわずに」という言葉があってもなくても大差は

なくなる可能性すら想起できるだろう。同じように、「東

日本大震災クラスの巨大な津波が来ます」というフレー

ズも、現況の日本社会の中で、風化を防ぐ報道が続いて

いるならば意味を成すであろうし、そうでないならば、

訴求力は年々低減していくことが容易に想像される。 
「高台」とも言わず、「津波避難タワー」とも言わず、

事前のコミュニケーションによって、放送局と住民で「よ

り高いところへ」とだけアナウンスすることを取り決め

ておけば、多種多様な意見に惑わされることも軽減化さ

れるはずである。同じように考えを進めれば、体言止め

にするかしないかなどの適否／賛否なども、枝葉の議論

に過ぎないとさえ言えるだろう。 
設問 13 で示した D 氏の回答が、こうした考えの筋道

を補強してくれる。D 氏は、放送局が災害に備えてキャ

スターコメントを準備していることを、当該調査を通じ

て初めて知ることになり、「東南海地震がいつ来るか分か

らないから、ちゃんと準備しているんだなと心強く感じ

ました」と感想を述べていた。このようなプロセスを経

たD 氏であれば、いざ次なる災害が発生した時に、多少
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向の集計結果を、あらためて表-2に示す。 
本研究の調査対象者は、わずか 10 人であるにもかかわ

らず、多種多様な受け止め方や意見があることがわかっ

た。また、それらは地域の実情と自らの経験をふまえた

具体的な意見ばかりであった。 
 

表-2 キャスターコメントごとの回答傾向（n=10） 

キャスターコメント ポジティブ どちらでもない ネガティブ
大津波警報 8人 1人 1人
県名（岩手県・宮城県・福島県） 7人 3人
東日本大震災クラスの巨大な津波が来ます 10人
非常事態です 6人 4人
今すぐ逃げてください 10人
今避難すべき場所は、高台や津波避難ビル～ 5人 5人
体言止め（急いで逃げること！ただちに避難！） 7人 3人
命を守るために 8人 2人
ためらわずに 5人 5人
この放送を聴いたあなたが、まわりにも声を～ 4人 3人 3人  
 
「東日本大震災クラスの巨大な津波が来ます」と「今

すぐ逃げてください」は、調査対象者 10 人全員がポジテ

ィブな評価を下しており、津波避難経験者にとっては印

象に残りやすいセンテンスであるといえる。この点は、

先述した大学生を対象とした調査結果（福本・近藤 2020）
とも近似している。 
一方で、大学生の回答傾向とは異なる傾向を示したフ

レーズとしては、10 人中 8 人がポジティブな評価をした

「大津波警報」が特徴的であった。おそらく津波避難経

験のない関西地方の大学生には縁遠い行政用語として受

け止められたが、津波避難経験者は自身の経験を想起さ

せるトリガーとして受け止めた可能性がある。 
今回の調査でネガティブな評価が最も多かったキャス

ターコメントは、「今避難すべき場所は、高台や津波避難

ビル、津波避難タワーなど高いところです」であった。

理由として、津波避難ビルやタワーより高台が最善だと

する意見とは別に、ビル・タワーの認知が住民に進んで

いない石巻市の実情が挙げられた。 
これらのことをふまえると、情報受信者にとって実体

験をふまえて当事者としての意識が喚起されるがゆえに

ヒットする場合（すなわち、「大津波警報」など）と、そ

の地域の実情に即していないがゆえに心に響かない場合

（すなわち、「津波避難タワー」など）があることがわか

る。こうしたローカルな文脈の多様性・複雑性に関して

発信者側が敏感になっておかなければ、伝えたい思いは

一方通行のものとなり、キャスターコメントを変更する

ことが、かえって災いとなる危険さえあるだろう。 
ネガティブな評価を多く受けたもう 1 つのキャスター

コメントは、「ためらわず」であった。これは、東日本大

震災以降、特に近年の災害多発をふまえ、放送局が“よ

かれと思って”使用するようになったパワーフレーズの

はずであった。しかし、馴染みがないことから違和感を

持つ人がいたのも事実である。 

そして、最も回答傾向が分散していたのは、「この放送

を聴いたあなたが、まわりにも声をかけながら率先して

避難をしてください」であった（ポジティブ 4 人、どち

らでもない 3 人、ネガティブ 3 人）。このフレーズも、経

験をふまえて必要性を感じた人や大事な慮りだと感じた

人もいれば、現実的にそのような行動は無理だと感じた

人、率直にまわりくどいと感じた人もいた。 
このように見てくると、回答結果が多種多様といえば

まだ聞こえはよいが、これはすなわちバラバラの謂いで

あり、より良きキャスターコメントというかたちに収斂

させていくことなど不可能なように感じるのではないだ

ろうか。浮かび上がったこの難題に関して、次節に解決

するための道筋を述べる。 
（２）津波避難アナウンスメントのありかた 
そもそも、これまでに津波避難キャスターコメントや

アナウンスメントのありかたを検討する際は、放送局内

での「閉じられた議論」に頼ってきたきらいがある。そ

の結果、報道従事者側の善意のもとに改訂がなされてき

たとはいえ、各現場における実際かつ現実的な受け止め

方が、キャスターコメントやアナウンスメントに反映さ

れにくいという構造にあった。 
ところで、仮に住民と一緒にキャスターコメントやア

ナウンスメントを考案してみるとすれば、どのような効

果が得られるだろうか。あえて馴染みの薄い「ためらわ

ずに」という言葉を使おうとする放送局側の意図を住民

が認識することによって、その「違和」が軽減・解消し、

配慮のある味わい深い言葉として感じられるようになる

のではないか。 
本研究の分析フレーム、言語論における語用論をふま

えて、従前の文脈を再構築してみるならば、実際には、

「ためらわずに」という言葉があってもなくても大差は

なくなる可能性すら想起できるだろう。同じように、「東

日本大震災クラスの巨大な津波が来ます」というフレー

ズも、現況の日本社会の中で、風化を防ぐ報道が続いて

いるならば意味を成すであろうし、そうでないならば、

訴求力は年々低減していくことが容易に想像される。 
「高台」とも言わず、「津波避難タワー」とも言わず、

事前のコミュニケーションによって、放送局と住民で「よ

り高いところへ」とだけアナウンスすることを取り決め

ておけば、多種多様な意見に惑わされることも軽減化さ

れるはずである。同じように考えを進めれば、体言止め

にするかしないかなどの適否／賛否なども、枝葉の議論

に過ぎないとさえ言えるだろう。 
設問 13 で示した D 氏の回答が、こうした考えの筋道

を補強してくれる。D 氏は、放送局が災害に備えてキャ

スターコメントを準備していることを、当該調査を通じ

て初めて知ることになり、「東南海地震がいつ来るか分か

らないから、ちゃんと準備しているんだなと心強く感じ

ました」と感想を述べていた。このようなプロセスを経

たD 氏であれば、いざ次なる災害が発生した時に、多少

アナウンスされる語彙に違和感があったとしても、しっ

かり準備・鍛錬してきてくれたキャスターが、今、我々

のために避難を呼びかけてくれているという文脈の中に

置かれて、「この呼びかけは大事な呼びかけなのだ」と感

得するのではないだろうか。 
また、I 氏が、キャスターコメントの原稿を手にした

直後の設問 3 の回答中に、「私なりに練習してもいいです

か？」と言った後、その場で自分なりにアナウンスメン

トを実演し、「少し間を開けた方がより伝わるかな」と感

想を述べる場面もあった。ここにおいて、人が人にライ

ブで情報を呼びかけることの難しさを共有できた可能性

がある。キャスターがその難しさを乗り越えようとして

いることを知ったうえで、実際に切迫した状況下でキャ

スターが避難を呼びかけている事態に遭遇すれば、I 氏

も、「この呼びかけは大事な呼びかけなのだ」と感得する

のではないだろうか。 
津波避難アナウンスメントに関して、共に考え、対話

をなし、その過程をふまえてまとめあげるようにすれば、

そこでようやく「成解」（岡田 2008）4)を導き出せる可

能性があるだろう。既に、坂田（2016）は、東日本大震

災における報道機関の奮闘と課題をふまえた上で、市民

とメディアの対話や協働に向けて、「メディアは自らの立

場や苦悩を被災者や視聴者に率直に伝えてもいい」とし、

住民をメディア自らの社会的活動の中に巻き込んで、共

に社会を変えていくような関係性を持とうとすること自

体が重要だとしている。 
この指摘を津波避難アナウンスメントの議論に適用す

ると、たとえば報道従事者と住民が共に考えるワークシ

ョップを行い、その結果を放送局は番組で放送し、地域

住民に広く共有することが考えられる。そして、特定の

住民だけの意見の反映にならぬよう、このような活動を

連続的に企画すれば、より確かな知見が得られるように

なるだろう。さらに、ある地域の住民とまた別の地域の

住民との議論をクロスさせてさらなる発展を目指せば、

放送エリアの実情に根差した地域版キャスターコメント

やアナウンスメントの誕生に繋がることが期待できるの

ではないだろうか。 
このようにして、報道従事者と非報道従事者の間で「信

頼関係」ともいえる関係性を平時のリスク・コミュニケ

ーションを通して構築していくことができれば、災害時

には、より良いクライシス・コミュニケーションが実行

される道筋が開けてくるものと考えられる。 
 
８．課題と展望 
本研究は、津波避難経験者を対象にして、津波避難ア

ナウンスメントのありかたという主題に関するデプスイ

ンタビューを行った。しかし、サンプル数が少ないとい

う点においては、多くの課題を抱えている。津波避難の

経験の度合い、年齢などの主たる属性、防災への関心度

や役職の有無による違いなど、比較・検討すべき要素の

多くを欠いた状態にある。これらは、今後の追加調査に

よって知見を補っていきたい。 
もちろん、他の被災地、さらには、たとえば南海トラ

フ地震によって被害を受けることが想定されている“未

災地”での調査も必要であるものと考える。 
データの採取方法に関しても、さらなる改善の余地が

あるだろう。半構造化インタビューによって、質的な、

しかしながらきわめて主観的な回答データを得ているた

め、集計した回答傾向の分散に関しても、解釈の厳密性

には疑義が残る。より客観的な手法、たとえば、心拍数

を捉える実験装置などによって、どのキャスターコメン

トがどれほどのインパクトを与えるのかを確かめるアプ

ローチなども検討されてよいだろう。 
今回、調査対象者に付与したサンプル音源も、センテ

ンスの並び順、ボリューム、発話者を男性にするか女性

にするか、はたまた AI アナウンサー（機械音声）にす

るかなど、バリエーションを変えて比較検討する余地が

多分にある。そしてそもそも、調査時の反応と、本番（災

害時）の帰結が同じになるのかという本質的な問題も孕

んでいる。会議室内で採取した回答データは、まさにそ

の「文脈」に依存しているものとして慎重に留保して取

り扱う必要があるだろう。 
こうした課題を十分に自覚しながらも、本稿では、事

前のリスク・コミュニケーションにおいて、津波避難ア

ナウンスメントを共に考えることが、避難呼びかけとい

う情報に対する感受性を高めるのではないかという仮説

をあらたに提起している。津波で犠牲になる人をひとり

でも減らすために、今後の展望として、この予備的な仮

説を検証していくアプローチを展開することから、より

実践的な知見を蓄積していきたいと考えている。 
 
謝辞：調査にご協力いただきました皆様にこの場を借り

て改めて御礼を申し上げます。なお、本研究は「放送文

化基金」（平成 29 年度）および「高橋信三記念放送文化

振興基金」（平成 30 年度）の助成を受けて実施しました。 
 
補注 
1) ただし、避難を促すアナウンスメント手法に関する研究が

全くないわけではない。たとえば、三谷（2018）は、民放

アナウンサーが吹き込んだ音声を使用し、高次脳機能障が

い者を対象とした聴覚実験を行っている。女性アナウンサ

ーの声では、軽度障がい者、中・重度障がい者、非障がい

者のいずれにおいても「リズムを強調した読み」が「棒読

み」よりも理解されやすいことを明らかにした。また、小

林・赤木（2018）は、話し方によって避難行動が変化する

ことや緊迫感が高い話し方は避難行動を促すとしている。 
2) たとえば、「津波は川を逆流し、内陸深くまで押し寄せます」、

「津波は 1 度だけでなく、2 度 3 度押し寄せる恐れがあり

ます」などのセンテンスが含まれる場合が多い。これらは

確かにいずれも重要な要素である。また、津波到達予想時
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間や予想最大津波高などのリアルタイム情報も重要であ

るが、本研究では、特に東日本大震災以降に登場したキャ

スターコメントに照準することにした。また、小笠原・大

藤（2017）の研究が、余分な語彙や冗長な表現を減らし、

複文や重文は単文に変えるなど、聞き手の理解が容易で簡

潔な文を提案したことなども参考にした。 
3) 石巻市の津波避難ビルの第 1 号締結は 2012 年 12 月、津波

避難タワーの第1 号締結は2015年3 月である。 
4) 「成解」は「正解」とは異なり、ユニヴァーサル（普遍的）

ではなく常に空間限定的（local）で、かつ時間限定的

（temporary）な性質をもつ。また、今この現場（フィール

ド）では「成解」かもしれないが、他の現場では「成解」

たりえない可能性はあるし、同時に同じ現場においても、

過去あるいは将来においては別の「成解」が成立するかも

しれないというものである。 
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ABSTRACT 
 

In the Great East Japan Earthquake, a large number of residents lost their lives because they were unable to take 
appropriate evacuation actions despite the fact that there was spare time before the arrival of the tsunami and despite 
the fact that calls for evacuation had been issued by local governments and broadcasting stations. 

In order to overcome this problem, since the Great East Japan Earthquake, broadcasters have been taking 
measures to improve their "methods of calling for evacuation" (caster comments, announcement methods, screen 
display design, etc.), but there has been little empirical analysis of how they have been received by the public. 

In this study, we conducted a qualitative survey (depth interviews) of people who experienced tsunami 
evacuation during the Great East Japan Earthquake in order to find out how people evaluate the new caster 
comments and announcement methods. 

As a result, it was found that there were a variety of perceptions depending on local conditions and individual 
experiences, but there was a certain trend in the evaluation of suitability. 

Based on these results, it was suggested that open discussion of the evacuation call itself with the audience may 
lead to increased sensitivity to information and enhanced effectiveness of the call. 
 
 

Keywords：Disaster Reporting, Tsunami Evacuation, The Great East Japan Earthquake,  
Major Tsunami Warning, Risk Communication 
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学校防災教育の学習環境の再構築による 
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和文要約 
 
近年の学校防災教育では、知識の習得、他の活動主体との連携、そして主体性の育成などの多く

の役目が求められ、その実践に期待が寄せられている。しかしながら、そのような学校防災教育に

おいては、大きく 2 つの課題がある。①「主体性」と「知識」はどのような関係で学習されるべき

か、②「主体性」は、学校教育のみで育成できるのか、という課題である。本稿では、学校教育の

みでは、防災教育に求められているすべての役目を果たしきれる機能を持っていないと論じる。な

ぜなら、学校教育のみの学習では、本来、実社会に結びついて理解されるはずの「知識」が脱文脈

化してしまい、「生活や実社会」と結び付けることが難しく、そのために「主体性」が育まれる機会

が喪失してしまうからである。 
そこで、学校教育のみが防災教育で求められるすべてを行うのではなく、学校外教育や日常的教

育と協調することで、学校教育における防災教育の学習環境を再構築し、「知識」と「生活や実社会」

がリンクすることを目指したアクションリサーチを展開した。その結果、「主体性」が育まれる道筋

を構築することができた事例について取り上げて、学校防災教育の新たなフレームワークについて

論じる。 
 
 

キーワード：学校教育、防災教育、主体性、学習環境、アクションリサ―チ 
 
 
１． はじめに 
（１） 今日の学校教育で求められていること 
学校教育において、防災教育は、様々な危険から児童

生徒等の安全を確保するために行われる安全教育の一部

をなすものであるとの考えから、 2019 年に文部科学省

によって示された「『生きる力』をはぐくむ学校での安全

教育」では、「日常生活において、危険な状況を適切に判

断し、回避するために最善を尽くそうとする「主体的に

行動する態度」を育成するとともに、危険に際して自ら

の命を守り抜くための「自助」、自らが進んで安全で安心

な社会づくりに参加し、貢献できる力を身に付ける「共

助、公助」の視点からの安全教育を推進すること」が目

指されている。「東日本大震災を受けた防災教育・防災管

理等に関する有識者会議」においても、「児童生徒等が、

知識を主体的に学び、体験的な活動を通して、自ら気づ

きを得ることが重要である」とまとめられ、防災に対す

る「主体性」を育成することが、重要視されていること

がわかる（文部科学省, 2011）。実際、学習者の「主体性」

や、学びの深まりなどを重視した実践が多く展開されて

いる。その背景には、片田（2012）が指摘するように、

災害や防災に関する「知識」のみが与えられるだけでは

災害イメージを固定化してしまい、それ以上のことを想

起できなくなることから、 自ら自主的に行動できる能力

を重視して育成・向上させようという意図がある。 
このように、学校防災教育では、「知識」を身に付ける

こと以上に、「主体的に行動する態度」が重要視され、ま

た「知識」を身に付けることにも学習者の「主体性」が

発揮されることが期待されているのである。 
（２） 「知識」と「主体性」の関係 
しかしながら、このような要求には、2 つの大きな問

題点がある。一つ目は、教育や学習の場面において、「主

体性」は「知識」に先行するものである、といったよう

に、それらに順序を決めることができるのかという点、

そして二つ目は、「主体的な態度」とは、学校教育の場で
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十分に育成されうるのか、という点である。 
a）「主体性」は「知識」に先行するのか 

  そもそも「主体性を育む教育」においては、まず「意

欲」を育てることが必要であると松田（2015）は指摘す

る。ここでいう「意欲」とは、学ぶことに興味を持ち、

学べる、できる、わかる、という喜びと自信を感じるこ

とから生まれるものである。あるものごとをしたい、知

りたいという積極的な気持ちである。この「意欲」と同

じ意味を示すのに、J. Dewey（1915）は、「impulse（衝動）」

という単語を用いた。そして、子どもが、自身の衝動（実

際に対する興味、関心）を刺激することに対して、教育

者が設備の組織と材料の組織（すなわち学校教育）を持

つならば、子どもの諸々の活動を指導して（訓練や知識

を与えること）、それらの活動を一定の進路に沿って働か

せる、という。さらに、子どもの衝動に対して、教師が

組織的な指導（系統的に整理された「知識」を教授する

こと）を行うことで、そうした指導がないままでは散漫

であった子どもの活動が、価値ある結果へ向かうのだと

続ける（（ ）は筆者加筆）（宮原, 2019）。 
つまり「意欲＝衝動」によって「主体性」が生じるが、

それが真に価値を持つには「知識」が必要であり、その

「知識」を真に生かすにはやはり「主体性」が必要とな

る。どちらが優先されるという順位はなく、それらは“同

時に”教授され育成されるべきものであると言えよう。 
b）「主体性」は学校教育でのみ育成できるのか 

しかしながら Ruitenberg（2010）は、学校や学校制度

が能動的に学生の主体化を促進することはありそうにな

いと指摘する。実際、学習指導要領の中で児童主体型の

能動的な手法を用いる授業を提案したとしても、現場で

は実践されないと赤木（2015）も指摘している。こうし

た議論は、結局のところ、教員がいかに指導力を発揮す

るか、に重きが置かれるため、児童・生徒の主体性につ

ながりにくいのである。 
佐伯ら（2000）は、学校での学習が主体的になりえな

い理由を、以下のように指摘する。 
 
学校における人為的で効率的な「空間」の組織は、子ど

もたちが自然体で活動的に学びを展開する条件を剥奪し

ているし、学校における「人」の組織と関係は、対話的

で共同的な学びの関係が成立することを困難にしている。

そして、「知識」の人為的で効率的な組織は、教育内容と

実在との関係を稀薄にし、その知識を構成している知的

共同体のディスコースとの連続性を捨象し、さらには、

その知識が実際に機能している社会的文脈との関係も捨

象して、学びの実践の意味を抽象化させている。さらに、

学校における「環境」の組織は、具体的な対象の操作を

媒介として展開すべき学びの実践の活動的性格と活動を

通して築かれるべき社会的関係を剥奪している。（佐伯胖

ら（2000）, 「学びへの誘い」, p.76） 
 

つまり、学校においては、学習の内容が極めて制度化・

効率化されているために、そうした教育では、知識は脱

文脈化され中立化し、非人称化したものとなってしまい、

本来「生活や実社会」と密接にかかわっているべきはず

の「知識」が、学校や教室や教科がすべての中心となっ

てしまうことで、その学びの内容が現実社会の文脈から

乖離してしまっているということを指摘しているのであ

る。このように「社会的文脈との関係性が捨象」されて

いる教育では、「主体性（意欲）」を掻き立てる「impulse
（衝動）」は発生し得ず、「知識」は「主体性」と関係を

結ぶことはない。 
つまり、学校防災教育において「主体性」が課題とな

るとき、そこには、「知識」と「生活や実社会」がリンク

していない状況があるということである。その根本的な

原因は、学校の敷地内、あるいは教室の中でのみ行われ

る、防災にのみ焦点をあてた防災単独のカリキュラムに

とどまってしまっていることである。学校、あるいは教

室、そして教科という限られた枠の中で、防災だけを取

り上げたカリキュラムでのみ議論していることこそが、

学校防災教育における大きな課題である。「教室以外の

“空間”」、「教師と生徒以外の“人”」、「防災以外の“知

識”」、「学校以外の“環境”」といった、より広い社会的

な文脈において、本来、学びが目指すべきあり方、つま

り、学習した防災の「知識」は、どのように「生活や実

社会」で活用しうるのか、という観点に対して、「主体的」

に関心を持つ、というあり方を目指し、「知識」と「主体

性」の育成を同時に目指す学校防災教育を再構築してい

くことが必要である。 
（３）教育の 3 つの場：学校教育・学校外教育・日常的

教育 
学校教育で学習する防災を、広い社会的な文脈でとら

えるためには、学校教育以外で実践される教育や学習の

場との連関性が求められる。教育や学習が行われうる場

は、大きく 3 つに分類できる。すなわち、「学校教育」・「学

校外教育」・「日常的教育」である。しかし当然ながら、

これらの教育は、明確に線を引いて分類できるものでは

ない。その分類の詳細や定義に関しては、たとえば丸山・

太田（2013）が詳しく論じているため、ここでは、それ

ぞれの教育が、学校教育と比較して、どの程度制約を受

けていないか、に着目することで、これらの分類につい

て整理する。 
「学校教育」は、教育機関によってプログラムされる、

系統だった学習カリキュラムと学習時間などが制定され、

学習到達目標までが限りなく最適化された教育（「はしご

式教育」）である。必要と思われる知識や、身に付けさせ

たい態度の育成を、系統立てたマニュアル・カリキュラ

ムを構築することで目指したり、そのための学習時間を

明確に確保していることを特徴とする。 
「学校外教育」は、学校教育以外で実施される、組織

的かつ継続的な教育を指す。「はしご式」な教育は当ては
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まらず、期間も異なる。教育者と学習者の関係や教育手

法が柔軟で、実践的であり、学校教育ほど規制を受けて

いない点が特徴である。ある目的をもって組織される、

学校教育のシステムの外にある教育活動であるといえる。

たとえば、スポーツや芸術などの習い事の教室、公民館

や生涯学習センター、コミュニティーセンター、さらに

児童館などで行われる教育活動などがこれに当てはまる。 
「日常的教育」は、先の 2 つとはまったく異なる。仕

事、家庭生活、余暇などに関連する日常の生活・活動か

ら学びとる教育であり、そこに秩序だった構成はない。

もっとも日常生活に近いところ、もしくは日常生活その

ものの中で行われる、経験が重視される活動で、社会的

な秩序や人間関係のあり方、空間の規範など、それ自体

が人間形成に影響を与えるような場合に、それが非定型

的な特質を持つのである。自分たちが住んでいる地域に

おいて、学校のカリキュラムの影響を受けない、経験的

に学び取る場面を指す。 
ラジブほか（2013）は、学校教育や学校外教育、日常

的教育の相対的な効果は時間や状況によって左右され、

それらの教育に対する人々の反応もさまざまであるが、

これらの教育形態はすべて重要であると指摘する。

Lidstone and Nielsen（1999）や Petal and Izadkhah（2008）
は、学校での体系的で組織だった教育に、学校外教育や

日常的教育を取り入れることが、防災教育において重要

なことを示している。様々な教育形態が組み合わさるこ

とで、相乗的な防災教育効果が期待できるのである。さ

らにRajibほか（2004）も、学校の防災教育は自己学習、

家庭の教育、および地域社会の教育と組み合わせた場合、

地域の中で、生徒が「防災対策の文化」を育むのに役立

つことを示し、防災教育には、知識だけではなく、むし

ろ行動に影響を与える学校外教育活動を取り入れるべき

であると指摘している。 
（４）相互の実践にアクセスするための新しい学校防災

教育のフレームワーク 
  以上から、①防災に資する「知識」をどのように学校

教育の中で身に付けるか、そして、②得た「知識」を、

「生活や実社会」と結び付けて、「主体性」を育むために、

学校外教育や日常的教育と協調する、学校防災教育の学

習環境を再構築することが重要であることがわかる。そ

うした概念をまとめたものが図-１である。 
  本稿では、こうした概念に沿って展開したアクション

リサーチについて報告する。第 2 章では、防災教育の「知

識」の部分に焦点をあてる。学校教育における複数の教

科間で、総合的・横断的に、「防災の“知識”」が「防災

以外の“知識”」と協調するためのアプローチについて議

論する。第 3章では、学校教育で得た「知識」を真に価

値づけるための「主体性」を育むために必要な、学校外

教育との連携のあり方について、児童館という場で展開

された実践について議論する。第 4章では、系統性を一

切持たない日常的教育、つまり地域での学びを、学校防

災教育がどのように生かし、協調していくことができそ

うかについて、学校と地域が協働で地域防災活動を展開

している事例をもとに議論する。 
 
２． 学校教育の教科教育における協調：クロスカリキュ

ラム型防災教育の実践 
（１）クロスカリキュラム型防災教育における「連結ピ

ン」の重要性 
岡田・矢守（2019）は、近年、わが国で議論されてい

る学校防災教育に関するフレームワークを 4つに整理し、

それぞれの評価と考察を行った結果、「防災教育の実施が

困難だ」と考える教師の“現実論”に寄り添う形で、大

図-1  本研究における学校防災教育を取りまく学習環境に関する概念図 
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きな負荷をかけずに、防災教育を学校教育の内部に確保

するための一つの手法として、クロスカリキュラムに基

づいた教科横断的な防災教育カリキュラムの有効性を論

じている。クロスカリキュラム型防災教育によって、防

災と防災以外の“知識”を協調させることが期待できる。 
しかしながら、このクロスカリキュラムには大きな課

題がある。それは中島（2016）が指摘するように、「教科

では、何らかの形で防災に関する意識を高める教育内容

が盛り込まれている」が、「実質的な時間、授業が確保さ

れていない」現状では、「防災教育が教科学習と関係ある

ことは学習者である子どもには意識されない」ことであ

る。これは、たとえば、教師が、クロスカリキュラムを

意識して、複数教科の防災に関わる単元を意図的に扱う

ように授業を構成していたとしても、学び手の児童にと

っては、クロスカリキュラムが可視化されていないため

に、「理科の授業で習うことは理科」であり、「社会科の

時間で習うことは社会科」でしかないという状況を指し

ている。 
そこで、こうした教師と児童の認識の不一致を避け、

乖離を埋めるためのツールを開発した。複数教科間を相

関的につなぐクロスカリキュラム型防災教育を実現する

ためのこのツールを、本研究では「連結ピン」と呼称す

る。この連結ピンの導入によって、防災学習の中心には、

常になにか決まった共通のテーマや教材、ツールが見え

隠れすることになる。そうすることで、てんでバラバラ

に思える各教科の学習が、防災というテーマのもとで集

約され、「これは社会科で学習したことだけれど、防災の

学習としても考えられるんだ」「これは理科で学習した

ことだけど、これも防災なんだ」と、学習者である児童

が理解することが期待できる。連結ピンによって、クロ

スカリキュラム型防災教育が、教師と児童、どちらの視

点からも達成され、複数教科間での学びが、相関的なも

のとなりうる。 
（２）クロスカリキュラム型防災教育の実践 
a) 実践対象校 

この防災教育の実践対象は、鳥取県日野町根雨小学校

である。同小学校は、2000 年の鳥取県西部地震や 2016
年の鳥取県中部地震による揺れや被害を経験している。

2000 年の地震で起こった土砂崩れの跡が残る山肌は校

舎や教室の窓から見ることができ、児童の中には、その

地震によって自宅が全壊したことを家族から聞く経験を

持つ児童がおり、教師の中にも、それら 2 つの地震を覚

えている人もいる。近年の災害の痕跡や記憶が身近にあ

る学校といえる。ここ数年は全児童数が約 60名で推移し

ており、1 学年 1 クラスで運営されている。また同小学

校では「満点計画学習プログラム（＝満点学習）」という

特徴的な地震防災教育を 2010 年から京都大学防災研究

所と取り組んでいる（詳細は、岩堀ら，2015）。 
 
b)  「連結ピン」としての防災マスターカード 

2017 年度に、6 年生担任と協働してクロスカリキュラ

ム型防災教育を実践するための方策として、教科書に記

載のある防災に関係する単元をそのまま活用する 1 年

間を通した防災教育カリキュラムを構築した。理科・社

会科・家庭科・保健科の教科書に掲載されている、防災

に関連のある単語をピックアップし、担任教諭に、“通

常通り”授業を行ってもらった。そしてその際、児童に

は、連結ピンとして、“根雨防災マスターカード”（図

-2）を一人一枚配布し、マス目に書かれている項目につ

いて学習したら、教科ごとに色を変えて、マス目に色を

塗るように指導した。 
児童らに配布する際、筆者は以下のように呼びかけた。

「本当に災害が起こったとき、専門家は助けに来ること

ができないかもしれません。そんなとき、防災について

学習したあなたたちが、家族や町の人を助けられるよう

な存在、つまり防災マスターになってほしいと思ってい

ます。防災マスターになれるように、このカードのマス

をすべて塗れるように頑張って学習してください。」こう

した声かけや、担任教諭の協力もあり、児童らは、意欲

的に色塗りに取り組んだ。 
カードで取り上げた単語の具体的な教科の内訳は、理

科（橙色）10 マス、社会科（緑色）15 マス、総合学習

（紫色）4 マス、その他（桃色）1マス、筆者が行った授

業（満点学習）での学習（青色）10 マスの、合計 40 マ

スである。結果として、児童が色を塗った時の内訳は、

理科 3マス、社会科 12 マス、総合学習 3マス、その他 4
マス、筆者の授業 18 マスであった。教科学習の進捗と合

わせて、総合的な学習の時間で特別に取り扱った単元も

あるため、当初予定していた色の数が変動したことは、

想定内である。ここで注目したいのは、桃色で塗られた

“その他”のマスである。当初は家庭科から1 マス分ピ

ックアップしていたが、結果的には 4 マス塗られた。ピ

ックアップしたもとの教科以外のところでも、防災に関

して学習したと児童らが捉えたということである。 
c) マスターカードの効果 

このカードを導入する教師側のメリットは、教科書に

図-2  防災マスターカード 
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ある内容をそのまま授業することで、一から防災教育の

カリキュラムや教材を構築しなければならないという負

担が軽減される一方、特別に準備作業のための時間を確

保しなくても、防災教育は達成されるという点である。

事実、この年度が終わるとき、担任教諭は、「思っていた

よりも、（防災関連項目をピックアップしたことを）意識

せずに、授業で（普通に）教科書を使う中で、防災に関

係することを扱うことができました」と述べている。 
他方、児童の側からも、「色をぬったところに書いてい

る内容がどんなものだったかと思いながらした」、「社会

や理科などの勉強のふり返りにもなりました」、「色をぬ

っていくとどの授業で習ったことかよく分かった」とい

った感想があった。教科によって色を塗り分けたことで、

“防災”マスターカードであるにもかかわらず、社会科

や理科など、他教科とも関連しているということを児童

らが視覚的に理解したことがわかる。また、それまでの

学習内容をふり返ることにも有用であることがわかった。

これらの児童らの評価から、マスターカードのような仕

組みが、クロスカリキュラム型防災教育における連結ピ

ンとして機能していると評価することができる。つまり、

防災と防災以外の“知識”を協調させる防災教育が、ク

ロスカリキュラムという手法で達成できることが明らか

となった。 
 
３． 学校外教育における実践：児童館でのアクションリ 

サーチを通して 
（１）「結節点」として期待できる地域防災活動の中での

児童館 
学校教育で得た「知識」が真に価値を持つには、「主体

性」を同時に育成する必要があり、そのためには「知識」

と「日常や実社会」がリンクすることが重要なのであっ

た。つまり、学校防災教育を、学校の中での学習のみに

捉えるのではなく、学校外で行われる教育と連携するこ

とをも含み、学校だけで展開される単独的な学習から、

「教室以外の“空間”」、「教師と生徒以外の“人”」、「学

校以外の“環境”」と協調するような形で実施していくこ

とが求められる。「学校外教育」の枠組みを持つ主体は多

く存在するが、ここでは、児童館に着目する。 
防災活動の主体として児童館に着目することには、地

域防災活動の推進に対して大きな意義があると岡田・矢

守（2019）は指摘する。防災活動において関係主体の相

互連携の重要性が求められるのは、各主体での活動が相

互の連携を欠いたままバラバラに展開されると、その狭

間が「空白点」となってしまう危険性があるからである。

児童館は、児童が、放課後、帰宅までの時間を過ごす施

設であるため、学校にも、家庭にも、地域社会にも直接

的には所属しないという点で、地域の中で独自のポジシ

ョンを占めている。しかし同時に、そのすべてと関係を

有しているという意味で、児童館は、学校・家庭・地域

を結ぶ「結節点」ともなりうる。つまり、児童館は、そ

れぞれの主体が防災活動を個別に展開することで地域防

災の「空白点」になる危険性をもちながらも、逆に、関

係主体の連携を担う重要な「結節点」にもなりうると考

えられるのだ。児童館が、関係主体の「結節点」として

機能することで、それぞれ単独では達成しがたい防災上

の効果も期待できる。 
（２）実践の対象地：児童館防災プロジェクト 
本研究の実践対象は、高知県黒潮町万行（まんぎょう）

地区に位置する、大方（おおがた）児童館である。同町

では、2015 年度から推進されている地区防災計画策定推

進プロジェクト発足以降、全町をあげて、防災活動を進

めてきた。その事業の一環で、2016 年度から児童館が主

体となった「児童館防災プロジェクト」が始まった。 
  児童館防災プロジェクトでは、大きく 3 つのプログラ

ムを展開している。「ぼうさい DAY」、「考える避難訓

練」、「地域との連携」である。こうした児童館で行われ

るプログラムを、地域防災の初めのステップと位置付け、

「児童館で学んだことを家庭に持ち帰り、近い人に広め

ていき、それがひいては地域の防災力を UP させる」こ

とを目標にしている。さらにそのプログラムで最も大事

にされているのは、「学校でも家庭でもできない体験を

重視する」ということである。 
たとえば「ぼうさいDAY」では、飛散防止シートを実

際に窓に貼り付けたり、蛍光灯を実際に天井から落とし

て、どうしてそれが危険なのかを考えたり、非常持ち出

し品を自分なりに選択してリュックに詰めて持ち、その

重さを体験したり、整理整頓や家具固定が大切なことだ

と理解するための暗闇迷路避難ゲームといったような学

習を行ってきた。 
さらに児童館で行われる「考える避難訓練」は学校で

行われるものと比較して、特徴的である。学校で行われ

る避難訓練は、スタート地点が学校になることが多いが、

児童館での避難訓練は、児童が生活している地域の中か

らスタートして、高台にある学校や地域の中に建つ津波

避難タワーをゴールに設定している。そのため、避難訓

図-3  地域住民も参加した避難訓練 
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練は、様々にアレンジが可能である。たとえば、児童館

に近いところにある 2 基の津波避難タワーのどちらが避

難に適しているかを、時間を比較しながら検証したり、

高台の学校までの道を 3ルートに分かれて、時間の比較

と道路状況の確認を行ったり、地域住民の協力のもと、

いくつかの道を通行止めにして、わざと迂回させること

で、臨機応変な避難行動ができるようにしたり（図-3）、

児童が放課後によくいる場所を調査し、その場所から学

校までの経路の危険な箇所を、地域住民と確認しながら

行ったり、津波避難タワーに逃げたあと、要援護者をタ

ワーの上まで救助するために、救助用の道具を使う訓練

などを展開してきた。こうした実践的な避難訓練によっ

て、災害時のことをイメージし、そのとき自分にできる

最善の方法を考えられるようになることを目指している。 
（３）児童館の活動における学校の関わり方と教師の意

識の変化 
「ぼうさいDAY」や「避難訓練」には、小学校教員が

毎回 1～2名参加している。児童館の防災プロジェクトに

対する学校教員からの特徴的な発言を取り上げることで、

教員（学校教育）が、児童館（学校外教育）での教育活

動をどのように評価し始めたかを理解する。 
プロジェクトが始動し始めた当初、学校教員は、児童

館で防災プロジェクトが発足して、活動し始めているこ

とを知らなかった。そこで、2017 年 10 月 29 日に、学校

と児童館防災プロジェクト関係者との間で、防災活動に

関する教育方針について初めて協議がなされた。 
2018 年に行われた避難訓練のあと、参加した学校教員

から、「学校ではできないような訓練をしていることに驚

きました。ぜひ同じような訓練を学校でもできるように

したいですね」と児童らに向かって発言した（2018 年 9
月 14 日）。学校教員が、学校にある制限を超えた（教育）

活動を児童館では実施できていると、認識したことがわ

かる。   
そして 2019 年の避難訓練で、ゴール地点となった小学

校で、学校教員全員が、児童らをお出迎えした（2019 年

9 月 27 日）（図-4）。このようなお出迎えは、児童館側は

誰も知らず、現地でのサプライズであった。この教員ら

の行動からは、児童館が主体となって行う避難訓練（＝

防災教育）が学校にとっても重要なことである、と学校

側に強く認識されたということだと捉えることができる。

この訓練の振り返りで、校長は、「（地域を出発して高台

に逃げるという）児童館の活動を学校でも取り入れたい」

と発言した。学校教育の副次的な施設ともいえる児童館

での活動が、学校にとって意義のあるものだと、確実に

認められたということを示している。学校教育のみが防

災教育を担うのではなく、学校外教育（児童館）と連携

することで、学校だけでは達成しえない防災教育が展開

できるということが、明確になったのである。 
他方、児童館職員からの、「児童館のような小さなコミ

ュニティでできること、学校ではできないことを体験で

きていければ。それ知ってる、やったことあると（児童

が）思えることが大事」（2018 年 1 月 24日）との発言か

らは、学校ではできないことをプログラムできる強みを

児童館が持っていると、児童館側も認識していることが

わかる。 
（４）「知識」と「生活や実社会」と結びつけるための学

校外教育としての児童館 
児童館という、より日常に近い施設での学習を通して、

児童らは、「教師と自分以外の“人”」と、「教室以外の“空

間”」、「学校以外の“環境”」で広く防災について学ぶ機

会を持った。そうした児童らの学習を見て、学校教員は、

学校教育の制約を超えた、より実際的で、より文脈的な

教育が可能な場としての児童館（学校外教育）の存在を

認識し、連携を持ち、吸収しようとし始めている。児童

にとっては、日常に即した、より実際的で文脈的な学び

として展開されることで、学校で学んだ防災の系統的な

「知識」が、経験と結びつき、学びの意欲が促進される

と期待できる。そしてそれがまさしく「主体性」を育む

ことになるのである。 
 

４．日常的教育における実践：防災マップを活用した学

校と地域の協働 
（１） 学校教育と地域での学習 
防災教育において、地域の素材を取り上げる学習は多

い。自分が住んでいる地域の災害リスクや対策を知るこ

とが重要だからである。そこで、地域の災害の歴史や、

指定されている避難所の場所や、公的に実施されている

対策などを調べることなどが防災教育の中で行われる。

しかしながらこうした学習は、地域のことを題材にして、

子どもたちの日常の空間を学んでいるようではあるが、

よくよく考えてみると、それは、学習の場が学校の外で

あるだけで、その学習活動やコミュニケーションが、児

童と教師のみで完結してしまうという点で、教室での学

びが場所を移したにすぎず、それは日常的教育とはいえ

ない。従来の学校防災教育の単独的なアプローチの域を

出ていないのだ。それでは、学習者の「知識」が「生活

図-4  児童館の避難訓練を出迎える学校教員（矢印） 
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や実社会」と結びつくことは期待できない。 
  学校防災教育のプログラムを、真に地域で展開するた

めには、単に地域のことを学習するだけではなく、そこ

が自分たちを含む多くの人々にとって、まさしく日々を

生きている場であることを児童らが理解し、その事実を

ふまえる必要がある。学校教育で学習した「知識」と、

実際に生かされる場である地域とをどのように結びつけ

るか、という視点が重要である。 
（２） 実践の対象地と防災活動の経緯 
高知県高岡郡四万十町興津（おきつ）地区で展開され

ている、学校と地域がまちぐるみで取り組んでいる防災

教育・活動を取り上げ、学校教育と日常的教育がリンク

する防災教育について議論する。同地区では、南海トラ

フ地震の発生に伴う津波被害が懸念されており、日ごろ

から防災対策が推進されている。地震発生時、最悪の場

合、震度 7 の非常に強い揺れに見舞われ、地震後約 15～
20 分で津波が来襲し、最大津波高は 31 メートルに達す

る可能性があるとされている（内閣府，2013）。そのため、

津波避難場所として、これまでに 10 か所の整備が行われ

ており（四万十町，2013）、年に 2 回（夏：昼間・秋：夜

間）行われている地区全体の避難訓練では、住民は自宅

から近い避難場所を目指す。 
興津小学校では、2007 年から 10 年以上、毎年継続し

て 5・6 年生が防災マップを作成してきた。そして興津

地区では、児童が作成した防災マップをもとにして、防

災行政・施策の変化が目に見える段階まで実施し、かつ 
その過程をフォローするという点で、長期的視点に立っ

た防災教育を実施している（千々和・矢守，2020）。 
たとえば、2007 年度の防災マップがきっかけとなって、

保育所と高齢者福祉施設の高台移転が決定し、実現した。

さらに 2016 年度には夜間のまち歩きと防災マップ作成

の結果から、夜間の避難道に蓄光マーカーが設置された。

そして、チェックされた箇所を、次の 5・ 6年生が新た

なマップ作成の過程で再度チェックすることで、長期的

に継続してフォローしている。このように、興津地区で

は、①児童が防災マップを作り、課題を発見、地域の大

人に発表する⇒②地域住民・行政が実現する⇒③児童が

次の防災マップ作成の過程でチェックする、というサイ

クルが成立しており、 この児童らが作成する防災マップ

を基準とした地区全体の防災活動の循環を「防災マップ

サイクル」としてOkada・Yamori（2020）は整理した。 
（３）防災すごろくマップの交流での気づきと防災マッ

プのAR化 
そのような中、2018 年度は“地域の人と触れ合うため

の媒体としてのマップ”というコンセプトのもとで、防

災マップと“すごろく”を組み合わせた「防災すごろく

マップ」が作成された。興津地区の地図上で実際の場所

での現状がすごろくのマス目のイベントとして発生する

仕組みである。ゲーム性を持たせたことにより、“遊ぶ”

ことを建前にして、実際は地区の防災について、一つの

マップを大勢で囲み、話し合い、確認し合うことができ

る。そして 2019 年 2月 23 日に保護者や地域住民、低学

年児童、メディア関係者、役場関係者とともに、一緒に

“遊ぶ”機会が設けられた（図-5）。 
防災すごろくマップで一緒に“遊んだ”結果、地域住

民からは好意的なコメントを多くもらえた。一方で、工

夫の仕方などに関する少々厳しめのコメントもあった。

たとえば、「もう少しシンプルな会話で、例えも何点か添

えると良いか」「少し字が小さく、読みづらかったです」

「コメントをもう少し吟味するとよい」 などである。事

実、児童ら一人一人の手書きのバランスがマス目のサイ

ズと合わないこともあり、作成した児童ら自身でも読み

にくい箇所があった。こうしたコメントを受けて、児童

らは「学んだことをただ書くだけではしっかり伝わらな

い」ことに気づいた。文字の読みづらさもさることなが

ら、写真を貼るだけでは、見聞きしたことを正確に伝え

られていないことも分かった。たとえば「4 号タワーの

防災倉庫のそばの鉄の柵にカギを発見」という文章から

は、どこに、どのような状態でカギが置かれているのか

といった様子が分からない。マップにカギの写真を貼っ

たものの、現場では防犯の観点から少し見つかりにくい

ところに設置されており、やはり実情は分からない。 
児童や担任教諭とこうした紙の防災マップの限界につ

いて議論した結果、「動画で説明したい」と児童らが発案

した。文字や写真では伝えきれない状況を、動画で見せ

ることで補足するのである。そこで、AR の技術を用い

ることにした。まず児童らは、特に説明が必要と思われ

るマス目をピックアップし、現地へ行って説明用の動画

を撮影した。それをすごろくマップに埋め込み、スマー

トフォンで画像を読み取ることで、動画が再生されると

いう仕組みを追加した。たとえば、「ここは、4 号タワー

です。4 号タワーのカギは、防災倉庫のそばの鉄の柵に

あります」と、その場所を手で示しながら動画を撮影し

た。ほかにも、実際にカギの入ったケースを開けながら、

「開けるのが難しいので、開け方を説明します。まずこ

こを上に開けます。そこからここを開けると、カギが出

てきます」など、文字では伝えることが難しい内容も、

動画で説明を行った。 

図-5  防災すごろくマップで“遊ぶ”交流の様子 
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（４） 日常的教育と協調するということ 
ふり返って考えてみると、これまでの防災マップサイ

クルの中で、防災マップの完成を“発表”していたのは、

いわば、「一方通行の知識の披露」であり、相互の交流で

はなかった。もちろん、防災マップによって、地域の防

災活動が後押しされ、地域の状況が変化したこと自体は

評価されるべきである。しかし防災マップの中身につい

て、児童らの書き方やその文章に対する根本的な指摘は、

これまでにはなかった。 
ここで重要なことは、この“根本的な指摘”が、防災

に関係した内容ではないという点である。しかし、「知

識」と「実社会」を結ぶために必要な学びは、本来こう

した根本的なところで発生するものと考えらえる。児童

らは、そうした指摘を真摯に受け止め、自分たちの知っ

ている「知識」を伝えるために用いた言葉や表現が、「実

社会（地域のおじいちゃんおばあちゃん）」に“通じてい

ない”と学んだのである。そして「知識」を、“動画とい

う伝わる形”に変換したのである。これは、まさしく、

“剥奪された社会的関係”（学校で学んだ知識と、伝える

ために必要な形）を克服したのだと評価することができ

る。実際的な環境での学びを、学校教育での防災をテー

マとした交流との間で生み出すことができたことで、日

常的教育との協調の可能性を見出すことができた。 
  双方向的に意見を交わし、課題を克服する交流が行わ

れた結果、学校教育のみでとどまってしまう学習は広が

りを持った。学校で学び、一方的に伝えるだけであった

ことから、「教室以外の“空間”」で、「教師と生徒以外の

“人”」たちと共有されたことで、「防災以外の“知識”」

とリンクし、そして「学校以外の“環境”」に広がった。

そうしたことで、児童らの社会的関係は、生活の場であ

る日常と結びついたと評価できる。 
 
５．まとめ：「知識」と「生活や実社会」のリンクで、「主

体性」は育成されたのか  
従来の学校防災教育では、知識の習得や、他の活動主

体との連携、そして主体性の育成など、求められる多く

の役目を担っていた。そのような学校防災教育における

課題は、大きく 2 つをあげることができる。①「主体性」

は「知識」に先行するのかという課題、②「主体性」は、

学校教育でのみ育成できるものかという課題である。残

念ながら、学校教育のみでは、防災教育に求められてい

るすべての役目を果たしきれる機能を持っておらず、そ

して、「日常や実社会」と切り離された学校教育の枠組の

みでは「主体性」はいつまで経っても育成されない。 
そうした課題を克服し、「主体性」を育成するためには、

学校教育で学習する「知識」を学校外教育や日常的教育

と協調して「生活や実社会」と結びつけることが目指さ

れるべきである。それが、学校教育のみによる単独的な

防災教育へのアプローチから「知識」と「主体性」が同

時に育成されることを目指し、学校外教育・日常的教育

と協調する学校防災教育フレームワークの再構築である。 
さて、ここで大事なことは、学校教育で得た「知識」

が、学校外教育や日常的教育での「生活や実社会」と結

びついたことで、「主体性」は育まれたのか、という視点

と、その検証である。現在、主体性を測る明確な指標や、

評価軸は未だ構築されておらず、本稿においてもそれを

示すための論拠を確立できたわけではない。「主体性」を

議論するためのアクションリサ―チは現在、各研究フィ

ールドで進めている途中であり（岡田・矢守，2021a、岡

田・矢守，2021b）詳細な成果は今後に期待いただきたい。 
しかしながら、本稿で取り上げたそれぞれの実践にお

いては、少なからず、その兆しを読み取ることができる

と考えている。第 2 章で取り上げた“防災マスターカー

ド”について、授業後に行った児童へのアンケート調査

の中で「マグニチュードのことがよくわからないところ

があるから、もっと詳しく調べて、マスターになる！」

という感想があった。マスターカードという連結ピンを

用いて展開された、クロスカリキュラム型防災教育が、

児童の防災に対する意欲を向上させていることがわかる。

一方で、この評価は、中野（2018）が批判的に捉えてい

るような、極めて短期的なスパンでの評価でもあるため、

さらに長期的なスパンでこの学習の成果を捉える必要が

ある。そこで、もう一つのアンケ―ト調査の結果を簡単

に示したい。それは、根雨小学校で防災マスターカード

を用いた防災教育を受けて、卒業したあと、同町にある

日野中学校へ進学した生徒に対して実施した追跡調査で

ある。2019 年度末、小学校校長を通して中学校校長へ依

頼し、日野中学全校生徒に実施した。その中でも、初め

て防災マスターカードを導入した 2017 年度に小学校 6
年生であり、調査時は中学校 2 年生（防災教育実施から

2 年後）の生徒の回答を取り上げたい。「「満点学習」や

「防災学習」で学んだことをもとにこれまでに実際に行

動にうつせたことが何かありますか？」という設問に対

して、「家族に『固定しよう』っていった」、「ひなん場所

の確認」、「家の人と話したりした」、「お家の人と話し

た」といった回答があった。小学校を卒業して 2 年が経

っていたが、実際に学んだことを覚えていることがわか

った。特に、家族と話した、という回答が多いことから

は、学校での学習が家庭に持ち帰られて、会話に上って

いるということがわかる。いずれの回答を取り上げてみ

ても、学習したことをもとに発信を試みている点で「主

体性」の顕在化として評価してよいと考えられる。 
さらに、第 3章での児童館での防災プロジェクトでの

一連の活動に対して、児童館での様々な防災教育活動が、

児童らに浸透しているかどうかを検証するために、2019
年 3月 17 日と 26日に児童館職員による児童へのヒアリ

ング調査が行われた（低学年・高学年合わせて 12 名）。

児童らに、「お家で、家族と、何か防災のことを話しまし

たか？」と問いかけたところ、児童館での防災の学習・

活動について、9人の児童が、「家族と話した」と回答し
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た。具体的な会話の内容としては、「逃げトレアプリ（＝

津波避難訓練支援ツール）を使ったこと」、「どこへ逃げ

るかを家族と話した」、「津波の話。自分の身を守ること。

どこに逃げるか」「その場で判断して、と親に言われた」、

「何を持って行くか」、「一人でいるときでも逃げるこ

と」というものであった。この地区は特に津波の危険性

が高いことから、避難に関する会話に具体性があること

がわかる。中でも注目すべきは、「児童館で行った空き缶

でのランプづくりを親ともやってみた」という回答であ

ろう。この回答からは、児童館の防災プロジェクトの目

的である「児童館での学びを端緒として、家庭に持ち帰

り、ひいては地域の防災力がアップすること」への大き

な一歩であると評価できる。児童館で学んだことを自発

的に家族に発信し、行動に移したという点で、「主体性」

が見て取れる事例である。 
このように、各研究フィールドでのアクションリサー

チによって、「主体性」の兆しは、少しずつではあるが表

れてきている。しかしながらこれらの事例は、「主体性」

を評価するための客観的な指標である、と言い難いこと

は事実である。今後、さらに実践を重ね、「知識」と「主

体性」の同時育成を目指した協調的な学校防災教育を広

く展開することで、「主体性」がどのような条件・環境の

もとでの学習によって育成・会得されるかを検証する必

要がある。今回示したような、児童らの（主体性と思わ

れる）“自発的な発信”に対しては、短期的・長期的の両

面からの量的な調査を試みながら、一方で児童や関係者

の発言などは、慎重に質的な分析を進めていくことが重

要である。 
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in School Disaster Education 
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ABSTRACT 
 

Conventional disaster education, which is conducted independently by schools, has problems for “acquiring 
knowledge” and developing “active attitude." In conventional disaster education, schools have taken on all the 
requirements of disaster education, such as “acquiring knowledge”, developing “active attitude,” and working with 
other institutions. The "active attitude" in this study is defined as the attitude of children to voluntarily think and 
actually act in order to be actively involved in disaster prevention activities through a collaborative approach. 
However, in disaster education based only on school education, knowledge that should be understood in connection 
with the real world can be non- contextualized, and the opportunity to develop “active attitude” is missed. This is 
because “active attitude” occurs when “knowledge” is linked to "life and the real world." There is a need for a new 
collaborative approach that links school education with out of school education and daily education. 

Therefore, we developed action research that links "knowledge" with "life and the real world" with the aim of 
overcoming these issues by having school education collaborate with out-of-school education and daily education. 
As a result, there were some cases where "active attitude" was developed. we conclude that the effectiveness of 
reconstructing the learning environment for school disaster education through a collaborative approach between 
school education, out of school education, and daily education.  
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和文要約 
 
本稿は、近年、注目されながらも誤解されがちなアクションリサーチという研究上の身構え（stance）

に関して、ごく初歩的な理解を促すために編まれている。まず、アクションリサーチとは「何であ

るか」を確認するために、「すくなくとも～ではないものである」というアングルから再整理を行っ

た。次に、筆者が神戸市の公立小学校で 8 年度間に渡って実施してきている「防災学習支援プロジ

ェクト（校内防災放送プロジェクト）」を題材として、アクションリサーチの身構えを保持すること

の意義を、幾つかのエビデンスを示しながら紹介した。最後にまとめとして、アクションリサーチ

の可能性の中心には、アクションリサーチのみならず、科学コミュニティ全般がはまり込みやすい

陥穽からの脱出路があることを指摘した。 
 
 

キーワード：アクションリサーチ、共同実践、防災教育、校内放送 
 
 

１． アクションリサーチ事始め 
ある研究会の席上で、ある高名な先生から、「アクショ

ンリサーチなんてもん、科学でもなんでもないんだから、

もっと別のアプローチで研究したまえ」というご助言を

いただいたことがある。また、別のある報告会の席上で

は、ある高名な先生から、「アクションリサーチというメ

ソッドにこそ、私学の生き残り策につながるポテンシャ

ルがあると思うんだよね」と声をかけていただいた。 
このようにして、アクションリサーチは、いまやアカ

デミックコミュニティで広く認識されつつあるのだが、

しかしそこには多分に誤解が含まれているようでもある。 
本稿の序章では、クルト・レヴィンなどの古典に遡っ

て学問的な系譜をたどるといったペダンティックな解説

は避けて（そうした事柄は他の書物にゆずって）、誤解が

内包している要点を、以下に解きほぐしておく。 
まず、アクションリサーチとは、筆者に言わせれば、

そもそもメソッド（method）ではない。アプローチ

（approach）という捉え方にも、語弊がある。端的にいえ

ば、身構え（stance）のことである。まるで、アクション

リサーチといった奥義や秘儀を磨いたグループが存在す

るかのような言説を耳にすることがあるが、これは、誤

解が誤解を生んでいることの証左であろう。 
次に、アクションリサーチ（action research）を research 

for action と読み替えて、PDCA サイクルを遂行するプロ

セスの中に research を組み込んでアドバンテージを力説

している人がいるとも聞いた。なにかしら「アクション」

ということばにアクティブな響きをもたせたいのかもし

れないが、アクションリサーチとは、すくなくとも

research for action ではない。どちらかといえば、その対極

にあろうとする身構え（stance）のことである。どうやら

この research for action という皮相な曲解のもとに、アク

ションリサーチは、所詮は、“ご都合主義的”なメソッド

（method）だと論難したい勢力もあるようである。「それ

って、ミイラ取りがミイラになるシステムですよね」と

いう、誤解というよりも、単なる軽口・悪口のたぐいを

頂戴したこともある。 
すでに、矢守（2010; 2018）が透徹した整理と再定義を

行っているとおり、アクションリサーチの根本は、

research in action という身構え（stance）にこそある。この

フレーズは、実践と理論を“緊張感をもって”往還する

ことを明示している。この英語の前置詞の「in」の“重み”

が具体的に想起できない人たちは、普段は research for 

災害情報　No.20-1  2022 219



research を堅持しているコミュニティのメンバーなのか

もしれない。謙抑的なその身構え（stance）こそが、アカ

デミックコミュニティにおいてはドミナントであり、最

大限に尊重されるべきものなのかもしれない。しかし、

仮にそのような立場をリスペクトできるのだとすれば、

それと同程度に、パラレルなポジションにあるアクショ

ンリサーチという身構え（stance）に関しても、ひとつの

バリエーションとして素直に理解することができるはず

である。そして、原理的に言えば、社会のなかで、全く

何ら「アクション」（対象に影響を及ぼす行為）として派

生しないようなピュアなリサーチを想定することのほう

が困難であることもおさえておくとよいだろう。 
さて、矢守（2018）でもすでに指摘しているとおり、

research in action は、もうすこし厳密に言明すれば、

research in joint-action の謂いである。「ともにコトをなす

こと」のうちにリサーチという営みがセットされている。

したがって、共同実践を通して手にしたデータやファク

ト、エビデンスは、まずは当該フィールドのなかにおい

て、その実存的な意味や妥当性が検討される。そして、

このようにローカルな文脈に依存した知見であるがため

に、それをユニヴァーサルな知見として展開・敷衍・適

用していく際には、きわめて慎重にふるまうことになる。

知見の抽象度をいったん引き上げてから、あらたなフィ

ールドの文脈のなかにリ・エントリーさせて、またそこ

で、理論と実践を彫琢していくのである。 
初歩的な説明としては、これくらいで十分であろう。

それでは、そろそろ具体例の紹介に入っていこう。 
 
２．校内防災放送プロジェクトの概要 
当該プロジェクトに関しては、「防災まちづくり大賞

（消防庁長官賞）」や「ジャパン・レジリエンス・アワー

ド金賞（教育機関部門）」なども頂戴していて、マスメデ

ィアで取り上げられることも多いため、これから述べる

ことの多くは既報ともいえる内容である。しかし、本学

会においては、これまで紹介する機会に乏しかったので、

重複をいとわずに仔細を記しておく。独立変数となるア

クションの内容を明示しておかなければ、読者は、従属

変数の価値をジャッジすることができないと考えるから

である。 
調査協力校は、神戸市長田区にある真陽小学校（2021

年度の児童数は 239）である（写真-1）。学区の人口は、

約 6,300 人で、阪神・淡路大震災の際には住宅倒壊の被

害が激しかった地域である。南海トラフ巨大地震の被害

想定（中央防災会議）によれば、最悪の場合、学区の約

8 割が浸水するとされている（写真-2）。 
本研究が着目したのは、委員会活動の一環として行わ

れている「校内放送」の取り組みである（近藤・山内・

松永, 2014）。毎日昼食時に 5～10 分程度の放送が実施さ

れているため、活動の持続性に優れており、学校にとっ

ても新たな“負担増”となるものではないと考えた。こ 

 
写真-1 神戸市立真陽小学校 

 

 
写真-2 真陽小学校の校区の様子 

 

 
写真-3 放送委員会の様子 

 

 
写真-4 放送室で放送している時の様子 
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の取り組みに大学生が参画し、放送委員児童（5～6 年生

から毎年 10 名ほどが選抜される）と共同で原稿を制作し

（写真-3）、毎週月曜日に放送することにした（写真-4）。 
プロジェクトは 2014 年 10 月にスタートし、2021 年度

11月末までに通算227回の放送を実施することができた

（図-1）。1 年間で、平均して 28.7 回の放送を出せたこと

になる（2014 年度～2020 年度で算出）。なお、コロナ禍

の影響で、2020 年 3 月から 9 月までの半年間は、放送シ

リーズは中断している。 
校内防災放送は、原則としてライブ（生放送）で配信

しており、放送委員児童がアナウンサー役を務めている

が、時に大学生がゲスト出演する回もある。放送がオン

エアされるまでのワークフローを、図-2に示す。 
 

 

図-1 各年度の放送回数（単位：回） 

 

 
図-2 校内防災放送のワークフロー 

 

原稿の内容は、「防災・復興」に関する事柄（たとえば、

地震対策、津波避難、台風対応、雷の基礎知識、阪神・

淡路大震災のことなど）を中心にして、児童の発案によ

るアイデアはなるべく採用するようにしている。暮らし

の安全・安心に関連した内容であれば（たとえば、火災

予防、不審者対策、食中毒予防、感染症対策、ヒアリや

スズメバチに注意など）、これまですべて原稿化してきた。  
また、放送を聞いている児童に飽きが来ないようにす

るために、演出の仕方にも放送委員児童のアイデアがふ

んだんに生かされている。クイズ形式やドラマ仕立て、

テレビアニメやバラエティ番組を“本歌取り”にしたバ

リエーション、そして教員に対するインタビューなど、

毎回工夫を凝らしたものとなっている（たとえば、近藤・

杉山, 2015）。 
 

３．校内防災放送プロジェクトの効果 
ここからは、アクションリサーチの身構えによってな

された当該プロジェクトの効果・影響を、4 つのアング

ルから確認していこう。 
（１） 高学年児童の防災関心度の変化 

 連続的に防災のコンテンツを放送することは、児童の

防災関心度にどのような影響を及ぼすのだろうか。 
ともにアクションをしている放送委員の児童には、た

とえば、図書室に行き防災に関連した本を借りてきたり、

百円ショップで防災グッズを購入したり、近くの公園で

救命用のホイッスルを吹鳴してみたり、意識の変化だけ

でなく行動の変化まで惹起されたことが観察できている。 
しかし、放送を聞いているだけの児童にとってみれば、

校内防災放送は一方的な“押しつけ”のアクションなの

かもしれないし、ひょっとすれば、毎週きまって流れて

くることに辟易しているかもしれない。 
そこで、毎年、年末が近づく時期になると、当該小学

校と共同で、高学年児童を対象とした質問紙調査を実施

してきた。ここではまず、2 年度目（2015 年度秋の調査）

の結果を見てみよう（近藤, 2016）。 
2015 年度時点の最高学年、6 年生（n=23）に、「あなた

は校内防災放送を聞いてきて、防災に対する関心が高ま

りましたか」と尋ねたところ、過半数がポジティブな回

答を寄せていた（「関心が高まった」=5 名、「どちらかと

いえば関心が高まった」=10 名）。 
ところで、この回答のプロポーションを、われわれは

どのように評価すればよいのだろうか。過半数がポジテ

ィブであれば、それをもってグッドプラクティスと判定

してよいのか。プロジェクトに着手したばかりの研究者

側には評価の“物差し”（比較検討材料）がないため、デ

ータセットを前にして途方に暮れるしかない。しかし、

小学校の教員側は、自身が所属する「真陽小学校」とい

う具体的なフィールドのコンテキストをふまえて、ひと

まずの評価を下すことができる。その評価とはすなわち、

この数値が「意外にも高い」という“手応え”であった。

かなりの児童たちの心を惹きつけているに違いないとい

うのである。 
アクションリサーチは、このように、分析結果のアウ

トプットを事後的に現場にフィードバックするだけでな

く、オンゴーイングで、共同で分析を行うことでもある。

当該フィールドのコミュニティに所属している構成員の
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ほうが、独立変数の背後にある媒介変数や潜在変数に気

付くこともあるからである。 
 ところで、だからといって、研究者側は何ら思考をめ

ぐらせず、“成り行き任せ”にするというわけでもない。

事態の外在者として、別様のアングルからリサーチを試

みるのである。それが、たとえば図-3と図-4である（た

とえば、上田・近藤, 2016）。 
 
 

 

 

 

（１） 各放送回の内容に対する児童の評価 

 

 

 

  

図-3 高関心層の変化     図-4 低関心層の変化   

 

2014 年度時点で、5 年生には、「あなたは防災に対して、

どれくらい関心がありますか」という設問でアンケート

を実施していた。この結果をふまえて、2015 年度に 6 年

生に進級した児童の「防災関心度の変化」の回答とクロ

ス集計を行った。 
結果は、クリアカットな傾向を示しているわけではな

いが、マイルドに、もともと「低関心層」としてグルー

ピングされていた児童であってさえも、防災関心度が高

まっていたことを示していた（図-4）。このグループには、

防災以外の教科などに対しても比較的意欲が低い児童が

含まれていることから、教師の率直な“手応え”（校内防

災放送というアクションは意外にこどもたちにリーチし

ているぞ）につながっていたものと考えられる。 
なお、さらに慎重にアウトプットを眺めてみると、「高

関心層」（図-3）の児童のほうは、関心の高まり具合が相

対的に弱いように見える。この点に関する解釈は、安易

に統計的な検定などにたよる必要もなく、当該フィール

ドの放送委員児童が教えてくれた。放送はわずか 10 分程

度であり、低学年向けの易しいクイズなども含まれてい

ることから、もともと防災に関心がある児童にとってみ

れば「物足りない」のだそうである。至極、もっともな

評価である。 

（２） コンテンツ別の評価とデータの信頼性 

 当該プロジェクトは、総体としては「校内防災放送を

連続的に行うこと」がリサーチの独立変数に位置づけら

れているわけであるが、要素を分解すれば、1 回 1 回、

別個の内容のコンテンツを児童に送り届けており、した

がって、どの内容がどれほど児童にリーチしたのかに関

しては、各回、ばらつきがあるはずである。 
 この点を確かめるために、毎週、放送直後に、高学年

児童の教室（5 年と 6 年）で、挙手アンケートを実施す   

図-5 「おもしろかったですか」（n=25）2014年度 

図-6 「勉強になりましたか」（n=25）2014年度 

 

ることにした。質問項目は、「おもしろかったですか」と

「勉強になりましたか」の 2 つのみである。即座に 5 点

満点で採点してもらうという方式を採用している。 
このデータ採取の手法は、アカデミックな立場から考

えれば、きわめて乱暴なものである。すくなくとも、匿

名の記入式にしたほうが精度は良いはずである。しかし、

給食時であるため、筆記用具を机の上に出すわけにいか

ない。かといって、時間が経つと印象が薄れてしまう。

そこで、フィールドのなかで折り合いをつけ、最終的に

「挙手」という方法になった（近藤・山内・松永, 2014）。 
 ただし、さらに厳密に言えば、クラス担任のまえで、

しかも他の児童がいるなかで自分の採点を挙手で示すの

であるから、他者に同調してしまうなどの相互作用が出

てしまうに違いなく、データの信頼性に関しては、真っ

当な研究者からすれば、眉を顰めるほどに劣悪なものだ

とみなされるだろう。 

 初年度（2014 年度）の結果を、図-5と図-6に示す。児

童の採点の平均値をグラフ化した。欠損が 2 度（第 14 回

と第 16 回）あるが、これはインフルエンザによる学級閉

鎖の影響である。 

 「おもしろかったですか」の全体平均は 3.7、「勉強に

なりましたか」の全体平均は 3.6 であった。この数値を

評価する“物差し”は、初年度の時点では、研究者側に

も小学校教員側にもない。しかし、大きなトレンドを見

るかぎり、でこぼこはあるが、年度途中で児童に見放さ

れるほどに低落することはなかったことがわかる。マン

ネリ化もしていないことは、各クラスの放送時の試聴態

度などを観察している限り、すぐに確かめられた。 

 となると、ここで疑問が生じるであろう。そもそもこ

のような“あやういデータ”を採取することに学問的な

意義などあるのだろうかと。 
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 この点をすぐに説明するまえに、ひとつ迂回路を経由

しておこう。再びグラフに目を転じてほしい。「おもしろ

さ」で最高値を獲得したのは、第 15 回目の放送であった

（図-5）。スコアは 4.9 であり、ほとんどすべての児童が

「おもしろさ」を最高水準のものとして実感していた。

では、この回では一体、何を伝えたのか。 

話は、第 5 回の放送に遡る。この回では、真陽小学校

の運動場の片隅に置かれた、地区の自主防災組織（防災

福祉コミュニティ）が管理する防災倉庫を紹介した（写

真-5）。 

 

 

写真-5 真陽小学校に設置された防災倉庫 

 

この原稿を作成するにあたって、放送委員のメンバー

は、防災倉庫の中に何が入っているのか見学して確かめ

た。この時、児童たちが持った印象は、「倉庫の存在は全

校児童にほとんど知られていない」、「そもそも存在が地

味すぎる」といったものであった。そこで浮上したのが、

防災倉庫に愛称を付けてイメージアップを図ろうという

アイデアだった。まず、放送で全校児童に呼びかけてニ

ックネームの案を募集する。そして、1 位に選ばれたニ

ックネームを放送で伝えれば盛り上がるのではないかと

いう発想である。このアイデアに大学生も賛同して、何

とか実現させようということになった。 

 放送を通じて、防災倉庫のことをあらためて紹介し、

まず「ニックネームの募集」をした（第 14 回）。その後、

すぐに全校児童にアイデアを考えてもらい、それをクラ

ス担任が集約して校内放送担当の教員に渡し、校内放送

担当の教員が 10 ほどの候補にしぼってから、最終的に放

送委員のメンバーで投票して１位を選ぶことにした。 

 その結果、最終的に選ばれたニックネームは、「ぼーく

ん」であった。研究者側も小学校教員側も、このネーミ

ングの凡庸さには半ば呆れて、「もうちょっといいのにし

たら…」という声が漏れ出てしまっていた。しかし、放

送委員のメンバーによれば、人気アニメのキャラクター

を想起できるネーミングであり、これで間違いない（太

鼓判を押せる）ということであった。 

 こうして決まった「ぼーくん」を発表した回、すなわ

ち、第 15 回は、2014 年度で最も「おもしろかった」回と

なった。全校児童が参画したこと（コミットメント）が

アドバンテージとなったと解釈することもできるだろう

（近藤・山内・松永, 2014）。 

 さて、ここで今度は、図-6 の第 15 回の数値に目を遣

ってみよう。すると、スコアは最低点（3.0）を記録して

いたことがわかるだろう。つまり、防災倉庫に愛称を付

けることは、最も「おもしろかった」が、しかし最も「勉

強にはならなかった」ことを、児童たちは正当に評価し

ていたのだ。ここにおいて、研究者側も小学校教員側も、

このサーベイから得られた“あやういデータ”は、意外

にも信憑性があるという手応えを得ることになった。共

同で実施してきているがゆえに、ひとつの知見を両者が

同時に見出せたという「共通体験」となった。 

 

 
写真-6 「ぼーくん」として生まれ変わった防災倉庫 

 

この「ぼーくん」というアイデアを提起した児童は当

時の 3 年生で、普段は注目を浴びる機会が少ないおとな

しい児童であったようだが、防災倉庫の名付け親になっ

たことに対して、本人のみならず、クラス担任が非常に

喜んだという。また、地区の自主防災組織に防災倉庫の

愛称が付いたことを報告したところ、防災倉庫の塗装を

「ぼーくん」という愛称にフィットしたデザインに変更

する方針が打ち出されるまでになった（写真-6） 

このようにして、現実のフィールドにおいては、ひと

つのアクションが別のアクションを惹起するような事態

も十分に起きてしまう。それは、実践上は喜ばしいこと

ではあるのだが、研究上は、当初の独立変数のピュアな

効果を取り出しにくくするノイズにもなり得る。児童は

「ぼーくん」を見るたびに、防災意識が高まることだっ

てあるわけなのだから。 

ただし、これは言わずもがなの事項だと思われるが、

research in joint-action のさなかにあっては、フィールドの

課題が改善していくこと（betterment）に関しては、共同

実践者同士は目的を共有している以上、ともに言祝ぐ間

柄となっている。したがって、ひとたびフィールドにエ

ントリーした研究者は、事態の総体を眺めながら、事あ

るごとに新たな視点を置き直して、次なるリサーチに勤
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しむことになる。極言すれば、フィールドの関係当事者

にとってみれば、もはやリサーチが不要になること（目

的が達成されること）こそが、本当のゴールであるとさ

え言えるだろう。 

（３） アクションによる影響の残存具合 

 アクションリサーチにおいては、アクションをしたこ

とによる短期的な効果は、いわば“予期されたボーナス”

に過ぎない。どちらかといえば、思わぬところ

（unintentional）に顕現した効果を確かめてみることのほ

うが、アクションの影響を正当に斟酌できる可能性が開

けている。とりわけ研究者は、“見たいものだけを見たい”

心性が働きがちなので、フィールドの内部で巻き起こっ

ていることの意義をフィールドの外部で（たまたま）発

見するくらいのほうが、ちょうどよい。 

 毎週コンスタントに小学校内で校内防災放送を聞いて

いる効果を、当の小学校内で確認しようとすれば、ポジ

ティブなアンサーばかりを得がちである。そこで、多く

の児童が進級した中学校において、小学校時代の経験が

どのように残存しているのかを確かめてみることにした

（近藤, 2017）。 

 調査の対象校は、真陽小学校の児童の多くが進級する

長田中学校である。長田中学校には、真陽小学校以外か

らは、主に近隣の 3 つの小学校からこどもたちが集まっ

てくる。この 3 校は、同じ神戸市長田区内にある小学校

であるため、被災経験もあり、いずれの学校においても、

しっかりと防災教育がなされている。 

調査は、2016 年度と 2017 年度に実施した。2014年度

と2015年度に真陽小学校で校内防災放送を聞いて小学5
～6 年生を過ごしたこどもたちが、中学校 1 年生時（2016
年度）と中学校 2 年生時（2017 年度）に、どのように変

化していたのかを追跡している。 

 ここでは紙幅の都合で、防災関心度だけを取りあげて

おこう。真陽小学校の卒業生とそれ以外の小学校の卒業

生、それぞれのグループで、防災関心度の経年変化を比

較したのが、図-7である。一瞥するとわかるように、そ

の傾向は、両グループで対照的な結果となった。 

 

 
         

 

図-7 防災関心度（長田中学校）2016s→2017s 
 

 真陽小学校を卒業して中学校に進級した生徒たちは、

他の小学校を卒業した生徒たちよりも、中学校入学時の

防災関心度は全般的に低いとさえ言える状態だった。し

かし、中学 2 年になると、真陽小卒のグループでは関心

度が高いメンバーが過半数を占めるようになり、その割

合が増加したのに対して、それ以外のグループでは関心

度が高いメンバーの割合が減ってしまっている。 

一体どのようなことが起きていたのか。真陽小学校在

校時に放送委員をしていた生徒たちにヒアリングしてみ

ると、他校から進級してきた同級生は、中学生活のなか

で、次第に防災に対する関心は薄れ、別の関心事に興味

が移っていくのだそうだ。一方、真陽小のメンバーは、

校内防災放送の経験（思い出）が残存しているので、友

達に防災の話題を提供する機会が持続するという。「同級

生に教えてあげる機会が結構あるんですよねえ」という

得意げな回答が、きわめて印象的であった。 

防災の意識とか知識といったワーディングでわれわれ

が捕捉しようとしている事柄は、実はこの「経験」の蓄

積である可能性がある。当該調査の結果を知った共同実

施者の小学校教員からは、「個別の知識が身に付いたかど

うかなどよりも、よほど大きな教育的効果が生まれてい

る可能性を知ることが出来た」という評価を得た。そし

てこの時、さらなる展望を持ち得る構想をうかがったの

だが、それは本稿の最終章で述べることにしよう。 

（４） コロナ禍の影響をフィールド内で確かめる 

 防災実践に関わるアクションリサーチをしていて、防

災意識の変化（従属変数）を追いかけている研究者なら

ば、外挿した独立変数が云々というよりも、そもそもベ

ースライン自体が一気に変動してしまう事態を経験する

はずである。要は、災害が起きてしまえば、現場の関係

当事者の防災意識は撥ねあがるわけなのだから。 

ところで、逆に、アクションを中断せざるをえない事

態に見舞われると、途端に効果は急落・低減してしまう

ものなのだろうか。研究者サイドが目論んだプロジェク

トなぞ、本当はたいしたインパクトなんて持っていやせ

ずに、意識がアップするのもダウンするのも誤差のうち

なのであろうか。 

 校内防災放送プロジェクトは、2020 年の年初から世界

的に流行拡大した新型コロナウイルス感染症禍（COVID-
19）によって、学校の一斉休校などもあって、半年の間、

中断することを余儀なくされた（2020 年 3 月から 2020
年 9 月まで休止）。このインターバルによって生じた防災

意識に対するネガティブな効果を測定すれば、本来、当

該アクションが持っていたはずのポテンシャル（潜在力）

を推定できるかもしれない。そこで、共同実施者（小学

校側）とも打ち合わせのうえ、さっそく確かめてみるこ

とになった（近藤, 2021a）。 

 調査を実施したのは、2020 年の 12 月半ばであり、対

面式で、大学生 1 名が児童 1 名に対して 20 分程度の聞き

取りをする形式で行った。 
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調査手順としては、「防災関心度」（防災に関してどれ

くらい強く興味を持っているか）を百点満点で表したと

きに、4 月の時点で何点、5 月の時点で何点…というよう

に、1 か月というタイムスパンで区切って自己採点して

もらい、その数値と理由を自由に話してもらうようにし

た。回答の内容を大学生が聞き取りながらシート（グラ

フ）に落とし込んでいった。 

放送委員児童全 11 名分の結果をひとつにまとめたも

のが、図-8である。このグラフを見ると、大きく 4 つの

ことがわかる。  

 

 

図-8 放送委員児童別の防災関心度（主観得点）の推移 

 

まず 1 つ目に、二人の例外（児童 D と E）を除いて、

全員が年度の後半（2 学期）になるほど数値が高まって

いること、2 つ目に、全員が 9 月になったところで数値

が上昇しており、あとは下降していないこと、3 つ目に、

数値がゼロになった（防災に全く関心が持てなくなった）

時期があった児童が 3 名（B、E、I）いたこと、そして 4
つ目に、12 月の調査時点で関心度が頭打ちしている児童

（K）がいた反面、百点満点の半分を超えた程度の 60 点

に留まった児童（B）もいたことである。 

2020 年度の春からの時間の流れに沿って一連の状況

を再整理してみると、およそ次のようなトレンドがあっ

たものと推察される。多くの児童たちは、入学した時か

らずっと「校内防災放送」を聴いて育ってきたこともあ

り、人気のある放送委員になることを熱望して新学期を

迎えていた（現在、当該小学校の委員会活動のなかで放

送委員会は人気ナンバーワンを誇る）。しかし、2020 年

度は、校内防災放送どころか通常の校内放送の活動もま

まならず、期待外れの念を抱いた児童もいた。その結果、

1 学期の間（4 月～7 月）に防災関心度が高まらない児童

が数多くいた（たとえば、顕著なのは児童 I、しかしそれ

以外の児童も横ばいが目立つ）。その後、夏休みに入ると、

防災学習の契機をほとんど失ってしまった児童も多かっ

たようである。児童 Dは、防災関心度がゼロに落ち込み、

児童E も自己採点の数値は高いながらも、やや減少傾向

に転じている。 

しかし、2 学期が始まると、ようやく「校内防災放送プ

ロジェクト」が再開し、一転、盛り上がりを見せ始めた。

防災関心度を示す全員の数値がここから上昇していく。 

それがどこまでの高みに至るか（どのように高揚を表

現するか）は、児童の個性にも拠るようである。しかし、

2 学期の間（9 月～12 月）には、減少傾向に転じたこと

があると回答した児童がひとりもいなかったという事実

は示唆的である。 

ただしもちろん、ここで見ている数値の高低は、“大学

生が”児童に“直接（対面式で）”「防災関心度」を尋ね

ているがゆえに、個々人の位相ではなく関係性の位相に、

すなわち「校内防災放送プロジェクトの取り組みの充実

度」に読み替えられてしまっている可能性があることは、

慎重に留意しておかなければならないだろう。上段の記

述に、敢えて“盛り上がりを見せ始めた”と記しておい

たとおり、現に 2020 年度は、放送回がシリーズ通算 200
回に向かっていたという事情もあり、大学生も小学生も

わくわくする雰囲気があった。したがって、このコンテ

キストにおいては、純粋に「防災関心度」を測定できる

ほどには、データの信頼性は担保されていない（近藤, 

2021a）。 

また、レトロスペクティブに尋ねているという点にお

いても、調査時点の高揚感が回答に織り込まれているこ

とは、分析する側も差し引いておく必要がある（近藤, 

2020bも参照）。これらは、あくまでも参考値である。し

かし、それでもあらためて強調しておけば、些末なアッ

プダウンのトレンドを捨象して見た場合に、総じて、放

送委員児童 11 名が皆、同じような自己認識を持っていた

ことに関しては、その事実を等閑視するわけにはいかな

いだろう。念のため、図-9に、放送委員児童 11 名の平均

値のトレンドをグラフ化しておこう。 

 

 

図-9 放送委員児童の防災関心度（主観得点）平均推移 

 

 コロナ禍の混乱のさなか、2020年4月～7月において、

児童の防災関心度の主観得点のスコアは、百点満点で平

均 20～30 ポイントに留まっていた。しかしなかには、高

得点のまま横ばいになっていた児童もいた。このことは、

持続的に取り組んできた校内防災放送プロジェクトの潜
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在力を示しているとも言えるのではないだろうか。これ

までの長きに渡る取り組みの蓄積があったからこそ、そ

の効果がキャリオーバーして、心が折れるような帰無的

な事態を未然に防いでいたとも考えられる。 

 本稿執筆時、2021 年 12 月上旬において、児童たちは

今も楽しげに校内防災放送に取り組んでいる。本年度の

防災関心度は、果たしてどのようにアウトプットされる

のであろうか。このことは、研究者側だけでなく小学校

側も、強く関心を寄せている。もちろん、真の意味での

“教育（エデュカーレ）”の効果が上がることに期待を寄

せながら。 

 

４．アクションリサーチ その可能性の中心 
真木悠介（2003）は、旅のノートのなかで、メキシコ

の「メンティーラ」という言葉に着眼して洞察を深めて

いる。日本語に直訳しても詮無いことであるが、それは、

すなわち「嘘」のことである。実存を賭けた、もしくは

実存から湧き出た「方便」といったらよいだろうか。 

―― 人間の主観のおりなす世界の全体がひとつの共

同のまぼろしだとすれば、「動かぬ真実」という岩盤のあ

りやなしやにどれほどの意味があろうか（p.186）。 

アクションリサーチのポテンシャリティを探索するた

めに、さいごに、校内防災放送プロジェクトにおける、

かけがえのない 2 つのメンティーラを取り上げたい。 

ひとつ目は、A くんのエピソードである。放送委員と

なったA くんは、当初は最もやる気のない児童のように

見えていた。たった 45 分間の打ち合わせさえも辛抱なら

ず、教室を飛び出してしまうような児童である。しかし、

数か月後に様子が変わった。ある女子大学生に、こう告

げたのだ。「ぼくのおばあちゃんは、阪神大震災で死んだ

んだ」。研究室側は、騒然となった。クイズなどで楽しく

伝えるやりくちは、遺族のご子息に対しては失礼であり、

もってのほかではあるまいか。慌てて対応策を練り始め

た。そして、小学校側に事情を打ち明け、今後の接し方

を相談した。そのときの小学校の教員の回答は、ある意

味で鮮やかなものであった。「ああ、A の言葉ですか。そ

れ、完璧に嘘ですよ。女子大生の気を引きたいんでしょ

うね」。A くんの防災関心度が、スコアとしては撥ね上が

っていたことの内実。彼が発した言葉はメンティーラで

あり、しかし、A くんの実存を賭けた真実だった。 

ふたつ目は、B くんのエピソードである。B くんは真

面目な児童で、放送委員会の取り組みを着実にこなし、

とても良いコンテンツを次々と生み出していた。そんな

B くんは、学年さいごの課題、「ありがとうのメッセージ」

で、「大学生のみなさん、放送委員会でたくさんのことを

教えて下さり、ありがとうございました」と書き残した。

他の児童であれば、親や兄弟、友達や学校の先生など、

身近な人たちに対して御礼を言っているなかにあって、

敢えて、ともにプロジェクトを実施してきた大学生に向

けて感謝の言葉を贈った。それは、とても感動的であり、

校内防災放送プロジェクトが成功していることの証とし

て、あちこちで取り上げられることになった。しかし…。

ある意味ではこれは、B くんの優しさからくるメンティ

ーラだったのではないかと思える。大人たちが喜ぶ、そ

の反応を聡明な Bくんは想像できていたからこそ、人目

にふれる最終課題、「ありがとうのメッセージ」に“感謝”

の言葉を書き残したのではあるまいか。 

このようにして、実存を賭けた「メンティーラ」を手

にした時に、われわれは、いま何のためにアクションを

なしているのか、その意味を考え直すことになる。防災

意識が向上するとか、防災力がアップするとか、そうし

た“お題目”とは別次元のこととして、われわれは、生

の充溢のために、「今」という時を、ともに必死に生き抜

こうとしている。アクションリサーチでは、たまたま研

究の必要に迫られてフォーカスした当該アクションの些

事（従属変数）にアンカリングされて、当該アクション

を善なるものとして“前提”したときに、途端に目が曇

って、眼前の真実さえも見えなくなってしまう。アクシ

ョンリサーチの可能性の中心は、実は、このような事態

を回避するために、アクションもリサーチも対自化する

ことにあるのではないだろうか。アクションやリサーチ

からすべてをまなざそうとすることの傲慢さを内破する

ために、あるいは、アクションやリサーチという虚構を

ベースにした関係性を脱構築するために、われわれはお

ずおずと、アクションリサーチというラベルを貼るので

はないだろうか。このようにして、research in joint-action
は、joint-research in joint-actionとして再定位されたうえで、

さらに、co-learning in this life として昇華される。 

第３章（３）で予示した小学校教員の“構想”とは、

実はこの観点にふれる内容だった。「校内防災放送プロジ

ェクトの良し悪しを決めるのは、こどもたちが成人の日

を迎えたときにしませんか。真陽小学校区では、成人式

を小学校で行っているんです」。彼ら／彼女らの人生のな

かで、防災という営みがどのようにセットされたのかを

見つめてみよう、アクションを評価するのはそれからで

よいという提案である。このようなタイムスパンを展望

していただけたことに、筆者は感銘を受けた。敢えて踏

み込んで明記しておけば、「研究プロジェクト」という名

が付く教育事業の多くは、短視眼的な評価を追い求め過

ぎる陥穽を自ら拡大再生産しているのかもしれない。 

さて、さいごにもういちど繰り返し確認しておくと、

アクションリサーチとは、やはり「研究」という営みに

おける「身構え」（stance）のことに過ぎない。旅のノー

トで、真木悠介（2003）がインドのマドゥレイで出会っ

た若者の「イン・ジス・ライフ（in this life）」という言葉

にも瞠目していたとおり（p.201）、生の断片という虚の中

に、即座に生の真実を見たかのように語ることの愚から、

アクションリサーチの謙虚な身構えはわれわれを掬い出

してくれるにちがいない。 
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：Case of the School Disaster Risk Reduction Broadcasting Project 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to provide a basic understanding of action research, which has attracted much 
attention in recent years but is often misunderstood.  

First of all, in order to confirm what action research is, it is rearranged from the angle of "at least something that 
is not -". Next, using the "Disaster Risk Reduction (DRR) Learning Support Project (In-School DRR Broadcasting 
Project)" that the author has been implementing for eight years at a public elementary school in Kobe City as a subject, 
the significance of maintaining a preparedness of action research was introduced by showing some evidence. Finally, 
as a summary, it was pointed out that at the heart of the potential of action research is a way out of the trap that not 
only action research, but the scientific community in general, can easily get stuck in. 
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アクションリサーチによる災害情報へのアプローチ 
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和文要約 
 
本研究では、災害情報に関するアクションリサーチについて、そのアプローチ手法を情報活用型

と情報参画型に大きく分類し、それぞれの特徴や課題を整理した。 
情報活用型においては、研究者として、専門的な観点から地域の特徴や活動上の課題を分析し、

活動を通じていかに地域としての活動の発展や定着を図るかという観点からの示唆が求められる。

一方、情報参画型においては、地域にとって有効な情報システムを構築することが求められ、その

ために各ステークホルダーがどのような役割を果たすか、またそのために必要なメンバー構成も重

要となる。そのため、研究者には、自然現象の適切な理解とデータ活用における科学的根拠を踏ま

えた、地域が必要とする災害情報の創出への貢献もより求められる。 
近年の通信技術やシミュレーション技術の高度化により、地域性の高いローカル情報が充実して

きており、社会的にもこのような情報との連携を前提としたアクションリサーチが求められる。そ

のためにも、アクションリサーチにおける新しい災害情報の仕組みづくりという構造的な課題に関
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切なアクションリサーチであると捉えられてしまう可能

性が生じる。しかし、取組の中には、社会活動を実施す

ることに焦点が当たりすぎ、自然科学の視点が不足して

いるものや、当事者による問題提起ではなく、研究者の

考え方を一方的に押し付けたり、研究者の立ち位置が不

明確であったりするものなども見られる。 
アクションリサーチの提唱者として知られる Kurt 

Lewin が、レヴィン（2017/1946 邦訳）の中で「社会行動

の諸形式の生ずる条件とその結果との比較研究であり、

社会行動へと導いていく研究である」と示すことからも

推察されるように、アクションリサーチは、社会的実践

として、研究者による当事者への理論や分析などの提供

とそれと協働した当事者の行動による社会活動の変化の

両輪により成立するものである。そのため、研究者と当

事者の役割や関与のバランスが非常に重要であり、両者

の役割分担や均衡がどのような状況にあるかという点に

十分注意を払う必要がある。なぜこのような点を指摘す

るのかというと、次節で触れるように、災害情報に関す

るアクションリサーチは、少なくとも日本においては、

その位置づけや性格から、情報活用の議論が主になる傾

向があり、本来現場でその環境や人に応じて、豊かにな

るべき取組の言説が、一般性の高いものとなり、アクシ

ョンリサーチとしての優位性や性質そのものが失われが

ちであるからである。またアクションリサーチとしては、

その活動の循環サイクルも重要な視点である（例えば、

レヴィン（2017/1946 邦訳）の計画・実施・偵察・事実

発見、Stringer（2007）のLook・Think・Act など）。研究

者がどのようなプロセスのタイミングでどのように関わ

り、当事者の活動に貢献しているかという点からも、単

に単発の防災イベントで終わるような社会研究ではない。

またレヴィン（2017/1946 邦訳）が「集団相互関係の研

究内容と少なくとも同程度の重要性をもつのは、それを

社会生活の内部の適切な場所に配置するということであ

る。いつ、どこで、誰によって、社会研究が遂行される

べきであるか。」と述べるように、さまざまなステークホ

ルダーの協働の中でいかに行動していくかが求められ、

その中で専門家である研究者がその行動をどのように位

置づけるかが重要であり、そのためにも適切な分析や検

討、評価を繰り返していくことが重要と言える。 
アクションリサーチにおいて、研究者と当事者のバラ

ンスは非常に重要であり、この考え方からすると、防災

分野におけるアクションリサーチにおいては、少し方向

性が異なるものも散見され、もっと素直に言えば、例え

ば単に取組を実施しアンケート調査でよい結果が得られ

たとして、アクションリサーチだと吹聴する事例も見ら

れる。このように防災分野におけるアクションリサーチ

は、一見するとアクションリサーチの一種と捉えること

もできる一方で、本来あるべきアクションリサーチとは

異なるものも見られ、研究を進める上でその内容の性質

に対して、十分な注意が払われるべきものと考える。 

 
３．災害情報に関するアクションリサーチ 
次に、災害情報に関するアクションリサーチの現状を

確認する。冒頭触れたように、災害情報に関するアクシ

ョンリサーチは、情報活用型と情報参画型の 2 種類に大

きく区分が可能と考える。その上で、まずはこの両者に

ついて、確認していきたい。 
（１）情報活用型 
情報活用型としては、既存の主に公的な機関が提供ま

たは発表する情報をどのように現場で活用するかが主な

議論となる。この場合、災害情報はあくまで災害リスク

と対応行動の媒介物として機能し、アクションリサーチ

としての主な対象は、当事者における活用方法やその実

践による行動変容となる。このような取組は非常に多く

見られ、例えば、近年策定が進められてきた防災タイム

ラインに関連する研究（例えば、常総市マイ・タイムラ

イン検討会（2017）など）においては、社会において共

通の一般的な災害情報を軸として、災害対応を行う体制

構築が事前防災計画として意図されている。既存の災害

情報に基づき対応を規定することは、災害対応の世界で

は極一般的である。例えば、ハザードマップにおいて見

られるように、災害対応の普及促進においても既存の災

害情報を基にした行動が規定されている（イメージ図: 
図 ）。 
一方で、情報活用型の取組は、情報に対する受け身の

姿勢を根本的に解決するものではない。従来、災害対応

における情報待ちや情報依存の課題が議論されている

（矢守（2009）など）。情報活用型の取組は、意識を情報

活用に向けるという点で、情報に基づき行動を促進する

ことで、このような課題に対し一定の解決を見出すこと

が可能である。一方で、結果として、情報待ちや情報依

存の構造そのものは変化しておらず、その構造を強化す

る枠組みである点には注意が必要である。災害情報が入

手できない場合や地域性の高い要因による災害など、一

般的な災害情報がうまく機能しない場合への対処が十分

に検討されていない場合、対応が後手に回る可能性もあ

る。また既存の災害情報については、その活用方法の例

示など、対応行動への指針が示されていることも多く、

議論が一般化しやすい傾向にあり、アクションリサーチ

の当事者による活動として、地域性や独自性をその活動

においてどのように創出するかが重要となる。 
しかしながら、既存の情報を前提とした考え方には、

情報の信頼性や理解度の観点から大きな利点もあるのも

情報 あなたの行動

高齢者等避難 防災グッズの用意

避難指示 〇〇さん家へ移動

緊急安全確保 最悪の場合、裏の高台へ

図 ハザードマップにおける情報活用型のイメージ例 
※斜線部は著者による記入例 
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事実である。少なくとも、従来、災害情報の活用につい

て十分に議論されていなかったようなフィールドにおい

て、情報活用型のアクションリサーチを実施することは、

非常に理解が得られやすく、目的との対応が明確であり、

自分たちの活動に焦点を当てやすいなどの多くの利点が

挙げられる。また災害情報との関係においては、独自性

が少ない分、行政との連携が図りやすいという点も挙げ

られる。 
このような情報活用型の特徴を踏まえると、アクショ

ンリサーチに関わる研究者には、専門的な観点から地域

の特徴や活動上の課題を分析し、活動を通じていかに地

域としての活動の発展や定着を図るかという観点からの

示唆が求められる。そのため、災害現象などの自然科学

の視点よりもコミュニティなどの社会科学の視点からの

役割が重要となる。当然ながら、自然科学の知識が不要

というわけではない。既存の災害情報を適切に活用する

上での助言や検討を専門家の立場から支援する上でも、

基本的な災害情報に対する理解は不可欠である。 
（２）情報参画型 
情報参画型としては、取組の構造的な特徴が活動その

ものに現れやすいため、まず事例を挙げながら、少しそ

の特徴を整理していきたい。 
まず過去の災害では、地域の状況の悪化など災害の前

兆を見聞きして判断し行動している事例が多数見られる

（平成 30 年 7 月豪雨による水害・土砂災害からの避難に

関するワーキンググループ（2018）など）。このような状

況を踏まえ、災害に備える上で有効な周囲の環境変化を、

地域固有の災害情報として地域で活用しようとする取組

も行われている。例えば、宝塚市川面地区では、防災ス

イッチのアクションリサーチが実施されている（竹之内

ら, 2020）。防災スイッチは，災害の前兆現象や過去の経

験などの地域の独自情報と防災気象情報などの災害情報

を連携させながら、住民が地域の災害対応を日常モード

から災害モードへの切り替えるきっかけを、地域社会で

構築するものである。川面地区では、研究者と地域住民

が協働し、地域の災害リスクを把握する上で有効な災害

情報の抽出と地域独自の情報の組み合わせにより、当事

者が行動するタイミングの検討につなげている。 
また既存の災害情報に地域の状況などを付加したり、

利用者に理解しやすいように変換したりする形で、活用

しやすい災害情報として共有する取組も見られる。例え

ば、伊勢市中島学区では、地域気象情報のアクションリ

サーチが行われている（竹之内ら, 2015）。地域気象情報

は、現在の専門性の高い膨大な気象情報を、地域性の高

い身近な表現を利用した情報に変換したものであり、情

報のローカリティを高め、状況把握と危機意識の事前醸

成を助け、早期の災害への対応行動へと結びつけること

を目的としたものである。中島学区では、地域にとって

重要な災害情報の抽出とその理解を助ける地域情報を付

加する形で、地域で利用しやすい災害情報として地域で

共有している。 
その他にも、地域の雨を考慮し、地域独自でモニタリ

ングや観測を行い、その結果を活用する事例も見られる。

特に土砂災害などの危険性が高い中山間地や中小河川の

流域など、観測が十分に実施されていない地域で、この

ようなローカル観測を活用する取組も見られる（例えば、

後述のローカルエリアリスク情報）。 
また避難情報は行政が発表するものであるという枠組

みを超えて、行政と住民が連携して、地域に合わせた避

難情報を検討する取り組みも見られる。福知山市では、

地域の実情やリスクに応じたローカルエリアリスク情報

を活用する取り組みが進められている（竹之内ら, 2021）。
ローカルエリアリスク情報は、避難情報を補完する情報

として、地域の避難を促進するために各地域のリスクに

応じた情報を行政と地域で共有するものである。同様に、

四万十町大正地区では、土砂災害に備え、地域の雨と山

の状況を日頃から整理することで、地域の避難行動の促

進につなげる取組が行政と住民で議論されている

（Takenouchi, 2020a）。 
これらの情報参画型の事例の特徴の一つとして、地域

性の表現の観点から行政からの災害情報では心理的また

地理的に十分でない要素を地域の独自情報として補足し

ようとする点が挙げられる。例えば、ハザードマップに

おいて、行政からの情報だけでなく、地域の情報を書き

込んだり、個人に合わせたタイミングを議論したりする

ようなものが該当する（イメージ図: 図 ）。このように

情報活用型と比較して、一般性が低く、個々の事例の特

徴が表れやすい情報参画型は、手法としての難易度は高

いと言わざるを得ない。地域にとっての適切な災害情報

であるのか、またどのような情報が適切であるのか、そ

れをデータにより担保しながら、実現する必要があるか

らでもある。場合によっては、災害現象との関連が不明

確であったり、必要なシステム予算が不足したりするな

どの理由から、実現が難しい場合もある。一方で、情報

そのものへの住民参画は、情報活用型とは異なる効果を

もたらしうる。まず、情報待ちの課題に対しての改善が

見込まれる。情報参画型の取組を実施している地域では、

住民自身がモニタリング役となって、情報活用に向けた

情報 地域特有の状況 あなたの行動

高齢者等避難 まだ大丈夫 防災グッズの用意

避難指示 △△小学校へ行
くのは危険

〇〇さん家へ移動

緊急安全確保 近くの××川が
あふれる

最悪の場合、
裏の高台へ

（近所からの声
掛け）

地域での早期避
難の呼び掛け

近所の高齢者の
手助け

（ の雨が
予想される）

近くの××川が
あふれる

〇〇さん家へ電話

図 ハザードマップにおける情報参画型のイメージ例 
※斜線部は著者による記入例 
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実践を実施していることが多く、外部への依存意識の低

下が見られる（Takenouchi, 2020a）。情報依存という点で

は強化され得るが、そこにも加えて柔軟性が生まれる事

例が多々見られる。当事者自身が情報に参画する中で、

関連情報を確認しながら、「今回は危険ではないか」、「夜

間に危険になりそうだから、早目にみんなで準備をする

ように対応しようか」といったように、その都度判断を

行う機会が生まれ、柔軟な対応を取っている様子も見ら

れる。このような柔軟性は、まさに情報に参画している

からこそ可能なものである。また情報そのものについて

も、自分たち自身の情報という意識の中で、検討した情

報の改善や地域内でも個人に応じた形での情報活用が行

われる場合が見られる。例えば、「避難指示で避難」では

なく、「あの場所は〇〇mm の雨でよく浸かるよね、避難

指示が出て浸かり始める前に、××地区では要支援者の

対応が必要だ。でも、△△地区は隣の道路まで水が来て

からで大丈夫だよね」といった具合である。取組を通じ

て、災害情報に対する言説が社会的にも科学的にも豊か

になっている。このような事例は、上述の福知山市の地

区でも見られ（竹之内ら, 2021）、情報活用型と比べると、

データが途絶した場合も、柔軟性を持った対応が期待さ

れる。 
一方で、情報参画型には課題も存在する。特に、活用

するデータについては、短期間のデータだけでは判断の

ために活用できない場合も多く、過去の住民の経験にも

よるが、しばらくの間、データを活用しながらステーク

ホルダー間で理解を深める慣熟期間を必要とする場合が

ある（アクションリサーチとしては、継続性が重要とな

る）。さらに対象とする現象が稀である場合、そこに推定

が入らざるを得ない。このような場合、研究者が統計デ

ータを整理したり、過去のデータを基にシミュレーショ

ンを実施したりするなど、より専門的な支援が必要とな

る。また、特に災害に関する情報としては、法的な制約

も存在しており、雨量計のように自由に設置し利用する

ことが制限されている場合もある。そのため、行政と連

携した形で、どのような情報をどのように活用するのか、

十分な議論をしながら進める必要もある。 
このような情報参画型の特徴を踏まえた場合に、アク

ションリサーチとして、各ステークホルダーに求められ

る役割は、情報活用型と大きく異なってくる。情報活用

型の議論はその社会活動の主な対象が情報活用になるが、

情報参画型の場合、「情報活用のための情報内容の検討」

または「情報内容の検討を踏まえた情報活用」が活動対

象の主となる。具体的に言えば、ある地域において、水

路の越水による避難経路の断絶が課題になっていた場合、

事前避難を進めるためにどのような情報が必要かという

議論に始まり、そのために活用できる雨量を参考として

地域で判断したり、必要な観測を実施したりすることが

想定される。そのため、アクションリサーチとしては、

地域にとって有効な情報システムを構築するために、各

ステークホルダーがどのような役割を果たすのか、また

そのために必要なメンバーは誰なのかといった点が重要

となる。この中で、研究者には、自然現象の適切な理解

とデータ活用における科学的根拠を踏まえた、地域が必

要とする災害情報の創出への貢献が求められる。そのた

め、情報参画型の場合、特に自然科学の知識が強く求め

られることとなる。ただし、当事者のための情報として

は、単に自然科学の視点からの担保だけでなく、それが

当事者の社会において機能することも求められ、そのた

めには、情報活用型と同様に、コミュニティと連携しな

がら、社会科学の視点からの担保も重要となる。また当

然ながら、ステークホルダー間で連携をうまく構築する

体制づくりも非常に大きな課題となる。このように情報

参画型のアプローチにおいて、両方の視点がなければ、

専門家としての関与は十分でなく、実現性が困難な机上

の議論に終わる可能性も生じうると言える。 
災害情報が手軽に必要な時にスマートフォンで知らさ

れるようになった現代において、情報参画型は一線を画

している。ただし、このようなアプローチは真新しいも

のではなく、そもそも江戸時代などには、地域における

情報共有の取り組みとして定着していたものである。た

だし、情報参画型は、従来はなかった IoT などの観測技

術や高度なシミュレーション技術の地域活用が可能とな

った現代であるからこそ、改めて一つの方向性として議

論が再開されたものと捉えるのが自然であろう

（Takenouchi, 2020b）。そのような中で、研究者にはどの

ような技術がどのように当事者の状況に合わせて活用可

能か、幅広い知識と視野が求められる。 
 
４．今後求められる議論 
ここまで、災害情報に関するアクションリサーチにつ

いて、情報活用と情報参画の視点から整理を行ってきた。

最後に、今後さらに議論すべき点について、確認してい

きたい。 
何よりも重要なのは、アクションリサーチにおける新

しい災害情報の仕組みづくりという構造的な課題である。

情報が自由に行き来し、ローカルからグローバル、グロ

ーバルからローカル、個人から組織・集団、組織・集団

から個人など、多様な関係者間で自由に情報が広がり共

有される社会が構築される一方、既存の災害情報はその

性質からも基本的にはシングルボイスの考え方が主流で

ある（吉川ら（2009）、横山（2019）など）。これ自体に

大きな異論を唱えるつもりはない。災害情報に関するア

クションリサーチに従事するものであれば、情報の担保

や信頼性を構築することの重要性は当然求められ、不適

切な災害情報はベターメントにはつながらない。ただし、

実際の災害現場の実情を踏まえた際に、情報への意識を

変える上では、より情報参画型の情報活用体制を既存の

災害情報の構造との両立を図りながら、どのように成し

遂げていくかという構造的な議論は非常に重要である。
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実践を実施していることが多く、外部への依存意識の低

下が見られる（Takenouchi, 2020a）。情報依存という点で

は強化され得るが、そこにも加えて柔軟性が生まれる事

例が多々見られる。当事者自身が情報に参画する中で、

関連情報を確認しながら、「今回は危険ではないか」、「夜

間に危険になりそうだから、早目にみんなで準備をする

ように対応しようか」といったように、その都度判断を

行う機会が生まれ、柔軟な対応を取っている様子も見ら

れる。このような柔軟性は、まさに情報に参画している

からこそ可能なものである。また情報そのものについて

も、自分たち自身の情報という意識の中で、検討した情

報の改善や地域内でも個人に応じた形での情報活用が行

われる場合が見られる。例えば、「避難指示で避難」では

なく、「あの場所は〇〇mm の雨でよく浸かるよね、避難

指示が出て浸かり始める前に、××地区では要支援者の

対応が必要だ。でも、△△地区は隣の道路まで水が来て

からで大丈夫だよね」といった具合である。取組を通じ

て、災害情報に対する言説が社会的にも科学的にも豊か

になっている。このような事例は、上述の福知山市の地

区でも見られ（竹之内ら, 2021）、情報活用型と比べると、

データが途絶した場合も、柔軟性を持った対応が期待さ

れる。 
一方で、情報参画型には課題も存在する。特に、活用

するデータについては、短期間のデータだけでは判断の

ために活用できない場合も多く、過去の住民の経験にも

よるが、しばらくの間、データを活用しながらステーク

ホルダー間で理解を深める慣熟期間を必要とする場合が

ある（アクションリサーチとしては、継続性が重要とな

る）。さらに対象とする現象が稀である場合、そこに推定

が入らざるを得ない。このような場合、研究者が統計デ

ータを整理したり、過去のデータを基にシミュレーショ

ンを実施したりするなど、より専門的な支援が必要とな

る。また、特に災害に関する情報としては、法的な制約

も存在しており、雨量計のように自由に設置し利用する

ことが制限されている場合もある。そのため、行政と連

携した形で、どのような情報をどのように活用するのか、

十分な議論をしながら進める必要もある。 
このような情報参画型の特徴を踏まえた場合に、アク

ションリサーチとして、各ステークホルダーに求められ

る役割は、情報活用型と大きく異なってくる。情報活用

型の議論はその社会活動の主な対象が情報活用になるが、

情報参画型の場合、「情報活用のための情報内容の検討」

または「情報内容の検討を踏まえた情報活用」が活動対

象の主となる。具体的に言えば、ある地域において、水

路の越水による避難経路の断絶が課題になっていた場合、

事前避難を進めるためにどのような情報が必要かという

議論に始まり、そのために活用できる雨量を参考として

地域で判断したり、必要な観測を実施したりすることが

想定される。そのため、アクションリサーチとしては、

地域にとって有効な情報システムを構築するために、各

ステークホルダーがどのような役割を果たすのか、また

そのために必要なメンバーは誰なのかといった点が重要

となる。この中で、研究者には、自然現象の適切な理解

とデータ活用における科学的根拠を踏まえた、地域が必

要とする災害情報の創出への貢献が求められる。そのた

め、情報参画型の場合、特に自然科学の知識が強く求め

られることとなる。ただし、当事者のための情報として

は、単に自然科学の視点からの担保だけでなく、それが

当事者の社会において機能することも求められ、そのた

めには、情報活用型と同様に、コミュニティと連携しな

がら、社会科学の視点からの担保も重要となる。また当

然ながら、ステークホルダー間で連携をうまく構築する

体制づくりも非常に大きな課題となる。このように情報

参画型のアプローチにおいて、両方の視点がなければ、

専門家としての関与は十分でなく、実現性が困難な机上

の議論に終わる可能性も生じうると言える。 
災害情報が手軽に必要な時にスマートフォンで知らさ

れるようになった現代において、情報参画型は一線を画

している。ただし、このようなアプローチは真新しいも

のではなく、そもそも江戸時代などには、地域における

情報共有の取り組みとして定着していたものである。た

だし、情報参画型は、従来はなかった IoT などの観測技

術や高度なシミュレーション技術の地域活用が可能とな

った現代であるからこそ、改めて一つの方向性として議

論が再開されたものと捉えるのが自然であろう

（Takenouchi, 2020b）。そのような中で、研究者にはどの

ような技術がどのように当事者の状況に合わせて活用可

能か、幅広い知識と視野が求められる。 
 
４．今後求められる議論 
ここまで、災害情報に関するアクションリサーチにつ

いて、情報活用と情報参画の視点から整理を行ってきた。

最後に、今後さらに議論すべき点について、確認してい

きたい。 
何よりも重要なのは、アクションリサーチにおける新

しい災害情報の仕組みづくりという構造的な課題である。

情報が自由に行き来し、ローカルからグローバル、グロ

ーバルからローカル、個人から組織・集団、組織・集団

から個人など、多様な関係者間で自由に情報が広がり共

有される社会が構築される一方、既存の災害情報はその

性質からも基本的にはシングルボイスの考え方が主流で

ある（吉川ら（2009）、横山（2019）など）。これ自体に

大きな異論を唱えるつもりはない。災害情報に関するア

クションリサーチに従事するものであれば、情報の担保

や信頼性を構築することの重要性は当然求められ、不適

切な災害情報はベターメントにはつながらない。ただし、

実際の災害現場の実情を踏まえた際に、情報への意識を

変える上では、より情報参画型の情報活用体制を既存の

災害情報の構造との両立を図りながら、どのように成し

遂げていくかという構造的な議論は非常に重要である。

大西ら（2019）が指摘するように、コモディティ的な情

報の一方で、情報提供者と意思決定者の意思決定フレー

ムの共同形成が必要である。 
既にそのモデル的な取り組みは上述のようにいくつか

見られ始めている。福知山市や四万十町大正地区の取組

は、行政と住民が連携しながら、避難情報を補完する形

でともに情報を考えるものであった。その中で、住民の

意識は従来の行政依存から大きく変化し、主体的な情報

検討と活用、地域からの行政の災害情報へのサポートと

いう形で大きく変化している。また著者は、現在 IoT 技

術の高度化に伴い普及しつつあるローカル観測の社会に

おける活用手法の高度化に向けた研究を既に開始してお

り、このような地域性の高い観測データの流通は、情報

活用のみならず情報参画においても、今後、災害情報に

関するアクションリサーチのための取組手法の革新につ

ながる可能性も秘めていると考える。 
国も平成 30 年 7 月豪雨を踏まえ、避難に対する考え方

を『住民は「自らの命は自らが守る」意識を持って自ら

の判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援する』

という住民主体の取組強化の考え方に方向転換した（平

成 30 年 7 月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関す

るワーキンググループ, 2018）。このような避難の責任が

より個人に求められる社会において、災害情報そのもの

に関わる機会の創出も重要ではなかろうか。このような

災害情報に関するアクションリサーチの研究（アクショ

ンインフォ Action Info-rmation）や取組はまだ緒に就いた

段階と言え、技術的にも制度的にも今後の一層の議論が

必要と言える。 
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学会誌編集委員会関連規定及び投稿に関する規程 
 

１ 学会誌編集委員会運営細則 

（通則） 
第1条 本運営細則は、日本災害情報学会運営規程（以

下、「学会運営規程」という）第１２条（５）及び第

13条（５）に規定された学会誌編集委員会の運営につ

いて、学会運営規程第22条第１項に基づく運営細則と

して定められたものである。学会誌編集委員会の運営

については、学会運営規程第14条から第16条及び第

22条によるほか、この細則によるものとする。 
 

（組織及び構成） 
第２条 本委員会には、委員長（１名）、副委員長（１名）

および幹事（若干名）を置き、委員長、副委員長及び

幹事を含め委員は１５名程度とする。 
 ２ 委員長は、正会員より会長が指名し、理事会の承

認を得る。 
  ３ 副委員長、幹事、委員は、委員長が正会員より指

名し、理事会の承認を得る。 
４ 本委員会に事務局長の出席を求めることができる。 

 

（所掌事務） 
第３条 本委員会の所掌事務は、会則第４条の趣旨に則

り災害情報に関する論文、調査報告、事例紹介等の発

表の場として学会誌「災害情報」を編集・刊行し、災

害情報研究の向上と発展に資するとともに、広く災害

情報の社会的重要性を喚起することである。 
 

(小委員会の設置) 
第４条 学会誌の編集・刊行に関連する事項を協議する

ために、本委員会に小委員会を設置することができる。 
 

(本運営細則等の改廃) 
第５条 本委員会の運営を円滑に行うために定める内規

等を除き、本運営細則及び本委員会の所掌事務に係る

規則等の改廃は、本委員会の議を経て理事会の承認を

得なければならない。 
 

付 則 
本運営細則は、平成14年9月1日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成25年10月27日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成26年10月26日から施行する。 
 

２ 投稿規定 

 
１．論文 
 論文の内容は、防災・災害情報に新たな貢献が期待で

きるもので、結論の導出過程が適切であるものとする。

なお防災および災害情報に新たな貢献ができるものであ

れば、従来の学術論文の体裁にとらわれず、下記の内容

に該当するものも論文の対象とする。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，対象

の開拓，新しい点・手法の導入，従来手法の統合化など

によって明確な結論を得たオリジナリティの高いもの。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，有用

な結果を得たもの。 
・調査報告（災害情報に関わる調査結果を，客観的に報

告したもの） 
・事例紹介（災害情報に関わる様々な取り組み，事例に

ついて紹介したもの） 
 
２．投稿者 
投稿は本会会員に限る。ただし，本会の依頼した原稿の

場合はその限りではない。 
 
３．投稿 
(1)投稿原稿は，原則として他雑誌において未発表でかつ

査読中にないものとする． 
(2)会員は投稿規定に基づき、投稿原稿（和文および英文

の要約を含む）のコピー３部および電子記録媒体（Ｃ

Ｄ等）に，必要事項を記入した申し込みフォーマット

を添えて本会編集委員会宛に提出する。また、メール

で学会宛に論文を送付する。 
(3)投稿原稿は随時受け付け，学会誌刊行予定日の６ヶ月

前に締め切り，編集作業を開始する． 
 
４．投稿原稿の区分 
 論文は、査読論文、特集論文、報告（調査団報告など）

からなる。 
 
５．査読及び編集 
(1)投稿原稿は，編集委員会の定める編集規定に従って，

掲載の可否を決定する。 
(2)初校校正は著者が自らの責任で行う。なお，校正は誤

字・脱字等の編集にかかわる修正のみとし，内容にか

かわる変更は再査読の対象とする。 
(3)カラーページの印刷には対応しない。 
(4)掲載著作物の別刷り印刷には対応しない。 
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６．著作権 
 本学会はその学会誌の編集著作権を持つ．本学会誌掲

載の著作物の著作権は当該著者がもつ．なお著者が自ら

の用途のために本学会誌掲載論文の掲載論文等を他の著

作物（主として書籍など）に転載する場合にはその旨を

明記することとし、他の著作物発刊者が許容する限りに

おいては制限はしない。 
 
 

３ 編集規程 

 

１．査読 
(1)編集委員会は、各投稿原稿について、学会員の中から

論文については３名の査読員を選び、別紙書式により査

読を依頼する。ただし、必要に応じて学会員以外に査読

を依頼することができる。 
(2)査読結果は、下記の評価区分で表記する。 
Ａ－－－掲載可 
Ｂ－－－部分的な修正をすれば掲載可 
Ｃ－－－大幅な修正をすれば掲載の可能性がある 
Ｄ－－－掲載不可 
 (3)投稿者および査読員の氏名は相互に匿名とする。査

読および編集を通じて、個人のプライバシーは保護され

なければならない。 
(4)編集委員からの所定回数の督促にもかかわらず、査読

員が査読結果を提出しない場合には、編集委員会は査読

員を変更することができる。 
(5)査読結果が相違した場合については、基本的に低いラ

ンク扱いとし、２ランク以上の相違がある場合は編集委

員会で検討する。また、また、その措置にあたって、編

集委員会は査読員から意見を求めることができる。 
 
２．原稿修正 
(1)査読が終了次第、編集委員会は査読結果に基づいて、

掲載の可否、査読員のコメントおよび原稿修正期間の指

示等を投稿者に通知する。 
(2)原稿修正期間については、１ヶ月を標準とする。 
(3)修正原稿掲載の可否は、原則として、編集委員会が最

終判定する。 
(4)編集委員会は最終判定終了次第、前条に従って、投稿

者に結果を通知する。 
 
３．依頼原稿等 
(1)依頼原稿は本会の編集委員会が依頼した原稿であり，

投稿規定に準ずるものとする。 
(2)学会大会における会長講演・記念講演等および学会が

行うシンポジウム・講演会等の報告は、これを掲載する

ことができる。 
 

(3)依頼原稿，シンポジウム報告等の掲載可否は、編集委

員会が判定する。 
 
４．編集委員 
 編集委員は、編集委員会の会議に出席し、編集および

審査に関する事項を審議し、次の編集の実務を行う。 
(1)学会誌各号の目次の決定 
(2)特集の企画、依頼 
(3)学会活動報告の編集 
(4)編集後記の執筆 
(5)投稿原稿の審査に関する諸措置 
(6)編集委員会規程、同施行細則および編集規程・投稿規

定・執筆要領の点検と改正 
(7)その他 
 
 

４ 執筆要領 
 
１． 言語  
投稿原稿は和文に限る。 
 
２． 原稿の形式と分量 
論文の分量は 20,000 字以内（10 頁以内）とする。分量

計算はすべて文字数を単位とする。文字数には題名、

著者名、所属、和文要約、図表、注、参考文献すべ

てを含む。英文要約は含めない。図表の文字数は面

積相当とする。編集委員会が指定した場合はこの限

りではない。 
 
３． 所属 
所属は原則１箇所のみ記載する。掲載時の所属が投稿時

の所属と変わった場合、投稿時の所属のみを記載す

る。著者の肩書きは記載しない。 
 
４． 要約、キーワード 
論文は、題名、著者名、所属、メールアドレス、英文タ

イトル、英文著者名、所属、英文要約、英文キーワ

ードを添付すること。 
(1) 表題紙には、題名の全文、著者名、所属のみを記す。 
(2) 和文要約は、600 字以内のものを本文の前に添付す

る。 
(3) 英文要約は、130 ワード以内のものを本文の後に添

付する。 
(4) キーワードは日本語・英語各５語以内で、要約の後

に各々記載する。 
 
 
５． 原稿フォーマット 
原稿作成にあたっては、学会ホームページにある投稿論
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文フォーマットを用いること。 
MS明朝10pt、英数字はTimes New Roman10pt、25

文字（字送り 9.25pt）、50 行（行送り 14.25pt）で

作成し、余白上 20mm、下 25mm、左 20mm、右

20mm、ヘッダー10mm、フッター10mm、奇数/
偶数ページ別指定で作成し、ヘッダーに論文種別を、

頁番号をセンタリングで記載する。 
 
６． 原稿の書式 
(1) 題名 題名は20pt、センタリングすること。 
(2) 氏名 氏名はスペースを空けない 
(3) 本文 本文はMS 明朝 10pt、英数字はTimes New 

Roman10ptを用いてください。「（ ）」は原則、全

角を用いる。 
 
(4) 章題、節題、表題、図題 原則 MS ゴシック 10pt

を用いてください。 
(5) 題名 副題の前後には「―（ダッシュ）」をつける「～

（波型）」「‐（ハイフン）」「－（マイナス）」は用い

ないこと 
(6) 図表 図表は鮮明なものを用いること。図表はそれ

ぞれ１から順に番号を打ち、本文中の該当箇所で引

用すること。写真は図として掲載する。著作権者の

了解を得ることなく、他者の図版を転用してはなら

ない。 
(7) 段組 原稿はＡ４版の用紙を使って、25字×50行の

2段組で印字する。 
(8) 注釈 注と文献リストを別々にする。注は、本文中

の該当箇所の右肩に上付き文字で1)から順に番号を

打ち、注自体は本文の後にまとめて記載すること。

文献・資料類は基本、参照文献に記載すること。注

釈に記載しても参照文献に記載すること 
(9) 挙示 参考文献の本文における挙示は、著者名（発

行年）または（著者名，発行年）、もしくは著者名（発

行年：ページ数）または、（著者名，発行年：ページ

数）とする。 
本文中での文献の引用は，以下を参考にする。 
（ア）･･････例えば阿部（1991）のように， 
（イ）･･････これらの研究（Abe et al., 1987a；Abe et al., 

1987b；廣井，1999）によれば、、、。 
(10) 文献 参照文献は、著者名（発行年）題名，出版社

（欧文の場合はその前に出版社 所在地 都市名を併

記）の順に記載すること。性と名の間はあけないこ

と。論文の引用としての「 」、文献の引用としての

『 』は用いないこと。欧文の書名はイタリック体

にすること。著者が複数いる場合には、「・（中点）」

でつなげる。参照文献において著者名は省略しない

（本文ではこの限りではない）。参照文献リストは、

アルファベット順もしくは 50 音順で記載。同一著

者のものは発表年代順に並べる。 

(11) ホームページ 参照したホームページは、原則参考

文献に記載し、著者（ホームページの所有者等）、タ

イトル（参照年月日：○○○○年○月○日）とURL
を明記する。URLの下線は外すこと。 

リンク切れの場合は「入手先URL（現在参照不可）」と

記入する。サイトがリンク切れとなった場合でも，

読者・差読者からの質問に対応できるよう，当該画

面が保存されているものであること。 
(12) オンラインジャーナル、ネット上の論文 原則文献

の記述方法を行った後に、URL を記載する。URL
の下線は外すこと。参照年月日は不要。 
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